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*表紙電子提供措置用*

証券コード：3086

第18 期
2024年３月１日 ▶ 2025年２月28日

定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知
開 催
日 時

2025年５月29日 (木曜日) 午前10時
(受付開始：午前９時30分)

開 催
場 所

丸の内二重橋ビル ５階
東京商工会議所 渋沢ホール
東京都千代田区丸の内三丁目２番２号

　

　

本 年 の 定 時 株 主 総 会 の 開 催 場 所 は
｢東京商工会議所 渋沢ホール｣に変更と
なっておりますので､ご注意ください｡

インターネット等又は書面による議決権行使期限

2025年５月28日（水曜日）午後６時まで

お 手 軽 に ご 利 用
い た だ け る
ス マ ー ト フ ォ ン
での議決権行使を
推 奨 し ま す ｡

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
3.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

お   願   い　

議　決　権　の　数 基準日現在のご所有株式数
個

株

2025年　  月　　日 　

J.フロント リテイリング株式会社

J.フロント リテイリング株式会社 御中 議決権の数 個

切
（

　取
　り
　
）
線

J.フロント リテイリング
株 式 会 社

議　　  案 議案に対する賛否
賛 　　否

議　　  案（但し

を除く）

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見 本 見 本

※「第18期定時株主総会招集ご通知」の一部を抜粋したものです。
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*ごあいさつ*

株主の皆さまへ

　当社第18期定時株主総会を2025年５月29日
(木曜日)に開催しますので、ここに招集ご通知を
お届けいたします。

　当社の事業の現況と課題及び株主総会の議案
につき、ご説明申しあげますので、ご高覧賜り
ますようお願い申しあげます。

　株主の皆さまにおかれましては、何卒、より
一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申
しあげます。

取締役 兼 代表執行役社長    小 野  圭 一

基　本　理　念

グループビジョン

私たちは、時代の変化に即応した
高質な商品・サービスを提供し、

お客様の期待を超えるご満足の実現を目指します｡

私たちは、公正で信頼される企業として、
広く社会への貢献を通じてグループの発展を目指します｡

“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”
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*招集ご通知*

証券コード　3086
2025年５月７日

株 主 各 位
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 1 0 番 １ 号

取締役 兼 代表執行役社長　小 野  圭 一

第18期 定時株主総会 招集ご通知
拝 啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措
置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトに
アクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト 】　https://www.j-front-retailing.com/ir/stock/meeting.html

【 株主総会資料掲載ウェブサイト 】　https://d.sokai.jp/3086/teiji/

当社ウェブサイト

　

〈株主総会資料に関するご注意事項〉
　■電子提供措置事項のうち、下記事項については、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する
書面には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査委員会は下記事項を含む監査対象書類を監査しております。
①(ご参考)百貨店事業の会社別、店別及び商品別総額売上高　②(ご参考)ＳＣ事業のパルコ店別テナント取扱高(総額ベース)　③主要な事業内容
④主要な営業所　⑤従業員の状況　⑥会計監査人に関する事項　⑦業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞
⑧業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞の運用状況の概要　⑨株式会社の支配に関する基本方針
⑩連結注記表　⑪貸借対照表　⑫損益計算書　⑬株主資本等変動計算書　⑭個別注記表
⑮連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本　⑯会計監査人の監査報告書謄本　⑰監査委員会の監査報告書謄本

　■電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記のインターネット上の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させ
ていただきます。

敬 具
記

開催日時 　2025年５月29日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
開催場所 　東京都千代田区丸の内三丁目２番２号　丸の内二重橋ビル５階  東京商工会議所 渋沢ホール
目的事項 　報告事項

❶ 第18期（2024年３月１日から2025年２月28日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
❷ 会計監査人及び監査委員会の第18期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項
議案　取締役10名選任の件

招集にあたっての決定事項 ４ページの「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。
以 上

－ 1 －
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【ご参考】本定時株主総会後の体制及び取締役候補者のスキルマトリクス（予定）

ご参考 本定時株主総会後の体制及び取締役候補者のスキルマトリクス（予定）

取締役候補者

小出　寛子（注)1 矢後　夏之助 箱田　順哉 関　忠行

属　　性
再任 非執行 再任 非執行 再任 非執行 再任 非執行

独立 社外 独立 社外 独立 社外 独立 社外

所属予定の
委 員 会

(◎は委員長候補)

指　　名 〇 ◎

監　　査 ◎ 〇

報　　酬 〇 ◎

期 待 す る
ス キ ル

企業経営 〇 〇 〇
財務・会計 〇 〇

マーケティング 〇

人財・組織開発 〇

法務・コンプライアンス 〇

ＩＴ・デジタル

E：環境 〇

S：社会 〇

G：ガバナンス 〇 〇 〇 〇

再任 再任取締役候補者 非執行 執行役を兼務しない取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員

新任 新任取締役候補者 執行 執行役兼務の取締役候補者 社外 社外取締役候補者

　取締役会を構成する取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、サステナ
ビリティ経営の推進を適切に監督するために必要な知見と経験を有する人財から選任するものとしております。
　社外取締役候補者の選任にあたっては、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の
経営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広範な知見と経験を有する
方など、ボードダイバーシティを意識し、選任するものとしております。

－ 2 －
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【ご参考】本定時株主総会後の体制及び取締役候補者のスキルマトリクス（予定）

　また、社内の非業務執行取締役候補者について
は、当社グループにおける幅広い実務経験や監査
などの知見を有する方を選任しており、執行役を
兼務する取締役候補者については、経営トップで
ある代表執行役社長を選任しております。

社内
取締役
30%

社外
取締役
70%

取締役会構成比率
女性
30%

男性
70%

取締役会男女比率

大村　恵実 山田　義仁 齋藤　和弘 好本　達也 浜田　和子（注)2 小野　圭一
再任 非執行 新任 非執行 新任 非執行 再任 非執行 再任 非執行 再任 執行

独立 社外 独立 社外 独立 社外

〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇
〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

(注) 1. 小出寛子氏の選任をご承認いただいた場合、本定時株主総会終結後の取締役会において、引き続き同氏を取締役会議長に
選定する予定です。

2. 浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子です。
3. 取締役を兼務しない執行役12名を、本定時株主総会終結後の取締役会において選任する予定です。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを入力する方法
議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力すること
なく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。❶
以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。❷

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
3.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

お   願   い　

議　決　権　の　数 基準日現在のご所有株式数
個

株

2025年　  月　　日 　

J.フロント リテイリング株式会社

J.フロント リテイリング株式会社 御中 議決権の数 個

切
（

　取
　り
　
）
線

J.フロント リテイリング
株 式 会 社

議　　  案 議案に対する賛否
賛 　　否

議　　  案（但し

を除く）

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見 本 見 本

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。❶

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入
力し「ログイン」をクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

❷

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。❸

システムに関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク) 0120-173-027 (通話料無料) 受付時間

午前９時から午後９時まで　

機関投資家の皆さまへ
・当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行

使プラットフォーム」をご利用いただけます。
・信託銀行等の名義で株式を保有し、自己名義で株式を保有していない機関投資家の方につきましても、当社定款

及び株式取扱規程に定める要件及び手続を満たすことを条件に株主総会会場にご入場・ご出席いただけます。

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使についてのご案内　議決権行使期限 2025年５月28日（水曜日）午後６時受付分まで
　当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、以下
のいずれかの方法で事前の議決権行使をお願い申しあげます。

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
3.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

お   願   い　

議　決　権　の　数 基準日現在のご所有株式数
個

株

2025年　  月　　日 　

J.フロント リテイリング株式会社

J.フロント リテイリング株式会社 御中 議決権の数 個

切
（

　取
　り
　
）
線

J.フロント リテイリング
株 式 会 社

議　　  案 議案に対する賛否
賛 　　否

議　　  案（但し

を除く）

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

こちらに、議案の賛否をご記入ください。

●全員賛成の場合 ▶｢賛｣ の欄に○印
●全員否認する場合 ▶｢否｣ の欄に○印

●一部の候補者を
　否認する場合 ▶

｢賛｣ の欄に○印をし、
否認する候補者の番号を
ご記入ください。

議 　 　案

見 本

【議決権行使のお取り扱いについて】
・議決権行使書用紙において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとしてお取り扱いします。
・同一の株主さまが書面及び電磁的方法の双方により議決権行使を行った場合、電磁的方法による議決権行使を有効なものとしてお取り

扱いします。なお、同一の株主さまが複数回電磁的方法による議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使と
してお取り扱いします。

－ 4 －
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株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」 https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

① ログインID ▶ 議決権行使書等に記載されている「0007＋株主番号」（数字12桁、ハイフン無し）
② パスワード ▶ 2025年２月28日時点の株主名簿ご登録住所の「郵便番号＋2025」（数字11桁、ハイフン無し）

　こちらのサイトより、株主総会のライブ配信のご視聴と事前のご質問が可能です。
　議決権行使書に記載の「ログインID」と「パスワード」をご用意のうえ、上記の株主総会オンラインサイト
「Engagement Portal」にアクセスしてください。

　

１．株主総会のライブ配信視聴のご案内 配信開始時刻
　 2025年５月29日（木曜日）午前10時より　

❶ ログイン画面で「ログインID」と「パスワード」を入力し、利用規
約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログ
イン」ボタンをクリックしてください。

❷ ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、当日ライブ
視聴等に関する利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」
にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。
※議決権行使書を投函される場合は、その前に必ずお手元に「ロ

グインID」と「パスワード」をお控えください。
なお、失念された際は、下記の「株主総会オンラインサイトに
関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

議 決 権 行 使 書

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

XXX-XXX
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○ ○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
2.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
3.○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○
　○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○

お   願   い　

議　決　権　の　数 基準日現在のご所有株式数
個

株

2025年　  月　　日 　

J.フロント リテイリング株式会社

J.フロント リテイリング株式会社 御中 議決権の数 個

切
（

　取
　り
　
）
線

J.フロント リテイリング
株 式 会 社

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

議　　  案 議案に対する賛否
賛 　　否

議　　  案（但し

を除く）

②パスワード（＝郵便番号＋2025） ①ログインID（＝0007＋株主番号）

ご注意ください

ご留意事項

② 「パスワード（＝郵便番号＋2025）」に使用する郵便番号は、議
決権行使書に記載の郵便番号とは異なる場合があります（株主総会基
準日以降の住所変更や、議決権行使書送付先をご指定いただいている
場合等の情報が反映されておりません）。また、日本国外居住の株主
さまにつきまして、常任代理人のご指定がある場合は、当該代理人の
郵便番号をご入力ください。

□１ やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなった場合
は、当社ウェブサイト（https://www.j-front-retailing.com/）にて
お知らせいたします。

□２ ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上の株主総会への出席と
は認められないため、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言
を行っていただくことはできません。議決権につきましては、本招
集ご通知４ページにてご案内の方法により、事前に行使くださいま
すようお願い申しあげます。

□３ ご視聴は、株主さまご本人のみに限定させていただき、代理人等に
よるご視聴は、ご遠慮いただきますようお願い申しあげます。

□４ ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びＳＮＳ等での公開等は、
固くお断りいたします。

２．ご 質 問 の 事 前 受 付 の ご 案 内 質問受付期限
　 2025年５月22日（木曜日）午後６時まで

　

株主総会オンラインサイトに関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社「Engagement Portal」サポート専用ダイヤル ▶  0120-676-808 （通話料無料）

受付時間　 土日祝日等を除く平日午前９時から午後５時まで（ただし、株主総会当日は午前９時から株主総会終了まで）
　

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内

　本株主総会の開催に先立ちまして、本株主総会の会議の目的事項に関するご質問をお受けいたします。株主さまからお寄せいただいた
ご質問のうち、特に株主さまのご関心が高い事項につきまして、株主総会議場にてご回答させていただく予定です。なお、ご回答をお約
束するものではなく、また、個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
❶ 株主総会オンラインサイトにログインした後、画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。
❷ ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、「確認画面へ」ボタ

ンをクリックしてください。
❸ ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

－ 5 －
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ごあいさつ

あたらしい価値創造へ、
変革のスピードを加速する

Ｊ.フロント リテイリング株式会社
取締役 兼 代表執行役社長

■1 中期経営計画初年度の成果 ▶ 7

■2 中期経営計画の概要 ▶ 8

■3 対処すべき課題：
経営数値目標の上方修正、重点戦略の強化ポイント ▶ 9

■4 当社のコーポレートガバナンスについて ▶11

中期経営計画の初年度（2024年度）は、過去最高益
の更新かつ本中期経営計画最終年度（2026年度）の利
益目標を前倒しで達成するなど、順調といえるスター
トを切ることができました。

一方で、本中期経営計画は2030年のグループ将来像
である“価値共創リテーラー”の実現に向けた「変革期」
と位置づけており、私たちに求められているのはその
変革の推進です。足元の業績に一喜一憂せず、将来の
成長に向けて、変革のスピードを加速していきます。

日本全国の主要都市にバランスよく店舗を保有し、
多様な顧客接点、お取引先様やクリエイターとのネッ
トワークを有する強みを活かし、７つの重点エリアを
中心に「リテール事業の深化」×「グループシナジー
の進化」による飛躍的な成長を目指します。

３つの共創価値（感動共創・地域共栄・環境共生）
を提供し続ける“価値共創リテーラー”の実現に向け、グ
ループ全従業員がワンチームとなり取り組んでまいり
ます。

　

ごあいさつ

－ 6 －
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中期経営計画初年度の成果

① 過去最高益を更新

② 株主還元を強化

■1  中期経営計画初年度の成果

　中期経営計画の初年度は、百貨店事業・ＳＣ事業など「リテール事業の深化」、飛躍的成長に向けた「グループ
シナジーの進化」、これらの戦略の実効性を高める「グループ経営基盤の強化」に取り組みました結果、連結業績
について各利益段階で2007年の経営統合以降、過去最高益となり、中期経営計画の最終年度（2026年度）の利益
目標を達成しました。

連結業績の推移（単位：億円）

443
248

534

117
23

△7.1％

1.2％

8.1％
10.5％

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

4.0％

■ 事業利益　　●  ROE

事業利益

ROE
534億円
10.5%

　連結配当性向40％以上の配当と自己株式の取得による自己資本の適正化、株主還元の強化を図る方針のもと、年
間配当金は前期実績に比べ16円増配の１株当たり52円（前期実績36円）と、過去最高水準の配当とさせていただ
きました。また、期中に総額100億円の自己株式の取得を実施しました。

１株当たり年間配当金の推移（単位：円）

36

52

27 29 31

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

年間配当金
52円

期末配当金
30円

－ 7 －
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中期経営計画の概要

■2  中期経営計画の概要
当社は新たな経営体制の下、2030年を見据えた中期経営計画（2024-2026年度）をスタートさせました。
当社はグループビジョン “くらしの｢あたらしい幸せ｣を発明する。”の実現に向け、事業を通じて環境・社会課題

の解決を図る｢サステナビリティ経営｣を基軸に、企業活動を推進しています。昨年春には、当社が重要視する経営
環境の変化や当社の強みを踏まえ、当社が2030年に目指す姿として「リテール事業を中心に、３つの共創価値を
提供し続ける“価値共創リテーラー”への変革」を掲げました。

3つの共創価値

感 動 共 創
  顧客、従業員と共に、
感動を生み分かち合う

地 域 共 栄
地域の魅力を高め、地域にとって

必要不可欠な存在となる

環 境 共 生
  環境と共に生きる社会づくりに、
誰もが貢献できる文化を醸成する

本中期経営計画は、2030年に目指す姿の実現、中長期の成長を確かなものとする「変革期」と位置づけ、重点
戦略として百貨店事業・ＳＣ事業など「リテール事業の深化」、飛躍的成長に向けた「グループシナジーの進
化」、これらの戦略の実効性を高める「グループ経営基盤の強化」に集中して取り組んでいます。

グループ経営基盤の強化　人財・財務・システム戦略、ガバナンス

コロナ禍からの復活
2021-2023年度

変革期
2024-2026年度

飛躍期
2027-2030年度

リテール事業の深化：重点戦略 グループシナジーの進化：重点戦略

高質・高揚消費層へのコンテンツ拡充
顧客接点の魅力向上
国内・海外顧客層の拡大

自社コンテンツの保有・開発
エリアの価値最大化
グループ顧客基盤の拡大

－ 8 －
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対処すべき課題：経営数値目標の上方修正、重点戦略の強化ポイント

① 経営数値目標の上方修正

経営指標 新目標
（2026年度）

当初目標
（2026年度） 増減

連結事業利益 560億円 520億円 ＋40億円

連結ＲＯＥ 8.0%以上 8.0%以上 ―

連結ＲＯＩＣ 6.0%以上 5.0%以上 ＋1.0pt

温室効果ガス排出量※ △70.0% △58.0% △12.0pt

女性管理職比率 31.0% 31.0% ―

■3  対処すべき課題：経営数値目標の上方修正、重点戦略の強化ポイント

2024年度実績を踏まえ、本中期経営計画の最終年度（2026年度）の経営数値目標を上方修正します。
具体的には、財務目標として連結事業利益は560億円（当初目標520億円）、連結ＲＯＩＣ6.0％以上（当初目

標5.0％以上）、非財務目標として温室効果ガス排出量70％削減（当初目標58％削減）を目指します。

主要な経営数値目標

※ Scope1・2削減率（2017年度比）

－ 9 －
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対処すべき課題：経営数値目標の上方修正、重点戦略の強化ポイント

② 中期経営計画に基づく重点戦略の強化ポイント
　「リテール事業の深化」をはじめとする成長戦略を加速推進する一方、不確実性の高い事業環境を踏まえ、持続
的成長に向けた強固な経営基盤の構築に取り組みます。

グループ経営基盤の強化

重点戦略：リテール事業の深化

海外顧客を対象とした
コミュニケーション基
盤の本格活用、内外企
業との業務提携を通じ
た送客強化

海外顧客層の
拡大

外商活動の広域化やデ
ジタルを通じた顧客コ
ミュニケーションの強
化、新たな商品・サー
ビスの開発

富裕層
マーケットへの
対応強化

PARCOにおいてジャ
パンモードやキャラク
ターゾーン、アニメな
どIPコンテンツの展開
を拡充

高質・
高揚消費層向け
コンテンツ拡充

◦価値共創力や部下の育成力の向上、専門人　
　財の採用強化、女性活躍推進
◦グループ内人財交流の活発化、グループ共　
　通人財プラットフォームの構築

人財戦略

◦ROIC経営の強化推進
◦将来を見据えた積極投資推進の一方、財務　
　健全性を確保

財務戦略

◦グループ内の共通システム化、データ基盤　
　の活用を推進
◦グループ共通会計システムの本格稼働によ　
　る経営管理高度化、業務効率化

システム戦略

◦新たな経営体制のもと、経営の意思決定、　
　執行の迅速化
◦ガバナンスの高度化による中長期の成長実　
　現と持続的な企業価値の向上

コーポレート
ガバナンス

重点戦略：グループシナジーの進化

「名古屋栄エリア」、「大
阪心斎橋エリア」にお
けるシナジーの創出

エリアの
価値最大化

カード発行業務の集約
によるグループ顧客基
盤拡大、グループ内に
おけるポイント一元化
を検討

グループ顧客
基盤の拡大

目利き力や調達力、ネッ
トワークなどを融合し、
自社コンテンツの保有・
開発、新規事業の開発
を推進

自社
コンテンツの
保有・開発、
事業開発

－ 10 －
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当社のコーポレートガバナンスについて

現在のコーポレートガバナンス体制

■4  当社のコーポレートガバナンスについて

当社は、機関設計として指名委員会等設置会社を採用しています。 その理由は ①監督と執行の分離による経営
監督機能の強化 ②業務執行における権限・責任の明確化及び機動的な経営の推進 ③経営の透明性・客観性の向上 
④グローバルに対応できるガバナンス体制の構築により、コーポレートガバナンスのさらなる強化に取り組むため
です。

今後も経営の意思決定、執行の迅速化を図ると共に、取締役会による監督機能の強化などガバナンスの高度化に
より、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。

株主総会

取締役会エグゼクティブ
セッション

取締役

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

報告 選解任

監督

監査

評価
報告

報告

報告

コーポレートガバナンスの体制図

監
　
督

各執行部門

グループ経営会議

監査 報告

報告

連携 連携

執
　
行

報告 指示
内部監査室

監査監査

諮問

諮問
報告

報告

リスクマネジメント委員会

サステナビリティ委員会

報告
諮問

コンプライアンス委員会

執行役

代表執行役

会計監査人
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当社のコーポレートガバナンスについて

取締役会の各組織と役割
組　織 役　割 議長·委員長

取 締 役 会
グループビジョン・サステナビリティ方針・グループ中期経営計画・グループ年度経営
方針・その他の経営の基本方針について、建設的な議論を重ねるほか、そのリスク評価
も含めて多面的・客観的に審議し、グループ経営の大きな方向性を指し示すことなどを
役割としています。

議　長
社外取締役

指 名 委 員 会
株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案内容を決定、取締役会からの諮問
を受け、代表執行役の選定・解職、執行役の選任・解任、取締役会議長及び各法定委員
会の委員長並びに委員の選定・解職などについて、取締役会へ答申します。

委員長
社外取締役

監 査 委 員 会
執行役及び取締役の職務執行が法令及び定款に適合し、当社の基本理念・グループビジ
ョンに沿って、効率的に行われているかを実効的に監査し、必要な指摘・勧告等を行い
ます。

委員長
社外取締役

報 酬 委 員 会 当社取締役及び執行役、グループ主要子会社対象役員の個人別の報酬等の内容の決定に
関する方針並びに当社取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定します。

委員長
社外取締役

エグゼクティブ
セ ッ シ ョ ン

独立社外取締役のみによる会合として実施し、自由闊達に意見交換、情報共有を行いま
す。取締役会での課題や実効性向上を図る上での問題点等、監督する立場として注意を
払うべき必要がある事項について論議しています。

―

取締役会におけるコーポレートガバナンス強化
当社は、グループ理念の実現に向けて、グループのコーポレートガバナンスの中心として、グループ全体の経営

の透明性、健全性、遵法性の確保を担っていきます。ステークホルダーの皆さまとは情報開示の強化も含め、信頼
関係の構築に努めています。そして、グループ経営の大きな方向性を指し示すこと、内部統制システムの構築・整
備及びその運用状況の監督を通じたコーポレートガバナンスの強化を、経営の最重要課題の一つとして位置付けて
おり、今後もさらなる強化を目指してまいります。

これまでのコーポレートガバナンス強化の取り組み

取締役会
実効性評価開始

指名委員会等
設置会社へ移行、
社外取締役を

指名委員会委員長、
報酬委員会委員長に選定

社外取締役を
指名・監査・
報酬委員会の
各委員長に選定

社外取締役の
構成を過半数に

社外取締役を
取締役会議長に選定

2015年度 2017年度 2019年度 2022年度 2024年度

－ 12 －
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議案及び参考事項

株 主 総 会 参 考 書 類

候補者
番   号 氏   名 属   性

所属予定の委員会
（◎は委員長候補）

指   名 監   査 報   酬
１ 小出　寛子（注)1

　 女性
 

再任　 非執行　 独立　 社外　 ○ ○

２ 矢後　夏之助 男性
　

再任　 非執行　 独立　 社外　 ◎ ◎

３ 箱田　順哉 男性
　

再任　 非執行　 独立　 社外　 ◎

４ 関　　忠行 男性
　

再任　 非執行　 独立　 社外　 ○

５ 大村　恵実 女性
　

再任　 非執行　 独立　 社外　 ○

６ 山田　義仁 男性
　

新任
　

非執行
　

独立
　

社外　 ○ ○

７ 齋藤　和弘 男性
　

新任
　

非執行
　

独立
　

社外　 ○

８ 好本　達也 男性
　

再任　 非執行　 ○ ○

９ 浜田　和子（注)2 女性
　

再任　 非執行　 ○

10 小野　圭一 男性
　

再任 執行　
再任 再任取締役候補者 非執行 執行役を兼務しない取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員
新任 新任取締役候補者 執行 執行役兼務の取締役候補者 社外 社外取締役候補者

議案及び参考事項
議　案　取締役10名選任の件

　本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役全員（10名）が任期満了となります。つきましては、
多様な知見・経験を経営戦略に反映するためのボードダイバーシティと持続的に監督機能を発揮するため
のボードサクセッションの２つの観点から、指名委員会等設置会社として目指すべきガバナンス体制の深
化を図ることを目的として、指名委員会の決定に基づき、取締役候補者10名の選任をお願いするものであ
ります。
　本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役会は独立社外取締役が10名中７名と過半数
を占め、かつ女性取締役が３名の体制となり、監督機能の強化と取締役会の多様性の確保に繋がるものと
考えております。取締役候補者は以下のとおりであります。
　なお、取締役候補者のうち、再任となる社外取締役５名の活動状況については、事業報告の「３. 会社役
員に関する事項」を、取締役会・各委員会の運営状況については、事業報告の「５. 取締役会の運営」
「６. 各委員会の運営」をそれぞれご参照願います。

(注) 1. 本議案において小出寛子氏の選任をご承認いただいた場合､本定時株主総会終結後の取締役会において、引き続き同氏を取締役会議長に選定する予定です｡
2. 浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子です。
3. 取締役を兼務しない執行役12名を、本定時株主総会終結後の取締役会において選任する予定です。

－ 13 －
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議案及び参考事項

候補者
番   号 氏   名

取締役候補者に期待するスキル

企業経営 財務・会計 マーケティング 人財・
組織開発

法務・
コンプライアンス ＩＴ・デジタル E：環境 S：社会 G：ガバナンス

１ 小出　寛子 ○ ○ ○ ○

２ 矢後　夏之助 ○ ○ ○

３ 箱田　順哉 ○ ○ ○

４ 関　　忠行 ○ ○ ○ ○

５ 大村　恵実 ○ ○ ○ ○

６ 山田　義仁 ○ ○ ○ ○

７ 齋藤　和弘 ○ ○ ○ ○ ○

８ 好本　達也 ○ ○ ○ ○

９ 浜田　和子 ○ ○ ○

10 小野　圭一 ○ ○ ○ ○

【取締役候補者の選任について】
　取締役会を構成する取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、
サステナビリティ経営の推進を適切に監督するために必要な知見と経験を有する人財から選任するものと
しております。
　社外取締役候補者の選任にあたっては、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種
の出自の経営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広範な知
見と経験を有する方など、ボードダイバーシティを意識し、選任するものとしております。
　また、社内の非業務執行取締役候補者については、当社グループにおける幅広い実務経験や監査などの
知見を有する方を選任しており、執行役を兼務する取締役候補者については、経営トップである代表執行
役社長を選任しております。

－ 14 －
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議案及び参考事項

ご参考 取締役候補者に期待するスキルについて

企 業 経 営 経営経験を有し、企業価値向上につながる戦略立案や中期経営計画策定に向
けた課題抽出方法など、企業経営に関わる知識・経験。

財 務 ・ 会 計 強固な財務基盤構築を通じた企業価値向上や資本コストを意識した財務戦略
立案など、財務・会計に関する幅広い知識・経験。

マ ー ケ テ ィ ン グ
顧客の問題を発見し、それを解決する商品やサービスの創造、情報の伝達、
付加価値の提供を通じて、顧客の満足と継続的な企業価値向上を生み出す活
動における知識・経験。

人 財 ・ 組 織 開 発 多様な従業員の個性や能力を最大限に引き出し、新たな価値創造を実現する
人的資本経営に関する知識・経験。

法務・コンプライアンス
企業経営が適法かつ適正に遂行されることは、持続的な企業価値向上の基盤
であり、企業法務の高度かつ専門的知識やコンプライアンス経営を推進する
知識・経験。

Ｉ Ｔ ・ デ ジ タ ル
既存ビジネスのデジタルトランスフォーメーション推進の実現に向けて、Ｉ
ＣＴ活用支援や新規ビジネス開発を、最新のＩＴ動向を把握し顧客視点から
監督が出来る知識・経験。

E ： 環 境
環境に対する課題解決を意識した事業活動や、中長期目標の設定を含む環境
計画などＪＦＲグループの“環境共生”の取り組みに対し適切な監督が出来る
知識・経験。

S ： 社 会 ＪＦＲグループの “地域共栄” の取り組みや持続可能な社会の実現に向けた
取り組みについて適切な監督が出来る知識・経験。

G ： ガ バ ナ ン ス
適切なガバナンス体制の確立は、持続的な企業価値向上の基盤であり、取締
役会における監督機能の実効性向上に向けたコーポレートガバナンスにおけ
る知識・経験。
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*選任表*

１
こ

小
い で

出
 

 
ひ ろ

寛
こ

子 （1957年８月10日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

　

所有する当社の株式の数

3,524株
その他株式報酬としての未交付株式

8,913株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔指名〕

14回中14回
各委員会出席回数〔報酬〕

10回中10回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約４年
　

略歴、地位
    1986年    9 月 Ｊ.ウォルター･トンプソン･ジャパン株式会社（現 VML Japan）入社
    1993年    5 月 日本リーバ株式会社（現 ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社
    2001年    4 月 同社取締役
    2006年    4 月 マスターフーズ リミテッド（現 マースジャパン リミテッド）

マーケティング統括本部長
    2008年    4 月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
    2010年    11月 パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長
    2013年    1 月 キリン株式会社社外取締役
    2013年    4 月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）

（現 ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）
グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント

    2016年    6 月 三菱電機株式会社社外取締役
    2018年    4 月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
    2019年    6 月 本田技研工業株式会社社外取締役

株式会社Ｊ‐オイルミルズ社外取締役
    2021年    5 月 当社社外取締役（現任）
    2024年    5 月 当社取締役会議長（現任）
    2024年    6 月 大成建設株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
大成建設株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　小出寛子氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケテ
ィングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分
野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い
知見を有しており、指名委員会等設置会社における取締役会論議の在り方、競合分
析結果の戦略への反映、適切なトップメッセージの発信並びに戦略的な組織設計な
どについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に
貢献しております。また、同氏は2024年５月より、取締役会議長に就任し、より
中長期的・戦略的な年間アジェンダの設定、付議資料の質的改善、議論の実効性・
効率性向上など、取締役会運営の強化・改善に向けた取り組みを進めております。
　また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客
観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会
の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論にお
いて、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度におけ
る報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞ
れ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に
貢献しております。
　このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、当社グループの経営に資する
役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、本定時
株主総会終結後に開催する取締役会において引き続き取締役会議長に選定される予
定です。
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*選任表*

2
や

矢
ご

後
 

 
な つ

夏
の

之
す け

助 （1951年５月16日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

　

所有する当社の株式の数

9,829株
その他株式報酬としての未交付株式

10,846株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔指名〕

14回中14回
各委員会出席回数〔報酬〕

10回中10回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約５年
　

略歴、地位
    1977年    4 月 株式会社荏原製作所入社
    2002年    6 月 同社執行役員
    2004年    4 月 同社上席執行役員精密・電子事業本部長

兼 Ebara Precision Machinery Europe GmbH代表取締役会長
兼 Ebara Technologies Inc.代表取締役会長
兼 上海荏原精密機械有限公司董事長

    2004年    6 月 同社取締役
    2005年    4 月 同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司 董事長
    2005年    6 月 同社取締役精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
    2006年    4 月 同社取締役常務執行役員精密・電子事業カンパニー・プレジデント
    2007年    4 月 同社代表取締役社長
    2007年    5 月 同社代表取締役社長内部統制整備推進統括部長
    2009年    7 月 同社代表取締役社長内部統制統括部長
    2013年    4 月 同社取締役会長
    2017年    10月 公益財団法人荏原畠山記念文化財団代表理事（現任）
    2019年    3 月 株式会社荏原製作所取締役会長退任
    2019年    6 月 株式会社SUBARU社外取締役
    2020年    5 月 当社社外取締役（現任）

2021年    5 月 株式会社パルコ取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　矢後夏之助氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化や
コンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づ
く内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、当社
における取締役会論議並びに組織監査の在り方、新規事業や資産取得における将来
計画の粒度及び確度、人的資本強化の取り組み及び人事制度改革の方向性について
能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してお
ります。
　また、指名委員会委員長として、代表執行役のサクセッション・プランに関して
客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役
会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論を
リードし、促進するとともに、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定
した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直
しなどにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人
事機能の強化に貢献しております。
　このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として当社グルー
プの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

－ 17 －
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*選任表*

3
は こ

箱
だ

田
 

 
じ ゅ ん

順
や

哉 （1951年７月10日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

　

所有する当社の株式の数

3,526株
その他株式報酬としての未交付株式

8,913株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔監査〕

24回中24回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約４年
　

略歴、地位
    1974年    4 月 三菱レイヨン株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）入社
    1980年    11月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所

（1983年6月 青山監査法人に組織変更）入所
    1984年    4 月 公認会計士登録
    2000年    4 月 中央青山監査法人／プライスウォーターハウスクーパース パートナー
    2006年    8 月 あらた監査法人（現 PｗC Japan有限責任監査法人）代表社員

プライスウォーターハウスクーパース パートナー
    2008年    4 月 慶應義塾大学大学院特別招聘教授（内部監査論）
    2009年    9 月 独立行政法人日本貿易振興機構契約監視委員会委員
    2010年    9 月 日本内部統制研究学会（現 日本ガバナンス研究学会）理事
    2014年    12月 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
    2015年    3 月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事
    2015年    6 月 ヤマハ株式会社社外監査役

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役
    2017年    6 月 ヤマハ株式会社社外取締役監査委員長
    2019年    9 月 日本公認会計士協会倫理委員会委員
    2021年    5 月 当社社外取締役（現任）
    2021年    8 月 日本公認会計士協会社外役員研修研究専門委員会専門委員長

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　箱田順哉氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、
会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應
義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する
豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員
会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレート
ガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、新規事業にかかるリ
スク管理、マイノリティ出資を含めた投資案件の執行内モニタリングの状況、当社
における組織監査の在り方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うこと
で、取締役会の実効性向上に貢献しております。
　また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行
役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として
注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議
を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の
強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組ん
でいます。
　このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グル
ープの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

－ 18 －
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*選任表*

４
せ き

関
 

 
た だ

忠
ゆ き

行 （1949年12月７日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

　

所有する当社の株式の数

4,798株
その他株式報酬としての未交付株式

10,846株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔監査〕

24回中24回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約５年
　

略歴、地位
    1973年    4 月 伊藤忠商事株式会社入社
    1998年    6 月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在）財務部長
    2004年    6 月 伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーＣＦＯ
    2007年    4 月 同社常務執行役員財務部長
    2009年    6 月 同社代表取締役常務取締役

財務・経理・リスクマネジメント担当役員兼ＣＦＯ
    2010年    4 月 同社代表取締役専務執行役員
    2011年    5 月 同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ
    2013年    4 月 同社代表取締役副社長執行役員ＣＦＯ
    2014年    4 月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐・ＣＦＯ・ＣＡＯ
    2015年    4 月 同社顧問
    2016年    5 月 株式会社パルコ社外取締役
    2016年    6 月 日本バルカー工業株式会社（現 株式会社バルカー）社外取締役
    2017年    4 月 伊藤忠商事株式会社理事（現任）
    2017年    6 月 ＪＳＲ株式会社社外取締役
    2017年    7 月 朝日生命保険相互会社社外監査役（現任）
    2020年    5 月 当社社外取締役（現任）

株式会社パルコ取締役
    2022年    5 月 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任）

重要な兼職の状況
朝日生命保険相互会社社外監査役

(当社グループ内の兼職状況)
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　関忠行氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメ
ントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する豊富な知識と経験、複数企
業の社外取締役、監査役として幅広い知見を有しており、取締役会への付議基準、
新規投資案件のリスクとその対応、業績予想の在り方やステークホルダーへの伝え
方、監査機能の充実に向けた先進事例などについて能動的かつ積極的な助言・監督
を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。なお、当社では、社外
取締役が自由闊達に意見交換、情報共有する機会としてエグゼクティブ・セッショ
ンを設けており、同氏はそのリードディレクターを担っております。
　また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役
の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注
視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議する
ことが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力して
おります。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。
　このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グル
ープの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　
－ 19 －
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*選任表*

５
お お

大
む ら

村
 

 
え

恵
み

実 （1976年９月２日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

　

所有する当社の株式の数

258株
その他株式報酬としての未交付株式

ー株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

12回中12回
各委員会出席回数〔監査〕

17回中17回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約１年
　

略歴、地位
    2002年    10月 弁護士登録

ミネルバ法律事務所入所
    2007年    3 月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録
    2008年    7 月 アテナ法律事務所パートナー
    2010年    9 月 国際労働機関（ＩＬＯ）国際労働基準局（ジュネーブ本部）アソシエイト・エキスパート
    2013年    9 月 アテナ法律事務所パートナー
    2014年    1 月 日本弁護士連合会国際室室長
    2014年    9 月 株式会社デジタルガレージ社外取締役
    2019年    6 月 神谷町法律事務所カウンセル
    2021年    4 月 ＣＬＳ日比谷東京法律事務所カウンセル
    2021年    11月 バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
    2022年    1 月 ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー（現任）
    2022年    12月 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES社外取締役（監査等委員）（現任）
    2023年    6 月 公益財団法人日本女性学習財団監事（現任）
    2024年    5 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　大村恵実氏は、弁護士として国際機関でのグローバルな経験や労働法務における
専門的知見を有し、数多くの案件を取り扱った経験に加え、他上場企業（ＢtoＣビ
ジネス）での社外取締役（監査等委員）としての豊富な経験を有しております。特
に、人権デューデリジェンス等のサステナビリティ・ＥＳＧ法務分野の実務に精通
し、ダイバーシティ経営等、企業が直面する多様な課題に対し、専門家として助言
してまいりました。当社グループにおいては、ＳＤＧｓネイティブをターゲットと
した事業計画の検討、従業員の意見を反映させた当社独自の人的資本経営、多角的
な視点から新規事業におけるリスクを特定することなどについて能動的かつ積極的
な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。
　また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役
の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注
視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議する
ことが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力して
おります。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでおります。
　このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グル
ープに資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　

－ 20 －
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*選任表*

６
や ま

山
だ

田
 

 
よ し

義
ひ と

仁 （1961年11月30日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

新任
候補者

　

所有する当社の株式の数

な　し
当社との特別の利害関係

な　し
　

略歴、地位
    1984年    4 月 立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）入社
    2008年    6 月 オムロン株式会社執行役員 兼 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長
    2010年    3 月 オムロン株式会社グループ戦略室長
    2010年    6 月 同社執行役員常務
    2011年    6 月 同社代表取締役社長
    2013年    6 月 同社代表取締役社長ＣＥＯ
    2023年    6 月 同社取締役会長　取締役会議長（現任）

日本電気株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
オムロン株式会社取締役会長　取締役会議長
日本電気株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　山田義仁氏は、オムロン株式会社において、長年にわたり代表取締役社長ＣＥＯ
としてリーダーシップを発揮され、2023年からは同社の取締役会長　取締役会議
長として経営の監督に尽力されるなど、中長期的な視点での企業経営と取締役会の
適切な運営について、豊富な経験と深い見識を有しております。
　また、同社において社長指名諮問委員会及びコーポレート・ガバナンス委員会の
委員を務められるほか、上場企業の社外取締役を務められるなど、コーポレートガ
バナンスやサステナビリティに関する高度な知見を有しており、サクセッション・
プランをはじめ、当社グループの企業経営の透明性・公正性のさらなる向上に資す
る積極的な助言が期待されます。
　このような実績と豊富な経験、深い見識を当社グループの適切な経営の監督に反
映していただけることを期待し、新たな社外取締役候補者といたしました。

　

－ 21 －
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*選任表*

７
さ い

齋
と う

藤
 

 
か ず

和
ひ ろ

弘 （1956年10月31日生）

独立
役員

社外
取締役
候補者

新任
候補者

　

所有する当社の株式の数

な　し
当社との特別の利害関係

な　し
　

略歴、地位
    1979年    4 月 サントリー株式会社入社
    1999年    1 月 同社食品事業部部長
    2005年    9 月 同社食品事業部副事業部長
    2009年    4 月 サントリーホールディングス株式会社執行役員

兼 サントリー食品株式会社常務取締役
    2011年    1 月 サントリー中国ホールディングス有限公司副社長　中国食品事業部長

兼 三得利（上海）食品貿易有限公司董事長総経理
    2014年    4 月 サントリー中国ホールディングス有限公司社長 兼 中国ビール・黄酒事業部長
    2015年    4 月 サントリー食品インターナショナル株式会社常務執行役員

経営企画本部担当財経本部長
    2016年    4 月 同社常任顧問

兼 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. ＣＥＯ
    2019年    4 月 同社代表取締役社長
    2022年    4 月 アド・コムグループ株式会社会長

社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　齋藤和弘氏は、サントリーグループにおける海外での豊富な経営経験に加え、飲
料・食料品事業会社におけるマーケティングや経営企画、財務・会計に関する豊富
な経験と高度な知見を有しております。
　さらに2019年から約４年にわたり、飲料・食料品事業会社の代表取締役社長と
してグループ経営を実践し、強いリーダーシップを発揮されるなど、中長期的な視
点でのグループ経営に関する豊富な経験と深い見識を有しており、マーケティング
や財務・会計に関する豊富な経験と高度な知見と併せて、当社の攻守両面でのガバ
ナンス強化に資する積極的な助言が期待されます。
　このような実績と豊富な経験、深い見識を当社グループの適切な経営の監督に反
映していただけることを期待し、新たな社外取締役候補者といたしました。

　

－ 22 －
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*選任表*

８
よ し

好
も と

本
 

 
た つ

達
や

也 （1956年４月13日生）

　

所有する当社の株式の数

158,662株
その他株式報酬としての未交付株式

ー株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔指名〕

10回中10回
　

各委員会出席回数〔報酬〕

６回中６回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約12年
　

略歴、地位及び担当
    1979年    4 月 株式会社大丸入社
    2000年    3 月 同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長
    2008年    1 月 同社東京店長
    2008年    5 月 同社執行役員東京店長
    2010年    1 月 当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長

兼 マーケティング企画推進室長
    2010年    3 月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員

同社経営企画室長
    2012年    5 月 同社取締役兼執行役員
    2013年    4 月 同社代表取締役社長

兼 株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長
    2013年    5 月 当社取締役（現任）
    2017年    5 月 当社代表執行役常務
    2020年    5 月 当社代表執行役社長
    2023年    3 月 当社代表執行役社長 兼 ＣＲＥ戦略統括部長
    2024年    3 月 当社執行役

取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　好本達也氏は、株式会社大丸松坂屋百貨店における経営管理、企画、店舗運営など
百貨店事業全般に関する豊富な経験と知見を有しており、2013年の同社代表取締役
社長就任後は、外部環境の大きな変化を踏まえた新たな百貨店事業戦略を立案し、そ
の実現に向けて強いリーダーシップを発揮いたしました。
　2020年の当社代表執行役社長就任後は、厳しい経営環境のもと、2019年度の営
業利益水準への完全復活を目指した中期経営計画において、サステナビリティ経営の
実践と未来に勝ち残るための企業変革に向けリーダーシップを発揮し、コロナ禍から
の完全復活を実現いたしました。
　2024年５月からは社内選出の非業務執行取締役として、これまでの豊富な経験に
裏打ちされた広範かつ高い視座からの知見を活用し、グループ戦略全般及び各事業の
役割並びに各事業への期待を踏まえ、全てのステークホルダーを意識した監督業務を
行うことで、取締役会の監督機能強化に貢献しており、指名委員会委員として、代表
執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保するグラン
ドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締
役のサクセッション・プランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画
に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証と確認において、それ
ぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に
貢献しております。
　このような実績と豊富な知見を通じて、当社グループの企業価値向上と持続的成長
に繋げる役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。
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*選任表*

９
は ま

浜
だ

田
 

 
か ず

和
こ

子 （戸籍上の氏名：姫野 和子）
（1962年９月６日生）

　

所有する当社の株式の数

3,081株
その他株式報酬としての未交付株式

23,142株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

15回中15回
各委員会出席回数〔監査〕

24回中24回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約４年

　

略歴、地位及び担当
    1985年    4 月 株式会社パルコ入社
    2000年    9 月 同社営業統括局マーケティング部部長
    2002年    3 月 同社吉祥寺店店次長
    2005年    3 月 同社吉祥寺店店長
    2007年    3 月 同社新所沢店店長
    2010年    3 月 同社執行役人事担当
    2013年    3 月 同社執行役総務・人事担当
    2015年    3 月 同社執行役グループ監査室担当
    2020年    5 月 同社監査役
    2021年    5 月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　浜田和子氏は、株式会社パルコにて吉祥寺店、新所沢店の店長を務めたのち、
2010年3月に同社執行役に就任し、その後は総務・人事担当として経営幹部育成プ
ログラムを企画するなど、同社の店舗運営、経営管理分野及び企業のダイバーシテ
ィ推進に関して豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。
　また、2015年3月には同社グループ監査室担当、2020年5月からは同社監査役
を歴任し、パルコ事業の監査機能強化に貢献してまいりました。
　2021年5月より、社内選出の非業務執行取締役として監査委員会の委員を務め、
経営会議等の社内重要会議に出席するほか、指名委員会等設置会社における取締
役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員
会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交
換、協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。
　このような実績と経験を通じて得た幅広い知見を活かし、適切な経営監督業務を
行うとともに、パルコとのグループシナジー最大化を通じて当社グループの企業価
値向上と持続的成長に貢献する役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
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*選任表*

10
お

小
の

野
 

 
け い

圭
い ち

一 （1975年８月２日生）

　

所有する当社の株式の数

25,723株
当社との特別の利害関係

な　し
当事業年度の取締役会出席回数

12回中12回
取締役在任期間

（本定時株主総会終結時点）

約１年
　

略歴、地位及び担当
    1998年    4 月 株式会社大丸入社
    2007年    4 月 同社本社百貨店事業本部梅田新店計画室
    2010年    9 月 株式会社大丸松坂屋百貨店大丸梅田店営業推進部販促広告担当
    2012年    11月 株式会社パルコ本社ストアプランニング部
    2013年    11月 株式会社大丸松坂屋百貨店本社営業本部営業企画室インバウンド担当
    2015年    9 月 同社本社ＭＤ・チャネル開発統括部部長インバウンド担当
    2016年    9 月 同社大丸京都店営業推進部長
    2018年    3 月 当社執行役

株式会社ディンプル代表取締役社長
    2020年    10月 当社財務戦略統括部構造改革推進部長
    2022年    3 月 当社執行役常務

経営戦略統括部長 兼 リスク管理担当
    2022年    5 月 株式会社パルコ取締役
    2024年    3 月 当社代表執行役社長 兼 ＣＲＥ戦略統括部長（現任）
    2024年    5 月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要
　小野圭一氏は、百貨店の企画部門でのインバウンド担当、パルコへの出向、グル
ープ子会社社長を経験した後に、当社では構造改革推進部長を経て、経営戦略統括
部長に就任いたしました。インバウンド担当では発想豊かな戦略立案を実行したこ
とで業績の向上に貢献し、また、構造改革推進部長としては、事業ポートフォリオ
の変革やグループ全体での固定費圧縮などを進めました。2022年３月に経営戦略
統括部長に就任後は、グループ全体の戦略立案と並行して、企業買収やＣＶＣ、事
業承継ファンドの立ち上げなど、前例のないチャレンジを実行し続けてきました。
また、複数のグループ事業会社の取締役として各社のマネジメントに携わるなど、
グループ全体を俯瞰して見る豊富な経験、能力を有しております。本年度よりスタ
ートした中期経営計画の策定においては、グループの向かうべき方向を広い視野と
長期的な視点を持って立案し、全社戦略を推進しました。
　2024年３月の代表執行役社長就任後は、グループ全体を俯瞰的に見る事業戦略
構築力、将来の成長に向けた変革推進など経営全般にわたってリーダーシップを発
揮しており、2024－2026年度中期経営計画の達成と2030年に目指す価値共創リ
テーラーグループの実現に向けた取り組みを進めております。
　これらのことから、代表執行役社長として業務執行の先頭に立って当社グループ
を牽引するとともに、監督と執行の両面で当社グループの企業価値向上と持続的成
長に貢献することができる人財として適任であると判断し、引き続き取締役候補者
といたしました。
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*選任表*

取締役候補者に関する特記事項
・当社は、取締役候補者である小出寛子氏、矢後夏之助氏、箱田順哉氏、関忠行氏、大村恵実氏、好本達也氏及び浜田和子

氏との間で会社法第427条第１項に規定する同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ま
た、本議案において新任の取締役候補者である山田義仁氏及び齋藤和弘氏の選任をご承認いただいた場合、両氏と同契約
を締結する予定です。

・当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該
保険契約では、すべての被保険者の保険料を当社が全額負担いたしております。当該保険契約の被保険者は、当社のすべ
ての取締役及び執行役並びに子会社のすべての取締役及び監査役です。本議案において各取締役候補者の選任をご承認い
ただいた場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は当該保険契約を次回更新時にも同様の内容で更新する
予定です。

・取締役候補者である小出寛子氏、矢後夏之助氏、箱田順哉氏、関忠行氏及び大村恵実氏は、株式会社東京証券取引所、株
式会社名古屋証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。また、本議案におい
て新任の取締役候補者である山田義仁氏及び齋藤和弘氏の選任をご承認いただいた場合、両氏を独立役員として指定する
旨を各証券取引所に届け出ております。

・取締役候補者の当社グループ内における兼職である取締役は、いずれも非業務執行取締役であります。
・取締役候補者である小出寛子氏が2016年６月から社外取締役として在任していた三菱電機株式会社において、2021年４

月以降、同社製品の一部にかかる品質不適切行為の事実が複数判明しました。また、当該事実が判明したことを受け、
2021年７月以降、当該事実に関係する複数の同社製造拠点において、ＩＳＯ9001認証及びＩＲＩＳ認証の一時停止並び
にＩＳＯ9001認証の適用範囲の一部及びＩＲＩＳ認証の取消の通知を受けました。なお、同氏は当該事実のいずれにも
直接関与しておらず、当該事実の判明以前には当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、当該事実の判明以前に取
締役会において品質問題に対する意識変革の重要性について意見表明を行うなど、平素より法令遵守の観点から提言を行
っており、当該事実の判明後も法令・契約遵守の徹底や実効性のある不正防止策の実施に向けた取り組みについて助言や
監督を行うなど、社外取締役としての職責を果たしておりました。

(ご参考) 「当社社外取締役の独立性判断基準」
　当社の社外取締役は、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している者から選任されるものとしま
す。なお、その独立性の判断基準は、次のいずれにも該当しないこととします。
１　当社グループの業務執行者
２　当社の主要株主（その業務執行者を含みます。以下３～６において同じ。）
３　当社グループの主要な取引先
４　当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人その他のコンサルタント等
５　当社グループが一定額以上の寄付を行っている寄付先
６　当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先
７　過去５年間において、上記１～６に該当していた者
８　上記１～７の配偶者又は二親等以内の親族
　なお、上記において、「業務執行者」とは「業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等」を、「主要株主」
とは「当社の10％以上の議決権を保有する株主」を、「主要な取引先」とは「過去５年間のいずれかの年度において、当
社グループとその取引先との間で、当社の連結年間売上高又はその取引先の年間売上高の２％以上の取引が存在する取引
先」を、「一定額」とは「過去５年間のいずれかの年度において年間１千万円」をいうものとします。

以　上
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*（１）事業の経過及びその成果*

 業績ハイライト

売上収益 事業利益 親会社の所有者に
帰属する当期利益 資産合計

4,418億円 534億円 414億円 11,641億円
対前年 8.6％ 対前年 20.7% 対前年 38.5％ 対前年 494億円 

事 業 報 告（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の日本経済は、住宅投資など一部に弱めの動きが見られたものの、企業収益の改善傾
向を背景に設備投資が堅調に推移し、また訪日外国人消費が拡大するなど、総じて緩やかな回復を見せ
ました。

個人消費について、雇用・所得環境は改善基調が続いたものの、消費者物価の上昇などにより消費マ
インドの改善に足踏みが見られるなど不安定な状況が続きました。

＜中期経営計画（2024‐2026年度）　初年度の取り組み＞
こうしたなか、当社は新たな経営体制の下、2030年を見据えた中期経営計画（2024‐2026年度）

をスタートさせました。
当社はグループビジョン“くらしの｢あたらしい幸せ｣を発明する｡”の実現に向け、事業を通じて環

境・社会課題の解決を図る｢サステナビリティ経営｣を基軸に、企業活動を推進しています｡昨年春に
は、当社が重要視する経営環境の変化や当社の強みを踏まえ、当社が2030年に目指す姿として「リテ
ール事業を中心に、３つの共創価値を提供し続ける“価値共創リテーラー”への変革」を掲げました。
（３つの共創価値）

「感動共創」： 顧客、従業員と共に、感動を生み分かち合う
「地域共栄」： 地域の魅力を高め、地域にとって必要不可欠な存在となる
「環境共生」： 環境と共に生きる社会づくりに、誰もが貢献できる文化を醸成する
本中期経営計画は、2030年に目指す姿の実現、中長期の成長を確かなものとする「変革期」と位置

づけ、重点戦略として百貨店事業・ＳＣ事業など「リテール事業の深化」、飛躍的成長に向けた「グル
ープシナジーの進化」、これらの戦略の実効性を高める「グループ経営基盤の強化」に集中して取り組
んでいます。
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*（１）事業の経過及びその成果*

①　国内・海外顧客層の拡大
②　顧客接点の魅力向上
③　高質・高揚消費層へのコンテンツ拡充

重点戦略：リテール事業の深化

グループ経営基盤の強化　人財・財務・システム戦略、ガバナンス

①　グループ顧客基盤の拡大
②　エリアの価値最大化
③　自社コンテンツの保有・開発

重点戦略：グループシナジーの進化

「変革期」
（2024－2026年度）

コロナ禍からの復活
（2021－2023年度）

「飛躍期」
（2027－2030年度）

１）リテール事業の深化
顧客接点の魅力化、競争優位性のさらなる向上に向け、主に、百貨店事業では既存顧客の深耕や次世

代顧客の獲得に向け、松坂屋名古屋店の改装に着手し、2024年11月よりフロアごとに順次、リニュー
アルオープンしました。また大丸梅田店は、開業以来初となる大規模リニューアルを他社連携で推進す
ることを決定しました。

ＳＣ事業では、東海エリア随一のファッションとエンタテインメント集積をテーマに名古屋PARCO
をリニューアルし、有力ファッションブランドを導入するとともに、ポップカルチャーショップを拡大
しました。また、パルコの強みであるアニメやサブカルチャーの分野において、高質・高揚消費層への
コンテンツ拡充を推進するため、人気漫画のライセンスを活用した事業開発に取り組みました。

顧客層拡大への取り組みでは、アプリ会員の拡大に取り組んだほか、アプリの改修によりメディア機
能の強化を図りました。また海外顧客層への対応強化に向け、百貨店事業において訪日外国人客を対象
としたコミュニケーション基盤を新たに構築したほか、国内外企業との提携による相互送客に取り組み
ました。

２）グループシナジーの進化
重点７エリアを中心とするエリアシナジーの最大化に向け、主に、名古屋栄エリアでは店舗リニュー

アルと共に、デベロッパー事業において2026年開業予定の「ザ・ランドマーク名古屋栄」の開発計画
を推進しました。大阪心斎橋エリアでは2026年開業予定の「（仮称）心斎橋プロジェクト」の開発を
進めたほか、新たに、大丸心斎橋店南館を保有する株式会社心斎橋共同センタービルディングの子会社
化、隣接する心斎橋ビル（旧関西アーバン銀行本社）を取得する特定目的会社への出資を決定しまし
た。また、福岡天神エリアにおいて他社連携による再開発計画を推進しました。
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*（１）事業の経過及びその成果*

内装事業及びビルマネジメント事業の再編強化に向けた方針に基づき、2024年９月にグループ内の
ビルマネジメント事業を、株式会社パルコスペースシステムズに統合しました。

決済・金融事業では、グループ顧客基盤の拡大に向け、自社カード発行業務のグループ内集約を進め
ており、2024年４月より新GINZA SIXカード、2025年２月より新PARCOカードの発行を開始しまし
た。

この他、今後拡大が予測されるリユース市場への参入による顧客接点の拡大と新たな価値提供に向
け、2024年11月に株式会社コメ兵と合弁会社設立に関する契約を締結しました。また、各地域が抱え
る事業承継課題の解決や地域社会への貢献、魅力ある地域コンテンツの発掘を目的に、外部パートナー
と共同で事業承継ファンドを設立し、第１号案件への投資を実行しました。

３）グループ経営基盤の強化
人財戦略では、価値共創リテーラーへの変革実現、経営戦略と一体となった新たなグループ人財戦略

の推進に向け、グループ共通の「人財マネジメントポリシー」を制定し、人財戦略の実行を加速するた
めの体制強化を図りました。

システム戦略では、経営管理の高度化と業務の効率化を図るグループ共通の会計システムの各社への
導入を進めたほか、社内外コミュニケーションの活性化を促すグループウェアの統合などに取り組みま
した。また、「グループシステムフィロソフィー」を新たに制定しました。

コーポレートガバナンスに関しては、従来の法定３委員会の委員長に加え、取締役会議長を独立社外
取締役が担う体制に変更し、監督機能をさらに強化しました。

財務戦略では、ＲＯＩＣ経営の社内浸透に向け事業会社と連携して取り組みを進めたほか、中長期的
な資本収益性の向上や自己資本の適正化、株主還元の強化を目的に、連結配当性向40％以上の配当
（段階取得に係る差益を除く）と総額100億円の自己株式の取得を実施しました。
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*（１）事業の経過及びその成果*

2023年度実績 2024年度実績 （参考）2026年度目標
連結事業利益 443億円 534億円 520億円
連結ＲＯＥ 8.1％ 10.5％ 8.0％以上
連結ＲＯＩＣ 5.1％ 6.2％ 5.0％以上
温室効果ガス排出量※ △57.4％ △64.5％ △58.0％
女性管理職比率 22.5％ 26.2％ 31.0％

４）当期の連結及びセグメント別業績
①連結業績

以上のような諸施策に取り組みました結果、当期の連結業績について各利益段階で2007年の経
営統合以降、過去最高益となり、中期経営計画最終年度（2026年度）の利益目標を達成しました。

具体的には、売上収益は4,418億77百万円（対前年8.6％増）となりました。事業利益は売上収
益の増加に加え、戦略的支出の一方で経費の節減に努めた結果、534億90百万円（対前年20.7％
増）となりました。営業利益は一部店舗で減損損失を計上する一方、主に段階取得に係る差益の計
上などにより581億99百万円（対前年35.2％増）、税引前利益は557億85百万円（対前年34.9％
増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は414億24百万円（対前年38.5％増）と大幅増益とな
りました。

なお、配当金につきましては、当期業績を踏まえ、年間配当金は前期実績に比べ16円増配の１
株当たり52円（前期実績36円）と、過去最高水準の配当とさせていただきました。

＜主要な経営数値実績＞

    ※ 温室効果ガス排出量：2017年度比 Scope1,2、2024年度は概算値

（ご参考）１株当たり年間配当金の推移
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*（１）事業の経過及びその成果*

企業集団の事業セグメント別売上収益及び事業利益 (単位：百万円)

事業セグメント

第17期
（2023年度）

第18期【当期】
（2024年度）

売上収益 事業利益 売上収益 事業利益
実　績 構成比 実　績 構成比 実　績 構成比 実　績 構成比

％ ％ ％ ％

百 貨 店 事 業 239,100 58.7 26,108 58.9 263,643 59.7 33,982 63.5

Ｓ Ｃ 事 業 58,731 14.4 8,422 19.0 64,418 14.6 12,745 23.8

デ ベ ロ ッ パ ー 事 業 81,318 20.0 7,785 17.6 90,658 20.5 8,360 15.6

決 済 ・ 金 融 事 業 13,115 3.2 2,777 6.3 13,135 3.0 1,637 3.1

計 392,265 96.4 45,093 101.7 431,855 97.7 56,727 106.1

そ の 他 47,341 11.6 843 1.9 50,716 11.5 832 1.6

調 整 額 △32,600 △8.0 △1,606 △3.6 △40,694 △9.2 △4,069 △7.6

連 結 合 計 407,006 100.0 44,330 100.0 441,877 100.0 53,490 100.0

②　セグメント別業績
　第18期（2024年度）売上収益構成比

百貨店事業 59.7％

ＳＣ事業 14.6％

デベロッパー事業 20.5％

決済・金融事業 3.0％

その他 11.5％

連結売上収益
4,418億円

（注）上記の円グラフの構成比は、調整額を除いて記載しています。

（注）事業管理区分の見直しにより、株式会社パルコデジタルマーケティングは、2024年３月１日付で「デベロッパー事業」から「ＳＣ事業」に移管しています。ま
た、2024年９月１日付のグループ内組織再編に伴い、従来、「その他」に含まれていた株式会社Ｊ.フロントＯＮＥパートナー（旧株式会社ＪＦＲサービス）の
運営事業の一部を「デベロッパー事業」の株式会社パルコスペースシステムズ他へ移管しました。これらに伴い、前年実績は2023年３月１日から変更されたも
のとみなし、遡及修正しています。
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*（１）事業の経過及びその成果*

 百貨店事業
★戦略改装を通じた高質・高揚

消費層へのコンテンツ拡充
★免税売上高は過去最高

主に、高質・高揚消費層へのコンテンツの拡充に向
けた改装効果や、訪日外国人観光客による売上の伸長
などにより、売上高は大幅な増収となりました。

店舗別では、インバウンド売上が好調な大丸心斎橋
店・京都店に加え、戦略改装を実施してきた大丸神戸
店・札幌店、またターミナル店舗の大丸東京店など、
主要店舗の好調が業績を牽引しました。

重点戦略に基づき、松坂屋名古屋店では大規模改装
を推進しており、2024年11月より順次オープンを迎
えています。今回のリニューアルはリアル店舗ならで
はの「体験価値の向上」、「次世代顧客の獲得」に向
け、ラグジュアリーブランドの拡充に加え、ファッシ
ョン・アート・お酒・美や健康など、次世代のマーケ
ットニーズを捉えたコンテンツを拡充しました。大丸
梅田店では同店が入居する「サウスゲートビルディン
グ」の大規模リニューアル計画を他社と共同で発表し
ました。

このほか、お客様との強固な関係性を構築すべく、
大丸・松坂屋アプリを改修するなど、メディア機能の
強化を図りました。

以上のような諸施策に取り組みました結果、売上収
益は2,636億43百万円（対前年+10.3％増）の増収と
なりました。事業利益は339億82百万円（対前年
+30.2％増）の大幅な増益となりました。

2023年度

239,100
263,643

2024年度

売上収益

2,636億43百万円
（単位：百万円）

2023年度

26,108

33,982

2024年度

事業利益

339億82百万円
（単位：百万円）

  <参考数値＞ 総額売上高 8,247億85百万円（対前年＋10.2％）
営 業 利 益 　296億77百万円（対前年＋26.7％）

セグメント別業績
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*（１）事業の経過及びその成果*

 ＳＣ事業
★基幹店での戦略改装効果、

インバウンド取扱高の伸長が奏功

リテール事業の深化に向けてパルコ独自のブランド
価値、来店価値の向上を図るため、ＭＺ世代や海外顧
客からの支持拡大に向けた戦略改装を実施しました。

名古屋PARCOでは、東海エリア随一の洗練された
ファッションと多彩なエンタテインメントをテーマと
したリニューアル、仙台PARCOでは、ファッション
やエンタテインメントの強化、広島PARCOではエリ
ア唯一のショップ誘致を目的とした戦略改装を行いま
した。

また訪日外国人観光客への情報発信強化やアジアを
中心とする海外企業との提携など関係強化に取り組
み、渋谷PARCO・心斎橋PARCOではインバウンド取
扱高が大幅に伸長し業績を牽引しました。

文化事業では、演劇が復調し、音楽は渋谷クアトロ
が好調、コラボレーションカフェは人気漫画のライセ
ンスを活用した事業開発が奏功しました。

また韓国の大手百貨店「現代（ヒュンダイ）百貨
店」と戦略的協業に関する基本合意を2024年４月に
締結し、渋谷PARCOでポップアップイベントを開催
し、ＭＺ世代を中心に新たな顧客層を集客しました。

以上のような諸施策に取り組みました結果、売上収
益は644億18百万円（対前年＋9.7％増）の増収とな
りました。事業利益は127億45百万円（対前年＋
51.3％増）の大幅な増益となりました。

2023年度

58,731
64,418

2024年度

売上収益

644億18百万円
（単位：百万円）

2023年度

8,422

12,745

2024年度

127億45百万円
（単位：百万円）

事業利益

  <参考数値＞ 総額売上高 3,327億39百万円（対前年＋11.8％）
営 業 利 益　128億50百万円（対前年＋35.8％）

　

セグメント別業績
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*（１）事業の経過及びその成果*

 デベロッパー事業
★重点エリアにおけるシナジーの

進化、エリア価値の最大化に
向けた長期戦略プロジェクトを
推進

主に、Ｊ.フロント都市開発株式会社において保有物
件の売却益を計上したほか、株式会社Ｊ.フロント建装
におけるホテル内装工事の受注増加などが牽引し、増
収増益となりました。

重点戦略では、重点エリア開発において、2026年
度竣工・開業予定である「ザ・ランドマーク名古屋
栄」及び「(仮称)心斎橋プロジェクト」を着実に推進
しました。また、新たに心斎橋ビルを取得する特定目
的会社への出資を決定しました。「（仮称)天神二丁目
南ブロック駅前東西街区プロジェクト」では、地区計
画及び市街地再開発事業の都市計画決定を踏まえ、グ
ループ横断的に計画を推進してまいります。

この他、グループのビルマネジメント事業の再編強
化に向け、2024年９月に株式会社Ｊ.フロントＯＮＥ
パートナー（旧株式会社ＪＦＲサービス）のビルマネ
ジメント事業を株式会社パルコスペースシステムズへ
移管しました。

以上のような諸施策に取り組みました結果、売上収
益は、906億58百万円（対前年＋11.5％増）の増収と
なりました。事業利益は83億60百万円（対前年＋
7.4％増）の増益となりました。 2023年度

81,318
90,658

2024年度

売上収益

906億58百万円
（単位：百万円）

2023年度

7,785
8,360

2024年度

事業利益

83億60百万円
（単位：百万円）

  <参考数値＞ 総額売上高    906億58百万円（対前年＋11.5％）
営 業 利 益        81億89百万円（対前年＋6.7％）

セグメント別業績
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*（１）事業の経過及びその成果*

 決済・金融事業

★グループ顧客会員基盤の拡大に
向け新カードの発行を開始

重点戦略の推進では、百貨店事業との協業によるカ
ード会員の拡大及び利用促進を図りました。また、新
たな顧客基盤の拡大に向け、グループ内カード集約の
取り組みとして、新GINZA SIXカード、新PARCOカ
ードの発行を開始しました。加盟店事業では、重点エ
リアを中心に外部加盟店を開拓したほか、グループ商
業施設のアクワイアリングの拡大に取り組みました。

また、業界課題である不正利用対策の強化に向け、
オンラインサービスへの多要素認証導入、ワンタイム
パスワード導入等を実施しました。

以上のような諸施策に取り組みました結果、売上収
益は取扱高増などにより加盟店手数料が増加した一
方、ポイント費の増加などもあり131億35百万円（対
前年＋0.1％増）となりました。事業利益は、グルー
プ内カード集約に向けた投資費用や人件費などの販管
費が増加したため、16億37百万円（対前年△41.0％
減）の減益となりました。

2023年度

13,115 13,135

2024年度

売上収益

131億35百万円
（単位：百万円）

2023年度

2,777

1,637

2024年度

事業利益

16億37百万円
（単位：百万円）

  <参考数値＞ 総額売上高 131億35百万円（対前年＋0.1％）
営 業 利 益　14億60百万円（対前年△43.5％）

セグメント別業績
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*（２）財政状態に関する説明*

⑵ 財政状態に関する説明
(当連結会計年度末における資産、負債、資本の状況)
　当連結会計年度末の資産合計は１兆1,641億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ494億21百
万円増加いたしました。一方、負債合計は7,409億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ204億
17百万円増加いたしました。なお、有利子負債残高（含むリース負債）は、3,635億78百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ８億20百万円減少いたしました。
　資本合計は、4,232億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ290億3百万円増加いたしました。

(キャッシュ・フローの状況)
　当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末に比べ163億67百
万円減の549億75百万円となりました。
　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は858億12百万円の収入となりました。前連結会計年度と
の比較では、税引前利益が増益となった一方、運転資金等の増加により48億80百万円の収入減となり
ました。
　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は283億8百万円の支出となりました。前連結会計年度との
比較では、松坂屋名古屋店の改装や株式会社心斎橋共同センタービルディングの株式を取得したことな
どにより417億37百万円の支出増となりました。
　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は740億1百万円の支出となりました。前連結会計年度との
比較では、自己株式を取得したことなどにより12億55百万円の支出増となりました。

＜△4,880＞

90,692 85,812

＜△41,737＞
13,429

△28,308

＜△1,255＞

△72,746△74,001

＜△46,619＞

104,122

57,503

＜△16,367＞

71,342
54,975

（単位：百万円）
営業CF 投資CF フリーCF 財務CF 現預金等残高

■ 2024年２月期実績　■ 2025年２月期実績＜ ＞内対前年増減高
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*（３）設備投資の状況*、*（４）資金調達の状況*

⑶ 設備投資の状況
　当社グループの経常的な設備投資は、減価償却費の範囲内に収めることを基本的な考え方としており
ます。当連結会計年度は、総額238億55百万円となりました。
①当連結会計年度中に完成した主要設備
　主なものは、百貨店事業では、松坂屋名古屋店売場改装投資など、ＳＣ事業では、名古屋PARCO、
仙台PARCO等各店舗の店内改装及び設備の更新に伴う資産の取得など、デベロッパー事業では、各店
舗の店内改装及び設備の更新に伴う投資などであります。
②当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充
　ザ・ランドマーク名古屋栄計画進捗に伴う新築工事
③重要な固定資産の売却、撤去、滅失
　宇都宮PARCO撤退に伴う資産の売却等
⑷ 資金調達の状況
　当社グループでは、事業活動に必要となる資金は、グループで創出した資金でまかなうことを基本方
針としております。その上で、事業投資等で必要資金が生じる場合には、財務の健全性維持を勘案し、
主として社債の発行及び金融機関からの借入などにより持株会社が一元的に資金調達を行っておりま
す。
　グループ子会社は金融機関からの資金調達を行わず、キャッシュ・マネジメントシステムを利用した
グループ内ファイナンスにより必要資金の調達を行うことで、グループ資金の効率化を推進しておりま
す。
　当連結会計年度については、上記方針に基づき、金融機関からの長期借入金により85億円を調達い
たしました。一方、長期借入金124億円を返済したことに加え、無担保普通社債200億円の償還を進め
た結果、有利子負債残高（除くリース負債）は、前連結会計年度末に比べ238億円減少し、1,900億円
となりました。
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*（５）対処すべき課題*

“価値共創リテーラー”への変革加速

中期経営計画に基づく重点戦略の強化ポイント

⑸ 対処すべき課題

サステナビリティ経営を基軸に、新たな体制のもと始動した中期経営計画（2024－2026年度）の
初年度の業績は、2030年を見据えた成長戦略の推進に加え、訪日外国人観光客数の伸長など外部環境
の追い風を捉えた施策なども奏功し、当初掲げた中期経営計画最終年度（2026年度）の事業利益目標
を上回る結果となりました。

一方、今後の事業環境の見通しについて、世界情勢の変化、金利や為替変動等による内外経済の先行
きや物価上昇の長期化等による国内やインバウンド消費の下押しリスクについて注視していく必要があ
ると認識しています。

中長期の成長を確かなものとし、「2030年に目指す姿」である“価値共創リテーラー”への変革を実
現するためには、成長戦略の加速を通じて事業基盤を拡大するとともに、これら戦略を着実に進める強
固な経営基盤の構築が欠かせません。

中期経営計画の２年目となる2025年度は、中期経営計画の経営数値目標を上方修正し、国内・海外
顧客層の拡大など「リテール事業の深化」や、重点７エリアのエリア価値最大化をはじめとする「グル
ープシナジーの進化」など成長戦略をさらに強化推進することで、事業基盤の拡大を図ります。

また、本中期経営計画は「2030年に目指す姿」の実現に向けた変革期と位置づけています。不確実
性の高い事業環境の下、持続的な成長を確かなものとする強固な経営基盤の構築に向け、事業や人財へ
の積極投資、事業の再編強化など企業変革への取り組みを、グループ一丸となり着実に推進します。

１）経営数値目標の上方修正
2024年度実績を踏まえ、本中期経営計画の最終年度（2026年度）の経営数値目標を上方修正しま

す。
具体的には、財務目標として連結事業利益は560億円（当初目標520億円）、連結ＲＯＩＣ6.0％以

上（当初目標5.0％以上）、非財務目標として温室効果ガス排出量70％削減（当初目標58％削減）を
目指します。
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*（５）対処すべき課題*

2026年度　新目標 2026年度　当初目標 （ご参考）2024年度実績
連結事業利益（ＩＦＲＳ） 560億円 520億円 534億円
連結ＲＯＥ 8.0％以上 8.0％以上 10.5％
連結ＲＯＩＣ 6.0％以上 5.0％以上 6.2％
温室効果ガス排出量※１ △70.0％ △58.0％ △64.5％
女性管理職比率※２ 31.0％ 31.0％ 26.2％

＜主要な経営数値目標＞

 ※１ Scope1,2削減率（2017年度比）、2024年度実績は概算値（確定値は算定中）　　※２ 2025年３月１日現在：27.3％

２）リテール事業の深化
主力の百貨店事業、ＳＣ事業において、「国内・海外顧客層の拡大」「顧客接点の魅力化」「高

質・高揚消費層へのコンテンツ拡充」への取り組みを強化します。特に海外顧客を対象とするコミュ
ニケーション基盤（インバウンドＣＲＭ）の活用など海外富裕層への対応や、外商活動の広域化など
国内富裕層マーケットへの対応など、顧客基盤の拡大に重点的に取り組みます。

①海外顧客層の拡大
・百貨店事業では2024年度末から始動したインバウンドＣＲＭの本格活用を通じて、インバウンド

顧客の情報を一元管理するとともに、顧客ニーズに応じた情報発信の強化、再来店を促進します。
・海外富裕層を顧客に持つ国内外企業との業務提携を通じて、当社グループ店舗への送客を強化しま

す。また、同一エリア内における百貨店やパルコの枠を超えたアテンド体制の構築など、海外富裕
層への対応をグループ一体で強化し、顧客基盤の拡大を目指します。

②富裕層マーケットへの対応強化
・顧客基盤の拡大に向け、外商活動の広域化やデジタルを通じた顧客コミュニケーションの強化、外

部企業との連携による新たな商品、サービスの開発などコンテンツの拡充に取り組みます。また、
外商ビジネスの持続的成長を見据え、人財や組織体制の強化に取り組みます。

③高質・高揚消費層向けコンテンツ拡充
・渋谷PARCO、名古屋PARCO、仙台PARCOなど基幹店を中心とした大型リニューアルを着実に推

進し、国内・海外顧客からも評価の高いジャパンモードやキャラクターゾーン、アニメなどＩＰコ
ンテンツの展開を継続します。
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*（５）対処すべき課題*

３）グループシナジーの進化
「エリアの価値最大化」「グループ顧客基盤の拡大」「自社コンテンツの保有・開発」「内装事業

の再編強化」に取り組みます。特に「エリアの価値最大化」に向け、名古屋栄エリアでは、街の賑わ
い創出に向けた施策の立案・推進など、グループ内および地域との連携強化を図ります。大阪心斎橋
エリアでは、新規開発プロジェクトへの参画など、将来を見据えたエリア開発計画を推進します。ま
た福岡天神エリアでは、九州随一の立地ポテンシャルを活用した再開発計画に取り組みます。

①エリアの価値最大化
Ａ．名古屋栄エリア
・松坂屋名古屋店および名古屋PARCOにおける大規模リニューアルに加え、2026年（予定）に

「ザ・ランドマーク名古屋栄」の開業を控えており、同エリアにおけるグループの商業施設の魅
力化は着実に進行しています。

・今後、周辺施設や企業、クリエイター等との連携による地域活動等、街の賑わい創出に向けた活
動を強化推進します。このため、グループ横断の専任組織を2025年３月に新設しました。

Ｂ．大阪心斎橋エリア
・大阪市が進める御堂筋将来ビジョン（世界に誇れる人中心のストリートへ空間再編）に基づき、

街のさらなる賑わい創出が期待される大阪心斎橋エリアにおいて、当社は大丸心斎橋店、心斎橋
PARCOに続き、2026年（予定）に新たな複合商業施設を開業します。

・2024年度に子会社化した株式会社心斎橋共同センタービルディングが保有する大丸心斎店南館
の将来像の検討に着手するほか、心斎橋ビルの再開発プロジェクトに参画し、エリアにおけるリ
テールのさらなる拡張など、エリアの価値を最大化する戦略を強化推進します。

②グループ顧客基盤の拡大
・自社カード発行業務のグループ内集約を着実に推進します。2024年度のGINZA SIX、パルコの新

カードに続き、2025年３月より博多大丸の新カードの発行を開始しました。これらを契機に、カ
ード会員の獲得をはじめ顧客基盤の拡大をグループ一体となり推進します。

・また、グループ内におけるポイントの一元化、エリア特性に応じた顧客サービスの拡充など、事業
や店舗を超えた顧客連携、サービスの具現化に向け検討を重ねていきます。
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*（５）対処すべき課題*

③自社コンテンツの保有・開発、事業開発
・リテール事業の新たな成長に向けて、百貨店やパルコなどが有する目利き力や調達力、ネットワー

クなど組織能力を融合し、自社店舗での展開に加え、海外・デジタル領域での将来の展開を見据え
た自社コンテンツの保有・開発、また新規事業の開発を推進します。

・これらの取り組みを加速推進するため、Ｍ＆Ａや他社提携、当社の事業承継・ＣＶＣファンドによ
る成長戦略投資を強化します。

④内装事業の再編強化
・2024年度のビルマネジメント事業の統合に続き、内装事業の再編強化に向け、2026年３月に現

在の株式会社Ｊ.フロント建装および株式会社パルコスペースシステムズの合併を予定していま
す。

・これらを契機に、重点７エリアをはじめグループ内店舗、またグループ外施設における上質な空間
価値の創造、専門人財の確保・育成など事業基盤の拡大を図ります。

４）グループ経営基盤の強化
「2030年に目指す姿」の実現、戦略の実効性を高める経営基盤の強化に、グループ一体となり取

り組みます。特に、価値共創のパートナーである人財への積極投資、人財戦略の立案・実行にスピー
ドを上げて取り組みます。

①人財戦略
・新たに制定した「人財マネジメントポリシー」に基づき、経営戦略と一体となった人的リソースの

強化と再配分を通じて、人と組織の持続的成長を図ります。特に、価値共創力や部下育成力の向
上、専門人財の採用強化、女性活躍推進などに積極的に取り組みます。

・グループ内の人財交流を活発化し、多様な人財の活躍機会の拡大、人的ネットワークやノウハウの
融合を図ります。これらシナジー発揮に向けた施策を推進するため、グループ共通の人財プラット
フォームを構築します。

②システム戦略
・新たに制定した「グループシステムフィロソフィー」に基づき、グループ内の共通システム化やデ

ータ基盤の活用を推進します。
・グループ共通会計システムの本格稼働による経営管理の高度化、業務の効率化を図ります。
・システム投資や資産管理の高度化、情報セキュリティへの対応を含むリスクマネジメントの強化な

ど、ＩＴガバナンスを推進します。
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*（５）対処すべき課題*

③財務戦略
・中長期的な資本収益性の向上を図るため、成長性と収益性に基づく投資管理を徹底するほか、事業

会社との連携による社内浸透などＲＯＩＣ経営を強化推進します。
・フリーキャッシュ・フローの創出を図るとともに、将来を見据えた積極投資を進めます。一方、金

融・資本市場等の動向を踏まえ、長期安定資金の確保、有利子負債の適切なコントロールなど財務
健全性の確保に努めます。

④コーポレートガバナンス
・新たな経営体制のもと、経営の意思決定、執行の迅速化を図ると共に、取締役会による監督機能の

さらなる強化などガバナンスの高度化により、中長期の成長実現、持続的な企業価値向上を図りま
す。
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*（６）当社のサステナビリティへの取り組みについて*

当社は、事業を通じて社会に提供したい３つの価値（感動
共創・地域共栄・環境共生）の実現に向けて、５つのマテリ
アリティ（重要課題）を特定しています。マテリアリティへ
の取り組みを事業戦略と融合させ推進することで、企業とし
ての持続的成長と、ステークホルダーの皆様のWell-Being 
Lifeを実現していきます。

▶2050年ネットゼロ実現に向けて
当社は、2050年ネットゼロ実現に向けて、「温室効果ガ

ス排出量削減」と「サーキュラー・エコノミーの推進」に取
り組んでいます。省エネの徹底や再生可能エネルギー（再エ
ネ）切り替え拡大による温室効果ガス排出量削減、3Ｒ（リ
デュース、リユース、リサイクル）強化やサーキュラー型ビ
ジネスの拡大等を通じた資源循環を推進しています。

①再エネ電力の拡大
当社は、2019年に100％再エネで運営する

店舗としてオープンした大丸心斎橋店を皮切り
に、店舗の再エネ切り替え＊を拡大しています。
2025年2月末時点の再エネ比率は60％を超
え、当初の2030年目標を前倒しで達成したこ
とから目標を75％に引き上げました。あわせて
新たに2040年目標90％を掲げました。

＊参考：店舗の再エネ切り替え（2025年２月末時点）

大丸松坂屋百貨店 15店舗中９店舗
パルコ 16店舗中13店舗
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⑹ 当社のサステナビリティへの取り組みについて
・マテリアリティ（重要課題）
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*（６）当社のサステナビリティへの取り組みについて*

当社は、国連が定めた「ビジネスと人権に関
する指導原則」に則り、あらゆる事業活動の土
台に人権尊重を据え、「人権方針」のもと、人
権デューデリジェンス＊を実施しています。

2024年度は前年に実施したお取引先様の人
権尊重の取り組み状況を確認するアセスメント
結果を踏まえ、必要に応じて対話を実施しまし
た。加えて、2025年１月には有識者によるＷ
ｅｂセミナーを初めて実施し、人権尊重の重要
性や基礎知識の理解促進を図りました。また、
従業員に対しては、毎年ｅラーニングを実施し
ています。

2020年～
人権リスク特定
（毎年見直し）

2019年～
JFR行動原則・
JFRお取引先様
行動原則の周知

2021年・2023年
お取引先様
アセスメント実施
（隔年実施）

2020年～
・統合報告書
・サステナビリティレポート
・WEB

2019年
人権方針策定 人権への悪影響を

特定・評価

悪影響への対処
（防止・軽減）

取り組みの実効性を
モニタリング

外部への情報提供
（開示）

人権への取り組みについて
 https://www.j-front-retailing.com/sustainability/diversity/diversity04.html

※当社のサステナビリティに関する詳細は、こちらで確認できます。
https://www.j-front-retailing.com/sustainability/sustainability.html

②食廃油（使用済み食用油）の資源循環
大丸松坂屋百貨店は、2023年９月、持続可能な航空燃料（SAF: Sustainable Aviation Fuel）の大

規模生産を目指して食廃油の資源循環を促進する「Fry to Fly Project」に参画しました。2025年２
月末現在、百貨店９店舗のレストランや惣菜店等から出る食廃油を提供しており、全店舗の総排出量の
約69％を占めています。

③リユース事業（買い取り）
当社は、2024年11月に株式会社コメ兵と合弁会社の設立に関する合弁契約を締結し、2025年３月

に「株式会社 JFR & KOMEHYO PARTNERS」を設立し、リユース事業へ参入しました。
2025年夏以降、大丸、松坂屋、パルコに買取専門店を順次展開する予定です。価値あるものが人か

ら人へ受け継がれ、長く大切に使われることを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

▶ビジネスと人権の取り組み

＊バリューチェーン上における人権への負の影響を特定・防止・軽減し、取り組みの実効性を評価し、その対処について情報開示していく一連の
取り組み

－ 44 －



2025/04/18 19:10:37 / 24173718_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知_電子提供措置用

*（７）財産及び損益の状況*

企業集団の財産及び損益の状況の推移 (単位：百万円、％)

国際会計基準（IFRS）

区分 第15期
（2021年度）

第16期
（2022年度）

第17期
（2023年度）

第18期
（2024年度）

総額売上高 865,919 998,755 1,151,972 1,268,322
売上収益 331,484 359,679 407,006 441,877
事業利益 11,718 24,854 44,330 53,490
営業利益 9,380 19,059 43,048 58,199
売上収益営業利益率 2.8 5.3 10.6 13.2
税引前利益 6,190 16,873 41,343 55,785
親会社の所有者に帰属する当期利益 4,321 14,237 29,913 41,424
資産合計 1,192,907 1,120,953 1,114,726 1,164,147
資本合計 362,120 371,410 394,232 423,235
親会社の所有者に帰属する持分 350,368 359,385 381,898 409,646
親会社所有者帰属持分比率 29.4 32.1 34.3 35.2
有利子負債総額
(うちリース負債)

502,109
(184,394)

413,949
(164,825)

364,398
(150,450)

363,578
(173,520)

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,866 65,480 90,692 85,812
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,289 △13,371 13,429 △28,308
フリーキャッシュ・フロー 44,577 52,109 104,122 57,503
財務活動によるキャッシュ・フロー △80,392 △105,694 △72,746 △74,001
現金及び現金同等物の期末残高 93,278 39,874 71,342 54,975
親会社所有者帰属持分当期利益率（ＲＯＥ） 1.2 4.0 8.1 10.5
資産合計営業利益率（ＲＯＡ） 0.8 1.6 3.9 5.1
投下資本利益率（ＲＯＩＣ） 1.2 2.7 5.1 6.2
基本的１株当たり当期利益（円）（ＥＰＳ） 16.50 54.32 114.06 160.35
１株当たり親会社所有者帰属持分（円） 1,337.29 1,370.43 1,453.71 1,597.24
株価収益率（ＰＥＲ） 58.29 23.27 13.02 12.15
中間配当金（円） 14.00 15.00 16.00 22.00
期末配当金（円） 15.00 16.00 20.00 30.00
配当性向 175.7 57.1 31.6 32.4
親会社所有者帰属持分配当率 2.2 2.3 2.5 3.3

⑺ 財産及び損益の状況

(注) 1. ＲＯＥ算出の利益は親会社の所有者に帰属する当期利益、ＲＯＡ算出の利益は営業利益、ＲＯＩＣ算出の利益は税引後事業利益を使用して
おります。

2. 総額売上高は、ＩＦＲＳ売上収益のうち「百貨店事業」の消化仕入取引を総額に、「ＳＣ事業」の純額取引をテナント取扱高（総額ベー
ス）に置き換えて算出しております。それに伴い、第15期の総額売上高を遡及修正しております。

3. 事業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算定しております。
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*（８）重要な親会社及び子会社の状況*

②重要な子会社の状況及び主要な事業内容 (単位：百万円、％)

会　　　社　　　名 資　本　金 当社の
出資比率 主要な事業内容

株式会社大丸松坂屋百貨店 10,000 100.0 百貨店事業
株式会社博多大丸 3,037 69.9 百貨店事業
株式会社高知大丸 300 100.0 百貨店事業
株式会社心斎橋共同センタービルディング 50 89.2 百貨店の不動産管理業
株式会社パルコ 34,367 100.0 ショッピングセンター事業
株式会社パルコデジタルマーケティング 10 100.0 インターネット関連事業
PARCO (SINGAPORE) PTE LTD 4百万Sドル 100.0 ショッピングセンター事業
株式会社パルコスペースシステムズ 100 100.0 総合空間事業
株式会社Ｊ.フロント建装 100 100.0 建装工事請負業
Ｊ.フロント都市開発株式会社 110 100.0 不動産業
ＪＦＲカード株式会社 100 100.0 決済・金融事業
大丸興業株式会社 1,800 100.0 卸売業
大丸興業国際貿易（上海）有限公司 2百万米ドル 100.0 卸売業
大丸興業（タイランド）株式会社 202百万タイバーツ 99.9 卸売業
株式会社消費科学研究所 100 100.0 商品試験業・品質管理業
株式会社エンゼルパーク 400 50.2 駐車場業
株式会社Ｊ.フロントONEパートナー 100 100.0 事務処理業務受託業・リース業
株式会社ＪＦＲ情報センター 10 100.0 情報サービス業
株式会社大丸松坂屋友の会 100 100.0 前払式特定取引業
株式会社ＸＥＮＯＺ 100 51.6 ｅスポーツ事業

③特定完全子会社に関する事項 (単位：百万円)

名　称 住　所 帳簿価額の合計額 当社の総資産額
株式会社大丸松坂屋百貨店 東京都江東区木場二丁目18番11号 202,947 601,478

⑻ 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社との関係
　該当事項はありません。

(注)  株式会社ＪＦＲサービスは、2024年11月1日付で商号を「株式会社Ｊ.フロントＯＮＥパートナー」に変更いたしました。

(注) 特定完全子会社とは、事業年度の末日において、当該子会社の株式の帳簿価額が当社の資産合計の５分の１を超え、かつ、その株式の全部を
保有する子会社をいいます。
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*（９）主要な借入先*、*（10）その他企業集団の現況に関する重要な事項*

企業集団の主要な借入先 (単位：百万円)

借　入　先 借　入　額

借
　
入
　
金

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 36,230
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 32,640
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 17,140
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 6,640
そ の 他 37,500
小 計 130,150

普 通 社 債 等 59,908
合 計 190,058

⑼ 主要な借入先

⑽ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．会社の株式に関する事項

⑴ 発行可能株式総数 1,000,000,000株

⑵ 発行済株式の総数 270,565,764株

⑶ 株主数 180,670名

⑷ 大株主

2. 会社の株式に関する事項

　
その他の法人 5.62%

金融商品取引業者 6.46%
外国法人等 22.97%

自己名義株式 4.55%

個人・その他 27.78% 金融機関 32.62%

所有者別株式分布状況ご参考

株　　　主　　　名 持  株  数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 37,036千株 14.34％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 19,927 7.72
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018 11,706 4.53
日本生命保険相互会社 9,828 3.81
ＪＰモルガン証券株式会社 6,439 2.49
Ｊ.フロント リテイリング共栄持株会 6,212 2.41
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 4,934 1.91
株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 3,830 1.48
第一生命保険株式会社 3,439 1.33
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 3,311 1.28

交付人員（名） 株式数（株）
取 締 役 ３ 74,004
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （２) (17,683)
執 行 役 22 311,983

計 25 385,987

(注) 1. 当社は自己株式を12,323千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、当該自己株式には役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は含めておりません。

⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

(注) 1. 執行役を兼務する取締役の執行役在任期間中に係る職務執行の対価として交付された株式数については、執行役の欄に記載しております。
2. 上記の交付人員及び株式数は、当事業年度に在任しておりました役員のほか、当事業年度中に退任した役員及び2021年５月27日から

2024年５月23日までの間に在任しておりました役員に交付した株式を記載しております。
3. 上記の株式数は各役員に現実に交付された株式数であり、各役員に交付の権利が付与された株式のうち194,457株につきましては、株式対

価報酬制度に係る株式交付規程に基づき、信託内で換価のうえ、換価処分金相当額の金銭として給付されております。
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３．会社役員に関する事項

会社における
地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

取締役会
出席状況

(注) ２

責任限定
契約
(注) ３

取締役 (社外) 小 出 寛 子
取締役会議長
指名委員会委員、報酬委員会委員
大成建設株式会社社外取締役

100.0％
15/15回 ○

取締役 (社外) 矢　後　夏之助 指名委員会委員長、報酬委員会委員 100.0％
15/15回 ○

取締役 (社外) 箱 田 順 哉 監査委員会委員長 100.0％
15/15回 ○

取締役 (社外) 内 田 　 章
報酬委員会委員長、指名委員会委員
横河電機株式会社社外取締役
株式会社パルコ取締役

100.0％
15/15回 ○

取締役 (社外) 関 　 忠 行
監査委員会委員
朝日生命保険相互会社社外監査役
株式会社大丸松坂屋百貨店取締役

100.0％
15/15回 ○

取締役 (社外) 大 村 恵 実

監査委員会委員
ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役
（監査等委員）
株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES社外取締役
（監査等委員）

100.0％
12/12回 ○

取 締 役 好 本 達 也 指名委員会委員、報酬委員会委員 100.0％
15/15回 ○

取 締 役 浜 田 和 子
（注）１ 監査委員会委員 100.0％

15/15回 ○

取 締 役
(代表執行役社長) 小 野 圭 一 100.0％

12/12回

取 締 役
(執行役常務) 若 林 勇 人 100.0％

15/15回

3. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役の氏名等
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３．会社役員に関する事項

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 執 行 役 社 長 小 野 圭 一 兼 ＣＲＥ戦略統括部長
執 行 役 常 務 若 林 勇 人 財務戦略統括部長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役

執 行 役 常 務 林 　 研 一 経営戦略統括部長 兼 福岡天神エリア開発推進室長 兼 リスク管理担当
兼 株式会社パルコ取締役

執 行 役 常 務 林 　 直 孝 デジタル戦略統括部長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役

執 行 役 常 務 松 田 弘 一 人財戦略統括部長 兼 業務統括部長 兼 コンプライアンス担当
兼 株式会社パルコ取締役

執 行 役 梅 林 　 憲 取締役会室長
執 行 役 落 合 功 男 経営戦略統括部経営企画部長 兼 グループ顧客戦略担当
執 行 役 森 田 幸 介 経営戦略統括部事業企画部長
執 行 役 野 村 泰 一 デジタル戦略統括部グループシステム推進部長
執 行 役 野 口 秀 樹 財務戦略統括部主計・税務部長
執 行 役 今 津 貴 子 人財戦略統括部グループ人財開発部長 兼 グループ福利厚生部長

(注) 1. 浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子です。
2. 取締役会出席回数／在任中の取締役会開催回数を記載しております（各委員会の出席状況は「６.各委員会の運営」に記載しており

ます）。
3. 当社は、該当者（○印）との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,200万円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額との
いずれか高い額としております。

4. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契
約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が塡補されることとなり、すべての被保険者の保険料を
当社が全額負担いたしております。当該保険の被保険者は、当社のすべての取締役及び執行役並びに子会社のすべての取締役及び
監査役です。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為や法令
に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等については、これらを塡補の対象外としております。

5. 監査委員である箱田順哉氏は、長年にわたり公認会計士として、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携
わり、企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知識を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。

6. 監査委員である関忠行氏は、国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、ＣＦＯとしての財務・会計に関する豊富な経験と
高度な専門知識を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。

7. 監査委員である浜田和子氏は常勤の監査委員であります。これは社内組織や業務執行に精通し、業界特有の分野への専門性を有す
る社内出身の非業務執行取締役を常勤の監査委員とすることにより、監査の実効性の向上を目指すことによるものです。

⑵ 執行役の氏名等
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３．会社役員に関する事項

会社における地位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況
執 行 役 常 務 柴 田 　 剛 人財戦略統括部長
執 行 役 常 務 若 林 勇 人 社長特命事項担当 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店取締役
執 行 役 常 務 松 田 弘 一 社長特命事項担当 兼 株式会社パルコ取締役
執 行 役 稲 上 　 創 取締役会室長 兼 コーポレートコミュニケーション室長
執 行 役 長 峯 崇 公 財務戦略統括部長
執 行 役 野 村 泰 一 ＤＸ推進部長
執 行 役 梅 林 　 憲 業務推進部長 兼 コンプライアンス担当 兼 人財戦略統括部グループ人財政策部長

執 行 役 吉 田 麻 紀
（注）１ 経営戦略統括部グループ経営企画部長

執 行 役 森 田 幸 介 経営戦略統括部グループ事業企画部長

執 行 役 齊 藤 　 毅 経営戦略統括部名古屋地域共栄担当
兼 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員松坂屋名古屋店長

執 行 役 浦 木 浩 史 財務戦略統括部グループ資金・財務政策部長
執 行 役 野 口 秀 樹 財務戦略統括部グループ主計・税務部長
執 行 役 今 津 貴 子 人財戦略統括部グループ人財開発部長

(参考) 2025年３月１日付で新たに執行役が選任され就任し、一部の執行役の担当及び重要な兼職を次のとおり変更いたしました。

(注) 1. 吉田麻紀氏の戸籍上の氏名は安岡麻紀です。
２.同日付で林直孝、落合功男の両氏が執行役を退任し、林直孝氏が株式会社大丸松坂屋百貨店取締役兼常務執行役員デジタル戦略推

進室長に、落合功男氏が株式会社パルコ執行役員コーポレート本部 財務政策・経営企画部、法務部担当に、それぞれ就任いたし
ました。
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支給人員
（名）

報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

基本報酬 業績連動
賞与

業績連動
株式報酬

業績非連動
株式報酬

取 締 役 11 206 162 － － 43
(うち社外取締役) (8) (116) (97) － － (19)

執 行 役 13 716 235 230 251 －
計 24 923 398 230 251 43

⑶ 取締役及び執行役の報酬等の総額

(注) 1. 上記のほか、当事業年度において、社外取締役が当社子会社から受けた報酬等の総額は７百万円であります。
２.上記表中の取締役に対する報酬等の総額206百万円には、2024年３月１日から同年５月23日までの間に在任しておりました取締

役３名に支給した金額23百万円（業績非連動株式報酬を含む）を含んでおります。
3. 執行役を兼務する取締役の執行役在任期間中に係る職務執行の対価として支給された報酬等については、執行役の欄に記載してお

ります。
4. 当社は、2018年２月期より、グループビジョンの実現に向けた中期経営計画の着実な遂行を図るため、信託を活用した役員向け

株式対価報酬制度（ジョブサイズや中期経営計画等の目標達成度に応じて、当社株式を役員に交付（一定の場合には、信託内で換
価した上で、換価処分金相当額の金銭を給付）する制度）を採用しております。上記表中の株式報酬は、当期に費用計上した金額
を記載しており、単年度業績及び中期経営計画の達成度に応じて付与される業績連動株式報酬と、非業務執行の取締役に付与され
る業績非連動株式報酬に分けられます。なお、当事業年度を含む賞与及びパフォーマンス・シェアの算定に係る指標の実績の推移
については「１.企業集団の現況に関する事項（１）事業の経過及びその成果 ４）当期の連結及びセグメント別業績 ①連結業績」
の〈主要な経営数値実績〉に記載のとおりであります｡

5. 「業績連動賞与」及び「業績連動株式報酬」については、2025年２月期の業績評価を加味する前の引当金として計上した金額
（標準額）を記載しております。なお、実際の支給総額及び個人別の支給額については、2025年４月以降に開催する報酬委員会
において決定いたします。
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⑷ 各会社役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針の決定方法及び内
容の概要

①取締役・執行役の報酬決定方針
当社は、2017年４月に役員報酬ポリシーを策定・公表し、さらに2021年５月に中期経営計画に

応じた役員報酬制度の見直しを行いましたが、2024年度よりスタートする中期経営計画に応じて役
員報酬制度及び役員報酬ポリシーの改定を実施しました。当社では、役員報酬についても、サステナ
ビリティ経営を実現・推進するためのインセンティブとして機能するよう設計を行っております。

＜役員報酬の基本方針＞
当社の役員報酬制度は、サステナビリティ経営の実現・推進という目的達成に向けて（pay for 

purpose）、以下を基本的な考え方とします。なお、当社グループの主要子会社である株式会社大
丸松坂屋百貨店及び株式会社パルコの取締役及び執行役員、並びにＪ.フロント都市開発株式会
社、ＪＦＲカード株式会社及び株式会社Ｊ.フロント建装の代表取締役（以下「グループ主要子会
社対象役員」という。）においても、同基本方針を定めることとします。
１）当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであり、かつ、企業文化

と整合したものであること
２）プロの経営者の経営戦略に基づく役割（ミッション）の遂行を後押しする報酬制度であること
３）当社が経営を担う者に求める「経営人財のあるべき姿」に適う人財を確保（主はリテンショ

ン）できる報酬水準であること
４）株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること
５）報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること

＜報酬水準の考え方＞
執行役及び取締役の報酬水準については、外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行う

ため、第三者機関の客観的な報酬調査データ等を活用のうえ、業種・時価総額及び売上収益を基準
に選定する同規模企業から構成するピア・グループと毎年相対比較を行い、適切な競争力のある報
酬水準を設定します。なお、グループ主要子会社対象役員についても、同じ取り扱いとします。
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報酬の
種 類 支　給　基　準 支給方法 報酬構成

社長 社長以外※10

基 本 報 酬
( 固 定 ) ジョブサイズ別に決定 毎月現金 33.3% 38.5% 45.4%

賞 与
( 変 動 )

ジョブサイズ別の基準額×変動率※１

※１ 以下の定量・定性評価により評点を算出し、変動率を決定

年 １ 回
現金 33.3% 30.8% 27.3%

内　　容 評価ウェイト

定量評価※２

＜50%＞
年　度

財務評価
連結事業利益※３ 40%

連結ＲＯＩＣ※４ 10％

定性評価※２

＜50%＞
年　度

非財務評価

個別ミッション達成のための
アクションプランの達成度※５ 30％
マテリアリティに沿った非財務目標達成
のためのアクションプランの達成度※６ 20％

業 績 連 動
株 式 報 酬
( 変 動 )

【短　期：40%】ジョブサイズ別の基準額×業績達成係数※７

※７ 以下の達成度から算出 年 １ 回
株式※９

33.3% 30.8% 27.3%

内　　容 評価ウェイト
連結事業利益 100%
【中長期：60%】ジョブサイズ別の基準額×業績達成係数※８

※８ 以下の達成度から算出

中 期
経営計画
終 了 時
株式※９

内　　容 評価ウェイト
財務指標
＜60％＞

ＲＯＥ 40%
連結ＲＯＩＣ 20％

株価指標
＜20％＞ ｒ-ＴＳＲ（対配当込みＴＯＰＩＸ成長率） 20％

非財務指標
＜20％＞

温室効果ガス削減（Scope1･2排出量） 10％
女性管理職比率 10％

＜報酬構成＞
【執行役】

執行役の報酬は、ジョブサイズに応じた「基本報酬」（金銭報酬）、事業年度ごとの個人評価等
に基づく「賞与」（金銭報酬）及び中期経営計画に掲げる連結業績達成率等に連動する「パフォー
マンス・シェア（業績連動株式報酬）」（信託型株式報酬）とします。賞与及びパフォーマンス・
シェアの業績指標は、中期経営計画の最終年度におけるＫＰＩの達成と持続的成長に向けた健全な
インセンティブが機能することを意識し、下表のとおり選定しております。

※２  グループ主要子会社対象役員については、定量評価70％、定性評価30％とする。
※３  グループ主要子会社対象役員については、当該子会社の事業利益を使用し評価ウェイトを60％とする。
※４  グループ主要子会社対象役員については、当該子会社のROICを使用する。
※５  グループ子会社対象役員については、評価ウェイトを20%とする。
※６  グループ子会社対象役員については、評価ウェイトを10%とする。
※９  原則、納税資金に充当するため、交付予定の当社株式の50％相当を換価したうえで金銭にて給付。
※10 社長以外の報酬構成は、職責に応じていずれかを適用。
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【非業務執行取締役】
非業務執行取締役の報酬は固定報酬のみの構成とし、職責に応じた「基本報酬」（金銭報酬）と

株式対価報酬制度としての業績に連動しない「リストリクテッド・ストック（業績非連動株式報
酬）」（信託型株式報酬）とします。リストリクテッド・ストックは、非執行の取締役がステーク
ホルダー代表として、執行とは異なる立場で当社の攻め・守りのガバナンス強化のため、中長期目
線で経営に携わることを目的に、当社株式を業績には連動しない方法で交付する制度とし、株式交
付の時期は退任時といたします。株式交付までは、潜在株式数として保有株式数に含め、開示を行
います。

＜株式の取得・保有＞
執行役が株式報酬として取得した当社株式は、その株式交付後３年が経過するまで（又は役員退

任後１年を経過するまで）継続保有することとします。これは、株主と役員との利益の共有を深め
ること、特に執行機能を担う執行役については、業績連動株式報酬により報酬として株式を交付す
ることで、中長期的な視点での業績及び企業価値の向上に対する一層のインセンティブを付与する
ことを目的としています。なお、グループ主要子会社対象役員も、当社株式の取得・保有について
は同様の方針とします。

②取締役・執行役の報酬決定プロセスと執行役の報酬の没収（クローバック・マルス）
報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬支給額につ

いては独立社外取締役３名と社内出身の非業務執行取締役の合計４名で構成し、かつ、委員長を独立
社外取締役とする報酬委員会の決議により決定します。

報酬委員会は、年に４回以上開催することを予定し、当社及びグループ主要子会社対象役員の個人
別の報酬内容の決定に関する方針並びに当社取締役及び執行役の個人別の報酬内容を決定しておりま
す。固定報酬と位置づけている基本報酬は、各役員の職責の大きさ（重さ）に応じてジョブサイズご
とに決定します。賞与については定量評価である「年度財務指標」と、定性評価を含む「年度非財務
指標」により、評価を行います。また、パフォーマンス・シェア（業績連動株式報酬）の40％を占
める短期のパフォーマンス・シェアについては、中期経営計画において定める各事業年度の連結事業
利益の目標値（ＩＦＲＳベース）に対する達成度に応じた業績連動係数を報酬委員会で確認しており
ます。

これらの結果に基づき、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が当社の役員
報酬の基本方針及び報酬水準の考え方に沿うものであると報酬委員会は判断しております。

また、執行役の賞与及び株式報酬については、重大な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が
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取締役会において決議された場合、当社と執行役との間の委任契約等に反する重大な違反があった者
並びに当社の意思に反して在任期間中に自己都合により退任した者が発生した場合等に、報酬を支
給・交付する権利を没収、又は、支給・交付済の報酬の返還を求めることができることとしておりま
す。

以上の取り組みを適正に進めることを目的に、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専
門的知見を導入するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、その支援を受け、外部データ、経済
環境、業界動向、経営状況及び企業文化等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等について検討しており
ます。
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�
独立
役員

（注）

�
独立
役員

（注）

小 出 寛 子
▎重要な兼職の状況 大成建設株式会社社外取締役
▎当社と兼職先との関係 特別な関係はありません。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中15回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 指名　100.0％（在任期間中14回すべてに出席）

報酬　100.0％（在任期間中10回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　小出寛子氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携
わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役
としての幅広い知見を有しており、指名委員会等設置会社における取締役会論議の在り方、競合分析結果の戦略への
反映、適切なトップメッセージの発信並びに戦略的な組織設計などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うこ
とで、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。さらに同氏は2024年５月より、取締役会議長に就任し、より
中長期的・戦略的な年間アジェンダの設定、付議資料の質的改善、議論の実効性・効率性向上など、取締役会運営の
強化・改善に向けた取り組みを進めてまいりました。
　また、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保する
グランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・プ
ランの議論において、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成
の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、それぞれ適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に
連携した戦略人事機能の強化に貢献してまいりました。

矢 後 夏 之 助
▎重要な兼職の状況 該当事項はありません。
▎当社と兼職先との関係 特別な関係はありません。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中15回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 指名　100.0％（在任期間中14回すべてに出席）

報酬　100.0％（在任期間中10回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　矢後夏之助氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験
と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有し
ており、当社における取締役会論議並びに組織監査の在り方、新規事業や資産取得における将来計画の粒度及び確
度、人的資本強化の取り組み及び人事制度改革の方向性について能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締
役会の実効性向上に貢献してまいりました。
　また、指名委員会委員長として、代表執行役のサクセッション・プランに関して客観性・透明性・継続性を担保す
るグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向上に向けた社外取締役のサクセッション・
プランの議論をリードし、促進するとともに、報酬委員会委員として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度
における報酬水準・構成の検証、組織再編に伴う報酬水準の見直しなどにおいて、適宜必要な助言を行うことで、経
営戦略と密接に連携した戦略人事機能の強化に貢献してまいりました。

⑸ 社外取締役に関する事項
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３．会社役員に関する事項

�
独立
役員

（注）箱 田 順 哉
▎重要な兼職の状況 該当事項はありません。
▎当社と兼職先との関係 特別な関係はありません。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中15回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 監査　100％（在任期間中24回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　箱田順哉氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング
及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企
業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への
機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有
しており、新規事業にかかるリスク管理、マイノリティ出資を含めた投資案件の執行内モニタリングの状況、当社に
おける組織監査の在り方などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献し
てまいりました。
　また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うととも
に、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点
で意見交換・協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力し、
同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでまいりました。

�
独立
役員

（注）内 田 　 章
▎重要な兼職の状況 横河電機株式会社社外取締役

株式会社パルコ取締役
▎当社と各兼職先との関係 株式会社パルコは当社の完全子会社であります。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中15回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 指名　100.0％（在任期間中14回すべてに出席）

報酬　100.0％（在任期間中10回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　内田章氏は、経営企画やIRに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有し
ており、資本市場との対話を意識した情報開示の在り方、リテール事業の深化に必要な差別化の視点、新規事業参入
時に明確にすべき事項の整理、人財戦略と経営戦略の同期などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うこと
で、取締役会の実効性向上に貢献してまいりました。
　また、報酬委員会委員長として、中期経営計画に応じて改定した役員報酬制度における報酬水準・構成の検証、組
織再編に伴う報酬水準の見直しなどを行うとともに、指名委員会委員として、代表執行役のサクセッション・プラン
に関して客観性・透明性・継続性を担保するグランドデザインの審議、中長期視点で取締役会の監督機能の維持・向
上に向けた社外取締役のサクセッション・プランの議論において、適宜必要な助言を行うことで、経営戦略と密接に
連携した戦略人事機能の強化に貢献してまいりました。
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３．会社役員に関する事項

�
独立
役員

（注）関 　 忠 行
▎重要な兼職の状況 朝日生命保険相互会社社外監査役

株式会社大丸松坂屋百貨店取締役
▎当社と各兼職先との関係 株式会社大丸松坂屋百貨店は当社の完全子会社であります。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中15回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 監査　100.0％（在任期間中24回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　関忠行氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またCFOとしての
財務・会計に関する豊富な知識と経験、複数企業の社外取締役、監査役として幅広い知見を有しており、取締役会へ
の付議基準、新規投資案件のリスクとその対応、業績予想の在り方やステークホルダーへの伝え方、監査機能の充実
に向けた先進事例などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献してまい
りました。また、当社では、社外取締役が自由闊達に意見交換、情報共有する機会としてエグゼクティブ・セッショ
ンを設けており、同氏はそのリードディレクターを担ってまいりました。
　また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、
取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見
交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ
全体のガバナンスの向上にも取り組んでまいりました。

�
独立
役員

（注）大 村 恵 実
▎重要な兼職の状況 ＣＬＳ日比谷東京法律事務所パートナー

バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社FOOD＆LIFE COMPANIES 社外取締役（監査等委員）

▎当社と各兼職先との関係 特別な関係はありません。
▎特定関係事業者との関係 該当事項はありません。
▎取締役会出席状況 100.0％（在任期間中12回すべてに出席）
▎所属委員会出席状況 監査　100.0％（在任期間中17回すべてに出席）

〈当事業年度における主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要〉
　大村恵実氏は、弁護士として国際機関でのグローバルな経験や労働法務における専門的知見を有し、数多くの案件
を取り扱った経験に加え、他上場企業（ＢtoＣビジネス）での社外取締役（監査等委員）としての豊富な経験を有し
ております。特に、人権デューデリジェンス等のサステナビリティ・ＥＳＧ法務分野の実務に精通し、ダイバーシテ
ィ経営等、企業が直面する多様な課題に対し、専門家として助言してまいりました。当社グループにおいては、ＳＤ
Ｇｓネイティブをターゲットとした事業計画の検討、従業員の意見を反映させた当社独自の人的資本経営、多角的な
視点から新規事業におけるリスクを特定することなどについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役
会の実効性向上に貢献してまいりました。
　また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、
取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見
交換、協議することが期待されており、これらの役割を果たすことで、監査機能の強化に尽力し、同時に、グループ
全体のガバナンスの向上にも取り組んでまいりました。

(注) 株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。
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４．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

4. コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
⑴ コーポレートガバナンスのあり方
　当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上とは、まさにグループ理念の実現に
ほかならないと考えています。そのため、当社グループのあるべきコーポレートガバナンスとは、この
グループ理念の実現に資するものでなくてはなりません。
　持株会社である当社は、グループ理念の実現に向けて、当社グループのコーポレートガバナンスの中
心として、グループ全体の経営の透明性・健全性・遵法性の確保を担っていきます。

⑵ ステークホルダーとの関係
　当社は、事業活動を通じてあらゆるステークホルダーの皆様との信頼関係の構築に努めています。
　株主の皆様は、当社の資本の提供者であり、当社グループのコーポレートガバナンスの主要な起点で
す。したがって、当社は、株主（少数株主・外国人株主を含みます。）の権利を最大限に尊重し、その
権利を実質的に確保します。
　当社は、株主の有する株式の内容及びその数に応じて、株主を平等・公平に取り扱います。また、何
人に対しても、特定の株主の権利の行使に関して、当社及び当社グループから財産上の利益を供与しま
せん。
　そして、お客様・お取引先様・従業員・地域社会などの皆様に対して、持続可能な社会の実現に向
け、環境、社会への責任を積極的に果たしていきます。

⑶ 情報開示
　株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進することは、当社グループの持続的成長と中長期的な企
業価値の向上に資するものであると考えます。当社は、建設的な対話の前提となる適時・適切な情報開
示を重視し、これらの情報開示を通じてステークホルダーの皆様との信頼関係の維持・発展に取り組ん
でいます。
　当社は、金融商品取引法等の法令及び当社株式を上場している金融商品取引所が定める適時開示規則
に従い、当社グループの重要情報を適時・適切に開示します。また、法令や適時開示規則に該当しない
場合であっても、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に有用と考えられる情報につい
ては、社会から求められる企業活動の重要な情報として認識し、当社グループについての理解をより深
めていただくためにも、公平かつ迅速に適切な方法により積極的に開示します。
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４．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

⑷ 取締役会等の役割・責務
　株主の皆様に選任され当社の経営を負託された取締役は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏ま
え、グループビジョンの実現に向けて、取締役会において次の役割・責務を果たしていきます。
①グループビジョン・サステナビリティ方針・グループ中期経営計画・グループ年度経営方針・その
他の経営の基本方針について、建設的な議論を重ねるほか、そのリスク評価も含めて多面的・客観
的に審議し、グループ経営の大きな方向性を指し示すこと
②上記の方向性を踏まえたグループ経営に関する全体方針、計画について適切に意思決定を行うこと
及びその計画について進捗・結果を監督すること
③非連続な成長に向けた攻めの経営を後押しする環境整備を行うこと
④当社グループ全体の内部統制システムの構築・整備を進めるほか、その運用状況を監督すること
⑤関連当事者間の利益相反を監督すること
⑥指名委員会に諮問した代表執行役社長の後継者計画・経営人財に係わる人事配置計画・執行役のト
レーニングについて指名委員会からの概要の報告を基に進捗状況を監督すること
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５．取締役会の運営

人 員 体 制 独立社外取締役６名、非業務執行社内取締役２名、執行役兼務取締役２名で構成（うち女
性取締役３名）

主 な 任 務 会社法又は定款に規定される事項のほか、グループ中期経営計画・グループ人的資本経営
等、経営戦略に係る事項や資産の取得等重要な業務執行に係る事項を審議・決議いたしま
す。

運 営 状 況 原則月１回以上開催。独立社外取締役が全体の半数以上を占める体制の中で、重要事項の
決議機関に留まることなく、建設的な論議、審議の場として機能しており、コーポレート
ガバナンス強化の要となっております。

取締役（社外）
小出 寛子

議長コメント
2024年度は、前年度の取締役会実効性評価で認識された課題である「中期
経営計画に対するモニタリング」、「成長戦略議論に向けた準備・分析の徹
底」を踏まえ、現中期経営計画の進捗状況を監督しました。また、取締役会
議長及び代表執行役社長が交代し、取締役会及び執行が新体制になったこと
を契機として、監督と執行のコミュニケーションの向上を図り、取締役会の
運営の強化に取り組みました。
2025年度の取締役会は、付議議案と付議基準の見直し、より中長期的・戦

略的な年間アジェンダ設定及び議長による積極的なファシリテーションなど
運営のさらなる強化を通じて実効性の高い論議を行い、企業価値の向上に貢
献したいと考えております。

（取締役会の実効性評価について）
当社は2024年９月から10月にかけて、第10回の取締役会実効性評価を行いました。全取締役に対して行
った事前アンケートの結果を踏まえて、第三者機関が個別のインタビューを実施し、その内容に基づいて11
月の取締役会で協議いたしました。
実効性評価の結果、前年度に指摘された課題のうち、「成長戦略議論に向けた準備・分析の徹底」及び
「監督と執行のコミュニケーションの向上」については相応の課題解決状況が確認されました。一方、
2024年度の評価においては、さらなる取締役会の実効性向上への課題として「付議議案と付議基準の見直
し」「取締役会運営の強化」「監査機能の強化」が挙げられました。
これを受けて、課題解決の進め方を12月の取締役会で再度協議し、具体的なアクションに繋げたほか、
2025年度の取締役会のアジェンダに反映させております。
今後も、取締役会実効性評価を基点に課題の共有を行い、取締役会の実効性を実質的に高めてまいります。

5. 取締役会の運営
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６．各委員会の運営

人 員 体 制 非業務執行取締役４名（うち社外取締役３名）で構成。

主 な 任 務 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案内容の決定、取締役会からの諮問
を受け、当社及び主要事業子会社の経営陣の選任及び解任や各委員会の委員長及び委員の
選定及び解職などについて、取締役会へ答申いたします。

開催
回数 1４ 回

出 席 状 況

　

現任の委員のうち3名は14回すべてに出席いたしました。また、2024年5月に新たに選定
された好本委員も在任期間中10回すべてに出席いたしました。

取締役（社外）
矢後 夏之助

委員長コメント
　指名委員会は、有効な取締役構成に関する審議及び取締役、執行役の選解任に
ついて、社内の評価情報に加え、第三者機関によるアセスメントデータを活用す
るとともに、必要に応じて候補者との面談を実施するなど人柄や考え方に触れる
機会を確保し、より高い客観性と透明性、合理性の確保に努めております。
　企業の持続的成長のために重要な経営陣のサクセッション・プラン（継承計
画）を中心的な議題と位置づけており、当年度は次代の経営幹部候補育成を起点
とする代表執行役のサクセッション・プランの全体像と具体的なプロセスの確立
に向けた審議を行うとともに、昨年度に選定した代表執行役の職務執行状況につ
いて定期的な確認を行いました。また、社外取締役のサクセッション・プランに
ついても議論を行い、中長期視点での取締役会の監督機能の維持・向上に努めて
おります。
　指名委員会は、企業の永続的な成長・発展に不可欠な経営人財の確保と、適所
適財の選任が果たせるよう努めてまいります。

6. 各委員会の運営
⑴ 指名委員会
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６．各委員会の運営

人 員 体 制 非業務執行取締役４名（うち社外取締役３名）で構成。
主 な 任 務 取締役会で決定した全体方針・計画に即して取締役及び執行役の職務執行、取締役会に付

議する重要案件、その他監査委員会が必要と認める個別案件を監査いたします。

開催
回数 24 回

出 席 状 況

　

現任の委員４名のうち３名は24回すべてに出席し、2024年５月に新たに選定された大村
委員は在任期間中17回すべてに出席いたしました。

取締役（社外）
箱田 順哉

委員長コメント
　監査委員会として定めた監査委員会規程、監査基準及び内部統制システムに係
る監査実施基準に基づき、当年度の監査計画を立案、実行し、その内容を取締役
会に報告いたしました。
　また、グループ中期経営計画の初年度における主要戦略の推進状況や内部統制
システムの整備・運用状況、コンプライアンス・リスクマネジメント体制等につ
いて、監査委員会とは別に設置した「監査委員ミーティング」の場（19回）で、
執行役やグループ各社の主管者から意見聴取し、現状把握に努めました。
　監査委員会は、監査の実効性と精度の向上を図る観点から、内部監査室、会計
監査人、グループ各社監査役との相互連携により、組織監査体制のさらなる強
化・充実に向けて取り組む一方、引き続きグループの成長と企業価値向上のた
め、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立し、公正不偏の姿勢をもって
監査を行ってまいります。

⑵ 監査委員会
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６．各委員会の運営

人 員 体 制 非業務執行取締役４名（うち社外取締役３名）で構成。
主 な 任 務 当社及び主要事業子会社の経営陣の個人別の報酬内容の決定に関する方針並びに個人別の

報酬内容を決定いたします。

開催
回数 1０ 回

出 席 状 況

　

現任の委員のうち3名は10回すべてに出席いたしました。また、2024年5月に新たに選定
された好本委員も在任期間中6回すべてに出席いたしました。

取締役（社外）
内田 　章

委員長コメント
　報酬委員会は2017年４月に策定し、その後改定を行った役員報酬ポリシーに基
づき、役員報酬全体の水準や業績連動比率の構成比及びその中に占める株式報酬
の構成比について、予め設定したピア・グループとの検証を実施することで、常
に客観的で適切な報酬水準・体系を維持しております。
　当年度は、2024年度よりスタートした中期経営計画に応じて改定した役員報酬
制度について第三者機関の調査等を活用して検証を行いました。検証の結果、新
たな方法に基づき算定した全体的な報酬水準・構成は適切であり、中長期的な企
業価値向上への貢献意欲を一層高め、株主との利益共有を図るという制度設計の
方針に適合していることを確認しました。また、役員個人の成果発揮状況を反映
する賞与に関しては、より公正で客観的な結果となるよう評価項目や評価ランク
の決定プロセスに加え、各役員の目標設定や評価結果を確認しております。
　各役員がプロの経営者として任された職務と役割を果たし、その働きに見合っ
た報酬を受け取る適切な報酬体系と水準となるよう、今後もその適正な運用を図
ってまいります。

⑶ 報酬委員会
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７．会社の体制及び方針

 

7. 会社の体制及び方針
⑴ 資本政策の基本方針
　当社は、フリーキャッシュ・フローの増大とＲＯＥの向上が持続的な成長と中長期的な企業価値を高
めることに繋がるものと考えています。その実現に向けて、経営環境及びリスクへの備えを勘案した上
で「戦略投資の実施」「株主還元の充実」及び「自己資本の拡充」のバランスを取った資本政策を推進
します。
　また、有利子負債による資金調達はフリーキャッシュ・フロー創出力と有利子負債残高を勘案して行
うことを基本とし、資金効率と資本コストを意識した最適な資本・負債構成を目指します。
　フリーキャッシュ・フロー、ＲＯＥの向上には、収益を伴った売上拡大を実現する「事業戦略」及び
投下資本収益性を向上させる「財務戦略（資本政策を含みます。）」が重要です。併せて、基幹事業の
強化、事業領域の拡大・新規事業の積極展開等に経営資源を重点配分することにより、営業利益の最大
化と営業利益率を持続的に向上させていくことが重要であると考えております。
　なお、中期経営計画の達成における重要財務指標として、資本効率性はＲＯＥ、事業収益性は連結事
業利益及びＲＯＩＣ、収益性・安全性はフリーキャッシュ・フロー、財務健全性は親会社所有者帰属持
分比率（自己資本比率）の各指標を重視しております。

⑵ 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、健全な財務体質の維持・向上を図りつつ、利益水準、今後の設備投資、フリーキャッシュ・　
フローの動向等を勘案し、安定的な配当と柔軟かつ機動的な自己株式取得により、適切な利益還元を行
うことを基本方針といたします。
　この方針に基づき、本中期経営計画期間（2024－2026年度）においては、連結配当性向40％以上
の配当と、自己株式の取得により、自己資本の適正化に取り組みます。

⑶ ＩＲ活動方針
　当社は、「公正で信頼される企業として、広く社会への貢献を通じてグループの発展を目指しま
す。」という基本理念のもと、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との信頼関係を維
持・発展させるため、当社に関する重要な情報（財務情報・非財務情報）を正確にわかりやすく、公平
かつ適時・適切に開示することにより、経営の透明性を高めるとともに、当社についての理解を深めて
いただくことを目的にＩＲ活動を推進します。

以　上

・以上の事業報告における百万円単位の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結財政状態計算書

連 結 計 算 書 類
連結財政状態計算書（2025年２月28日現在） (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

（資産） （負債）
流動資産 241,045 流動負債 341,341

現金及び現金同等物

営業債権及びその他の債権

その他の金融資産

棚卸資産

その他の流動資産

小計

売却目的で保有する資産

非流動資産

有形固定資産

使用権資産

のれん

投資不動産

無形資産

持分法で会計処理されている投資

その他の金融資産

繰延税金資産

その他の非流動資産
　

54,975

156,663

8,690

12,662

6,421

239,414

1,631

923,101

469,417

136,389

6,799

177,176

8,350

27,840

81,535

3,190

12,402
　

社債及び借入金 53,330
営業債務及びその他の債務 162,810
リース負債 25,294
その他の金融負債 28,262
未払法人所得税等 11,576
引当金 785
その他の流動負債 59,280

非流動負債 399,570
社債及び借入金 136,728
リース負債 148,225
その他の金融負債 33,368
退職給付に係る負債 15,369
引当金 5,905
繰延税金負債 59,519
その他の非流動負債 453

負債合計 740,911
（資本）

親会社の所有者に帰属する持分 409,646
資本金 31,974
資本剰余金 188,081
自己株式  △ 23,940
その他の資本の構成要素 14,219
利益剰余金 199,311

非支配持分 13,588
資本合計 423,235

資産合計 1,164,147 負債及び資本合計 1,164,147
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上収益 441,877

売上原価  △ 229,281

売上総利益 212,596

販売費及び一般管理費  △ 159,106

その他の営業収益 11,831

その他の営業費用  △ 7,122

営業利益 58,199

金融収益 781

金融費用  △ 4,270

持分法による投資損益 1,074

税引前利益 55,785

法人所得税費用  △ 14,273

当期利益 41,512

当期利益の帰属

親会社の所有者 41,424

非支配持分 87

当期利益 41,512
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

連結持分変動計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで） (単位：百万円)
親会社の所有者に帰属する持分

非支配
持分 合計

資本金 資本
剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素
利益
剰余金 合計在外営業

活動体の
換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジ

その他の包括
利益を通じて
公正価値で測定
する金融資産

確定給付
制度の
再測定

合計

2024年３月１日残高 31,974 189,172 △14,231 314 17 7,050 － 7,383 167,600 381,898 12,333 394,232

当期利益 － － － － － － － － 41,424 41,424 87 41,512

その他の包括利益 － － － 211 △46 6,716 1,120 8,002 － 8,002 15 8,017

当期包括利益合計 － － － 211 △46 6,716 1,120 8,002 41,424 49,426 102 49,529

自己株式の取得 － △117 △11,458 － － － － － － △11,575 － △11,575

配当金 － － － － － － － － △10,879 △10,879 △64 △10,943
連結子会社の増資
による変動 － － － － － － － － － － 5 5
子会社の支配獲得
に伴う変動 － － － － － － － － － － 1,210 1,210

株式報酬取引 － △973 1,749 － － － － － － 776 － 776
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － － － － △45 △1,120 △1,166 1,166 － － －

所有者との取引額合計 － △1,090 △9,708 － － △45 △1,120 △1,166 △9,712 △21,678 1,151 △20,526

2025年２月28日残高 31,974 188,081 △23,940 525 △29 13,722 － 14,219 199,311 409,646 13,588 423,235

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）（2024年３月１日から2025年２月28日まで） (単位：百万円)

科目 金額
営業活動によるキャッシュ・フロー 85,812
投資活動によるキャッシュ・フロー △28,308
財務活動によるキャッシュ・フロー △74,001
現金及び現金同等物の増減額 △16,498
現金及び現金同等物の期首残高 71,342
現金及び現金同等物の為替変動による影響 130
現金及び現金同等物の期末残高 54,975

［ご参考］

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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2025年５月29日（木）午前10時　受付開始：午前９時30分日時

第18期定時株主総会  会場のご案内

昨年の会場から変更となっておりますので、お間違いのないよう、ご注意願います。

会場
東京都千代田区丸の内三丁目２番２号　丸の内二重橋ビル５階
東京商工会議所 渋沢ホール

〈株主総会会場でのご出席に際してのご案内〉
・議決権行使書用紙をご持参ください。
・会場受付にて、招集ご通知（交付書面）の冊子を配付いたします。
・株主でない代理人及び同伴の方など、議決権を行使できる株主さま以外の方はご入場いただけません。
　※心身の機能に障害がある株主さまの介助の方はご入場いただけます。
・会場における配慮が必要な方は、2025年５月22日（木）午後６時までに、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
　https://www.j-front-retailing.com/ir/inquiry.html

千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅都営三田線 日比谷駅

Ｊ
Ｒ
京
葉
線 
東
京
駅

有
楽
町
線 

有
楽
町
駅

二重橋前駅
B5出口 直結

日比谷濠

ＪＲ有楽町駅

ＪＲ東京駅

東京商工
会議所

丸の内
南口 丸の内

中央口

行
幸
通
り馬

場
先
通
り

JPタワー
KITTE

日比谷通り

丸の内仲通り

明治安田
生命ビル

新東京ビル

東京国際フォーラム

帝劇ビル

ザ・
ペニン
シュラ
東京

丸の内
パークビル

交通
東京メトロ・
都営地下鉄

二重橋前〈丸の内〉駅　（千代田線）
日比谷駅　（三田線）	 Ｂ５出口直結
有楽町駅　（有楽町線）
※‌�B5出口よりビル直結の地下コンコースをご利用いただけます。車椅子等でご来場の株主様にお
かれましては、ビル内の地上行きエレベーターをご利用の上、1階にて東京商工会議所内のエレ
ベーターへお乗り換えください。

ＪＲ 有楽町駅	 国際フォーラム口より徒歩５分
東京駅	 丸の内南口より徒歩10分
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地図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

環境に配慮した植物油
インキを使用しています。
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表紙

　本書面に記載の事項については、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただ

いた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。

第18期定時株主総会

その他の電子提供措置事項

（交付書面省略事項）

事業報告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果
（ご参考）百貨店事業の会社別、店別及び商品別総額売上高
（ご参考）ＳＣ事業のパルコ店別テナント取扱高（総額ベース）

(2) 主要な事業内容

(3) 主要な営業所

(4) 従業員の状況

２. 会計監査人に関する事項

３. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の
基本方針＞

(2) 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の
基本方針＞の運用状況の概要

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

連結計算書類

連結注記表

計算書類

貸借対照表･損益計算書･株主資本等変動計算書･個別注記表

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

会計監査人の監査報告書　謄本

監査委員会の監査報告書　謄本

（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

Ｊ.フロント リテイリング株式会社
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(1) 事業の経過及びその成果（ご参考）百貨店事業の会社別、店別及び商品別総額売上高 
／（ご参考）ＳＣ事業のパルコ店別テナント取扱高（総額ベース）

百貨店事業の会社別、店別売上高 (単位：百万円)

会社別、店別 金　額 構成比
対前年
増減率

株
式
会
社
大
丸
松
坂
屋
百
貨
店

大
　
丸

％ ％

大 阪 ・ 心 斎 橋 店 115,261 14.0 20.4

大 阪 ・ 梅 田 店 60,031 7.3 9.1

東 京 店 84,513 10.2 7.9

京 都 店 78,775 9.6 11.7

神 戸 店 98,404 11.9 7.1

須 磨 店 6,315 0.8 △1.0

芦󠄁 屋 店 4,246 0.5 △1.3

札 幌 店 88,253 10.7 16.9

下 関 店 7,399 0.9 △5.3

小 計 543,202 65.9 11.9

松
坂
屋

名 古 屋 店 131,635 16.0 3.8

上 野 店 27,319 3.3 7.5

静 岡 店 18,376 2.2 3.7

高 槻 店 5,465 0.7 0.4

小 計 182,797 22.2 4.2

法 人 ・ 本 社 等 29,786 3.6 21.3

合 計 755,786 91.6 10.3

株 式 会 社 博 多 大 丸 60,352 7.3 11.6

株 式 会 社 高 知 大 丸 8,433 1.0 0.9

株式会社心斎橋共同センタービルディング 275 0.0 －

調　　　　　　整 △62 0.0 －

合 計 824,785 100.0 10.2

百貨店事業の商品別売上高 (単位：百万円)

商品別 金　額 構成比
対前年
増減率

％ ％

紳 士 服 ・ 洋 品 33,476 4.1 △1.0

婦 人 服 ・ 洋 品 312,682 37.9 13.6

子 供 服 ・ 洋 品 6,749 0.8 △2.6

呉服・寝具・その他衣料 5,566 0.7 △12.2

身 回 品 62,750 7.6 14.4

家 具 3,997 0.5 △9.9

家 電 174 0.0 △3.0

家 庭 用 品 16,128 2.0 6.3

食 料 品 150,570 18.3 0.6

食 堂 喫 茶 19,621 2.4 3.8

雑 貨 161,580 19.6 15.6

サ ー ビ ス 2,925 0.4 12.2

そ の 他 48,623 5.9 21.6

調 整 △62 0.0 －

合 計 824,785 100.0 10.2

(注) 総額売上高は、ＩＦＲＳ売上収益のうち消化仕入取引を総額に

置き換えて算出しております。

(単位：百万円)

店　別 金　額 構成比
対前年
増減率

店　別 金　額 構成比
対前年
増減率

％ ％ ％ ％

札 幌 P A R C O 16,655 5.1 23.2 静 岡 P A R C O 8,193 2.5 13.0

仙 台 P A R C O 20,942 6.5 5.2 名 古 屋 P A R C O 35,971 11.1 16.3

浦 和 P A R C O 31,571 9.8 11.0 心 斎 橋 P A R C O 37,991 11.7 46.4

池 袋 P A R C O 28,748 8.9 12.7 広 島 P A R C O 13,797 4.3 4.3

P A R C O _ y a 上 野 9,376 2.9 11.2 福 岡 P A R C O 27,274 8.4 11.9

吉 祥 寺 P A R C O 8,441 2.6 0.9 ひばりが丘P A R C O 6,823 2.1 △6.4

渋 谷 P A R C O 43,963 13.6 22.5 松 本 P A R C O 3,402 1.1 △15.8

錦 糸 町 P A R C O 11,302 3.5 8.4 全 店 合 計 323,774 100.0 11.5

調 布 P A R C O 19,316 6.0 2.5 (注) テナント取扱高は、パルコ店舗におけるテナント取扱高の合計値で

す。

事 業 報 告

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

　（ご参考）百貨店事業の会社別、店別及び商品別総額売上高

　（ご参考）ＳＣ事業のパルコ店別テナント取扱高（総額ベース）

－ 1 －
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(2) 主要な事業内容、(3) 主要な営業所

(2) 主要な事業内容

百貨店事業、ＳＣ事業、デベロッパー事業、決済・金融事業、その他として卸売業、駐車場業及び

リース業等

名　　　　　称 所　在　地 名　　　　　称 所　在　地

株式会社大丸松坂屋百貨店
本 社

大　丸 大 阪 ・ 心 斎 橋 店
大 阪 ・ 梅 田 店
東 京 店
京 都 店
神 戸 店
須 磨 店
芦󠄁 屋 店
札 幌 店
下 関 店

東 京 都 江 東 区
大 阪 市 中 央 区
大 阪 市 北 区
東 京 都 千 代 田 区
京 都 市 下 京 区
神 戸 市 中 央 区
神 戸 市 須 磨 区
兵 庫 県 芦󠄁 屋 市
札 幌 市 中 央 区
山 口 県 下 関 市

松坂屋 名 古 屋 店
上 野 店
静 岡 店
高 槻 店

GINZA SIX

名 古 屋 市 中 区
東 京 都 台 東 区
静 岡 市 葵 区
大 阪 府 高 槻 市

東 京 都 中 央 区

株 式 会 社 博 多 大 丸 福 岡 市 中 央 区

株 式 会 社 高 知 大 丸 高 知 県 高 知 市

株式会社心斎橋共同センタービルディング 大 阪 市 中 央 区

名　　　　　称 所　在　地 名　　　　　称 所　在　地

株式会社パルコ
本 店
渋 谷 本 部
札 幌 P A R C O
仙 台 P A R C O
浦 和 P A R C O
池 袋 P A R C O
P A R C O _ y a 上 野
(上野フロンティアタワー)
錦 糸 町 P A R C O
渋 谷 P A R C O
ひ ば り が 丘 P A R C O
吉 祥 寺 P A R C O

東 京 都 豊 島 区
東 京 都 渋 谷 区
札 幌 市 中 央 区
仙 台 市 青 葉 区
さいたま市浦和区
東 京 都 豊 島 区
東 京 都 台 東 区

東 京 都 墨 田 区
東 京 都 渋 谷 区
東 京 都 西 東 京 市
東 京 都 武 蔵 野 市

調 布 P A R C O

松 本 P A R C O

静 岡 P A R C O

名 古 屋 P A R C O

心 斎 橋 P A R C O

広 島 P A R C O

福 岡 P A R C O

Pedi（ペディ）汐留

カトレヤプラザ伊勢佐木

HAB@（ハブアット）熊本

東 京 都 調 布 市

長 野 県 松 本 市

静 岡 市 葵 区

名 古 屋 市 中 区

大 阪 市 中 央 区

広 島 市 中 区

福 岡 市 中 央 区

東 京 都 港 区

横 浜 市 中 区

熊 本 市 中 央 区

株式会社パルコデジタルマーケティング 東 京 都 渋 谷 区 PA R C O（S I N G A P O R E）P T E  L T D シ ン ガ ポ ー ル

名　　　　　称 所　在　地 名　　　　　称 所　在　地

Ｊ.フロント都市開発株式会社

本 社

上野フロンティアタワー

ク ロ ス 銀 座

札 幌 Z E R O  G A T E

原 宿 Z E R O  G A T E

川 崎 Z E R O  G A T E

名 古 屋 Z E R O  G A T E

京 都 Z E R O  G A T E

東 京 都 渋 谷 区

東 京 都 台 東 区

東 京 都 中 央 区

札 幌 市 中 央 区

東 京 都 渋 谷 区

川 崎 市 川 崎 区

名 古 屋 市 中 区

京 都 市 下 京 区

心 斎 橋 Z E R O  G A T E

三 宮 Z E R O  G A T E

広 島 Z E R O  G A T E

BINO（ビーノ）御徒町

B I N O 銀 座

B I N O 栄

B I N O 東 洞 院

　 他

大 阪 市 中 央 区

神 戸 市 中 央 区

広 島 市 中 区

東 京 都 台 東 区

東 京 都 中 央 区

名 古 屋 市 中 区

京 都 市 中 京 区

株式会社パルコスペースシステムズ 東 京 都 渋 谷 区 株 式 会 社 Ｊ . フ ロ ン ト 建 装 大 阪 市 中 央 区

名　　　　　称 所　　　　　在　　　　　地

Ｊ Ｆ Ｒ カ ー ド 株 式 会 社 本　社：大阪府高槻市

営業所：東京都３、大阪市２、京都市１、神戸市１、札幌市１、名古屋市１、

静岡市１

本　社：大阪府５社、名古屋市１社、東京都１社、上海１社、タイ１社

(3) 主要な営業所

(百貨店事業)

(ＳＣ事業)

(デベロッパー事業)

(決済・金融事業)

(その他の子会社)

－ 2 －
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(4) 従業員の状況、２. 会計監査人に関する事項

区　　分 員　　数

Ｊ.フロント リテイリング 233名

百 貨 店 事 業 2,943

S C 事 業 565

デ ベ ロ ッ パ ー 事 業 870

決 済 ・ 金 融 事 業 249

そ の 他 483

合 計 5,343

①企業集団の従業員の状況

(注) 上記従業員のほかに、専任社員が1,131名、有期雇用の嘱託及び
パートナー等が828名おります。

員　　数 平均年齢

233名 47.4歳

名　　称 員  数 平均年齢

株式会社大丸松坂屋百貨店 2,682名 49.8歳

株 式 会 社 パ ル コ 591 43.7

②当社の従業員の状況

(注) 上記従業員のほかに、専任社員が４名、有期雇用の嘱託及びパー
トナー等が15名おります。

③主要な子会社の従業員の状況

　

(4) 従業員の状況

①当社が支払うべき報酬等の額 136百万円

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 373百万円

２. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

　ＥＹ新日本有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分
しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 監査委員会が会計監査人の報酬に同意した理由

　監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠

などが適切であるかどうかについて検討を行った上で、妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の

額について同意いたしました。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項の解任事由に該当し、又は監督官庁から監査業務停止処分を受

けるなど、当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じ、これらにより当該会計監査人の解任又

は不再任が相当であると判断されるに至ったときは、監査委員会は、監査委員全員の同意により会計

監査人を解任し、又は株主総会に提出する会計監査人の解任・不再任議案の決定を行うなど必要な対

応を講じます。

(6) 監査委員会が会計監査人の再任を決定した理由

　監査委員会が策定した会計監査人の評価基準に基づき、ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査活動の

適切性や妥当性などを評価した上で、総合的に検討を重ねた結果、このたびの再任を決定いたしまし

た。

－ 3 －
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(1) 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞

３. 会社の体制及び方針

⑴ 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞

（2024年５月23日改定）

　本方針は、Ｊ.フロントリテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）が、当社グループ

（当社及び子会社から成る企業集団をいいます。以下同じ。）における全体業務が適法且つ適正に遂

行されるための内部統制システム構築に関する基本方針を定めたもので、この方針を具体的に推進す

ることにより、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的としま

す。

・当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、会社が株主をはじ

め顧客・従業員・地域社会などの立場を踏まえた上で、透明・公正且つ迅速・果断な意思決定を行

うための仕組みであるコーポレートガバナンスを実現することを目指し、経営の監督と執行の機能

を明確に分離し、取締役会の業務執行に対する監督機能と意思決定機能を強化した指名委員会等設

置会社制度を採用しています。

・最良のコーポレートガバナンスの構築に向けては、代表執行役社長が当社グループ内で様々なリス

ク（不確実性）に対してリスクテイクまたはリスクヘッジを行い、適正・効率的に業務を遂行でき

る内部統制の体制の構築が重要であると考えます。

・内部統制の体制とは、企業の持続的、安定的な成長実現に向けて、企業内部でリスク（不確実性）

を統制するための企業が備えるべき仕組みであり、具体的には、以下のグループ管理体制、リスク

管理体制、法令遵守体制、内部監査体制、監査委員会体制などの体制で構成されます。

Ｉ．グループ管理体制

①　取締役会

・取締役会は、監督機能として執行役及び取締役の職務の執行の監督を行います。

・取締役会は、会社法または定款に規定される事項のほか、グループビジョン、サステナビリティ方

針、グループ中期経営計画などグループ経営の全体方針・計画、Ｍ＆Ａ、グループ資金計画、その

他グループ経営に関する個別の重要な事項を協議・決議するものとします。これら以外の業務執行

事項の決定については、意思決定及び執行の迅速化をはかるため、グループ経営に重要な影響を及

ぼすものを除き、執行に委任します。

・取締役会の監督行為、意思決定などについて、監督と執行の分離、取締役会における論議の実効性

確保の観点から、当社株主と利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役が全体の過半数の構成

とします。

・客観的な経営の監督に対する実効性を確保するため、社外取締役に加えて、社内情報に精通した社

内出身の業務執行を担わない非業務執行取締役を置きます。

②　執行体制

・経営の監督と執行を明確に分離し、取締役会の監督機能を強化するとともに、執行への権限委譲を

行い、迅速な経営の意思決定を行います。一方で、執行は、以下の体制を取ることで統制をはかっ

ていきます。

・執行組織として、戦略遂行の実効性とスピードアップを実現する最適な統括部を設置し、統括部長

には執行役が就くこととします。

・代表執行役社長及び各統括部のミッションを明確にします。各部門はミッション及び組織・業務分

掌規程に定める役割業務に基づき、具体的計画を策定し実行します。

－ 4 －
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(1) 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞

・グループ経営の大きな方針、個別の重要案件などの策定を行うとともに、事業子会社の業務執行に

ついて、監督を行います。取締役会は、執行が策定した大きな方針・計画、個別重要案件の妥当性

を論議・決定（承認）します。

・グループ経営会議、グループ政策会議、セグメント別中期経営計画進捗会議、関連事業業績・戦略

検討会などでグループ経営の全体方針・計画などを論議するとともに、経営戦略の進捗確認、経営

間での情報共有などを行います。

・グループ共通会計システムの原則導入及びグループ資金の集中管理の推進など、グループ全体の効

率を上げるための体制を構築します。

・適正な資産評価に基づいた効率経営の実践や、当期利益重視の経営管理、財務情報の国際的な比較

可能性を高めることによる海外投資家の利便性向上を目的として、国際会計基準（以下、ＩＦＲ

Ｓ）を任意適用します。

③　内部統制推進体制

・代表執行役社長の指揮の下、執行の内部統制を強化するために、内部統制担当部門、担当者を設置

し、当社及び事業子会社において、会社法における内部統制、及び金融商品取引法における内部統

制の体制の整備・運用の管理を行います。

・内部統制担当部門は、監査委員会、内部監査部門、各統括部及び事業子会社などと連携し、情報共

有を行うとともに、内部統制に不備が生じた場合には、これを改善します。

・財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他関連する法令に基づき、財務報告の信

頼性を確保するための社内体制を当社及び事業子会社に構築します。

Ⅱ．リスク管理体制

・リスク管理経営に係る代表執行役社長の諮問機関として、代表執行役社長を委員長とし、執行役な

どをメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置します。

・リスクマネジメント委員会は、リスクの抽出及び評価、戦略に反映させるリスクの決定など重要事

項を審議し、リスクマネジメントを経営の意思決定に活用します。なお、同委員会での審議内容に

ついては、適時に取締役会に報告します。

・リスク管理経営を推進するため、リスク管理担当役員を置きます。

また、リスク管理担当部門、担当者を設置し、当社及び事業子会社におけるリスク管理の支援・指

導・モニタリングを行います。

・事業子会社にリスク管理担当部門、担当者を設置し、日常的にリスク管理の指揮を行います。

・大規模な地震、火災、事故などのハザードリスク発生時においては、代表執行役社長を本部長とす

る｢緊急対策本部｣が統括して危機管理にあたります。

Ⅲ．法令遵守体制

①　コンプライアンス推進体制

・コンプライアンス管理経営に係る代表執行役社長の諮問機関として、代表執行役社長を委員長と

し、顧問弁護士、執行役などをメンバーとするコンプライアンス委員会を設置します。

・コンプライアンス管理経営を推進するため、コンプライアンス担当役員を置きます。

　また、コンプライアンス担当部門・担当者を設置し、当社及び事業子会社におけるコンプライアン

ス体制の整備および浸透活動、その運用状況の監督を行います。

・事業子会社にコンプライアンス担当部門、担当者を設置し、日常的に法令、社内規程に則った業務

運営の監督、指揮を行います。

－ 5 －



2025/04/18 19:00:22 / 24173722_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知

(1) 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞

・コンプライアンス委員会は、事業子会社各社のコンプライアンス担当部門との連携を強化し、コン

プライアンス体制の基盤整備や、運用状況の監督を継続的に実施し、法令・企業倫理等の遵守を推

進するほか、重大なコンプライアンス事案が発現した際にはその対応策の策定等を行います。

なお、同委員会での審議内容については、適時に監査委員会に報告します。

②　内部通報制度

・社外（顧問弁護士）にも通報窓口を置く当社グループの内部通報システムとして、当社及び事業子

会社で勤務するすべての者が利用できる「ＪＦＲグループコンプライアンス・ホットライン」を設

置します。

・ホットラインは、報告または通報に対して、秘密保持を徹底し、通報者の個人情報を同意なく第三

者に開示しないこと、また、事実調査に際しては、通報者が特定されないように配慮をすること、

通報者に対し、人事その他のあらゆる面での不利益な取扱いを行わないことなどを方針として対応

します。

・経営幹部に対するホットラインの通報は、直接監査委員会に入り、監査委員会からの指示を受ける

体制を構築することで、独立性を有する通報ルートを確保します。

IV．内部監査体制

・代表執行役社長の指揮の下に、独立した内部監査部門を設置します。内部監査部門は、内部監査規

程に基づき、代表執行役社長の指示の下、当社及び事業子会社の監査を行い、または、業務監査結

果を適正に報告させ、その業務プロセスの適切性、有効性を検証し、当社各部門及び事業子会社に

指摘・助言・提案を行います。

・内部監査部門の責任者は、事業子会社内部監査部門に対し指示、指導、助言を行うとともに、事業

子会社監査計画および監査結果を第三者評価することで内部統制面の機能状況を代表執行役社長へ

報告します。

・監査機能の強化を通じたコーポレートガバナンスの更なる充実に向け、代表執行役社長と監査委員

会、内部監査部門の連携を明確にします。具体的には、報告対象を代表執行役社長と監査委員会と

するデュアルレポート体制を取ります。その際、監査報告書と改善報告書を併せて報告を行うこと

で、迅速な対策を実現します。

・内部監査部門の責任者の任命及び異動については、監査委員会の事前の同意を得ることとし、また

その人事考課に当たり、監査委員会は執行に対し意見を述べます。

Ｖ．監査委員会体制

・監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行について、適法性及び妥当性の監査を行います。

・独立社外取締役と常勤の非業務執行取締役で構成し、透明性・客観性確保の観点から、委員長は独

立社外取締役から選定します。

・監査委員会の職務をサポートする組織として、監査委員会事務局を設置します。

・監査委員会事務局員の任命・異動と監査委員会事務局の責任者の人事考課は、独立性を担保するた

めに、監査委員会の事前の同意を得ることとします。

・監査委員会は、定期的に代表執行役社長と会合などを持ち、情報の共有化をはかります。また、必

要に応じて当社の執行役及び取締役を監査委員会に出席させ、報告・意見を求めることができま

す。

・監査委員会は、定期的に内部監査部門と連携し、情報を共有化します。また、必要に応じて会計監

査人、外部専門家などを監査委員会に出席させ、報告・意見を求めることができます。
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・監査委員は、下記の事項についての監査状況を監査委員会にて報告します。

・取締役会で決議または報告された事項

・監査委員会が課題として取り上げた事項

・内部監査の実施状況及びその結果（監査報告書、改善報告書など）

・監査委員は、グループ経営会議などへの出席、稟議書など業務執行に係る重要な文書の閲覧、必要

に応じて事業子会社の役員及び従業員からの説明を求めることができます。

・事業子会社は、監査委員会から要請があった場合には、必要な監査報告書の提出その他の業務を行

います。

・監査委員会は、グループ全体の監査の充実及び強化のため、事業子会社の監査役との定期的な会合

などを持ちます。

・事業子会社の監査役の任命・異動については、監査委員会の同意を要するものとし、事業子会社の

監査役は、監査委員会事務局員を兼務します。

・監査委員会は、職務の執行のために必要と思われる費用を当社に請求することができ、当社はそれ

を負担します。

VI．情報保存管理体制

①　秘密情報管理

・執行役及び取締役の職務の執行に係る文書、ならびに執行役及び取締役が主催する会議体の議事録

と関連資料（ともに電磁的記録を含む）については、法令及び秘密情報管理規程に基づき、各所管

部門が定められた期間、保存・管理し、常時閲覧できる体制を取ります。

②　情報セキュリティ管理

・システム部門の統括部長は、情報セキュリティポリシー、ＩＴガバナンス方針に基づき、当社の情

報セキュリティ管理を統括し、情報システムの管理状況などについて、定期的及び必要に応じて都

度、取締役会、監査委員会、経営会議及び代表執行役社長に報告を行います。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞の

運用状況の概要（2024年度）

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制体制の整備とその適切な運用

に努めております。当事業年度における主な運用状況は、以下のとおりであります。

Ⅰ．グループ管理体制

①取締役会

1）取締役会は、監督と執行の分離、取締役会における論議の実効性確保の観点から、当社株主と

利益相反が生じるおそれがない独立社外取締役が全体の過半数の構成としております。

2）取締役会では、当社グループ経営に係る重要な事項について審議を重ねております。取締役会

での指摘事項や課題については、執行に対し再報告を求め、改めて取締役会で協議するなど、

ＰＤＣＡサイクルを回すことに努めております。また、取締役会の論議をより充実させるた

め、取締役会に先立ち社外取締役に対して事前の説明会を行っております。これらの取組みに

より、取締役会の実効性の向上をはかっております。

3）当事業年度は15回開催し、会社法または定款に規定される事項や中期経営計画（2024-2026年

度）のモニタリングのほか、グループ内事業再編、リユース事業への参入に向けた合弁会社設

立などについて論議しました。また、「内部統制システム構築の基本方針」に定める各事項に

ついては、整備・運用状況を評価し、重要な不備は存在しないことを確認しております。

4）毎年度、第三者機関を活用した取締役会実効性評価を実施し、顕在化した課題を解決すること

で、取締役会の一層の実効性向上に継続的に取り組んでおります。

②執行体制

1）当社は、執行組織として、戦略実行の実効性とスピードアップを実現する最適な統括部を設置

しております。代表執行役社長のミッションを受け、中期経営計画、年度実行計画を実現する

ために統括部長である執行役が各統括部のミッションを作成しております。各統括部は、自部

門のミッションおよび業務分掌に基づき、業務執行及び事業子会社の経営管理、サポートを行

っております。

2）持株会社である当社は、グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ年度経営方針の

企画･立案・浸透及びこれらの進捗・成果管理、事業ポートフォリオマネジメント（経営資源の

最適配分）、グループ全体の人財マネジメント、株主マネジメントやグループ全体のコーポレ

ートガバナンスの確立などを役割・責務としております。事業子会社の業務執行事項について

は、経営判断の迅速化・経営責任の明確化をはかるため、グループ経営に重要な影響を及ぼす

事項を除き事業会社に権限を委任するための基準を設定し、その基準に基づいた運用を行って

おります。

3）当社は、役割を明確に定めた執行の会議体を複数設置しております。グループ経営会議はグル

ープ経営の全体方針・計画など取締役会に付議する重要事項を中心に論議し、またグループ政

策会議や中期経営計画進捗会議、関連事業業績・戦略検討会などにおいて論議確認を行うこと

で、迅速な経営判断につなげております。

4）グループ共通会計システムを原則導入し、業務の効率化を推進するとともに、キャッシュ・マ

ネジメントシステムによるグループ資金調達の一元化と効率化を推進しております。

③内部統制推進体制

1）代表執行役社長の指揮の下、内部統制担当部門、担当者を設置し、当社及び事業子会社におい

て、会社法における内部統制及び金融商品取引法における内部統制の体制の整備・運用の管理

を行っております。

2）財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他関連する法令に基づき、財務報告

の信頼性を確保するための社内体制を、当社及び事業子会社で整備・運用しております。

3）当事業年度は、開示すべき重要な不備は見られず、その旨を監査委員会、取締役会に報告して

おります。
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Ⅱ．リスク管理体制

1）当社は、リスク管理経営に係る代表執行役社長の諮問機関として、代表執行役社長を委員長と

し、執行役及び事業子会社社長などをメンバーとするリスクマネジメント委員会を設置してお

ります。

2）リスクマネジメント委員会は、定期的にリスク（不確実性）について論議し、リスクの識別及

び評価を行い、優先順位をつけて戦略に反映するとともに、対応策のモニタリングを行い、取

締役会に報告を行っております。

3）当事業年度は３回開催し、中期経営計画において対応すべき重要なリスク（グループ重要リス

ク）に基づき対応、モニタリングを行うとともに、期中で内外環境の変化を踏まえ、グループ

重要リスクについての見直しとその対応も行いました。また、グループ各社では、グループ全

体のリスクを参考としつ、個社特有のリスクを抽出し、事業会社ごとにリスクを策定し、対

応、モニタリングしています。

4）大規模な地震、火災、事故などのハザードリスク発生については、代表執行役社長を本部長と

する「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたる体制を取っております。当事業年度におい

ても「危機管理規程」および大規模自然災害を想定した「事業継続マニュアル」に基づき、事

業会社においてＢＣＰ訓練を複数回実施するなど幅広い危機事象への対応能力の向上に継続し

て努めております。また新たな感染症への備えについても、集団感染を防止するための感染予

防対策や平時における備えなどを定めた「新型感染症対応マニュアル」の下、事業への影響を

極小化する対策を講じております。

Ⅲ．法令遵守体制

①コンプライアンス推進体制

1）当社は、コンプライアンス経営に係る代表執行役社長の諮問機関として、代表執行役社長を委

員長とし、顧問弁護士、執行役などをメンバーとするコンプライアンス委員会を設置しており

ます。

2）事業子会社にもコンプライアンス担当部門、担当者を設置し、日常的に法令、社内規程に則っ

た業務運営の監督・指揮を行っております。

3）当事業年度は、コンプライアンス委員会を４回開催し、当社グループ内の組織風土上の課題と

改革の取組み等について論議を行いました。また内部通報制度の集計状況を踏まえ、対応につ

いて協議を行いました。さらに、グループ全社員を対象にコンプライアンス意識調査を実施

し、コンプライアンス委員会にて評価結果に基づく協議を行いました。

4）コンプライアンスの取組み浸透を図るため、グループ各社のコンプライアンス担当者による会

議を年４回開催し、グループ全体のコンプライアンス意識及び活動の向上を図っております。

また、ＪＦＲの役員及びグループ各社の役員・幹部・新任管理職を対象として、コンプライア

ンス・企業風土をテーマとした研修を実施いたしました。

②内部通報制度

1）当社は、社内及び社外（顧問弁護士）に通報窓口を置き、当社及び事業会社で勤務するすべて

の者が利用できる内部通報システム（ＪＦＲグループコンプライアンス・ホットライン）を設

置しております。

2）経営幹部に対するホットラインの通報は、窓口から監査委員会に直接伝えられ、監査委員会か

らの指示を受ける体制を構築しております。

3）当事業年度は、社内ポータルサイトにおいて通知内容の分析や対応状況を掲載するなどグルー

プ各社従業員に向け制度の浸透及び理解の促進を図りました。その結果、人事労務関係など66

件の通報があり、事務局を中心に対応しております。

Ⅳ．内部監査体制

1）当社は、代表執行役社長の下、独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社

及び事業会社の業務監査に加え、コーポレートガバナンス体制、リスクマネジメント体制、コ

ンプライアンスマネジメント体制の適法性、有効性を検証・評価しております。

2）代表執行役社長及び監査委員会へのデュアルレポート体制を取っており、監査結果及び監査指

摘事項に対する改善策を定期的に報告しております。改善策に対する経営からの指示事項につ

いては、被監査部門と連携し、迅速な課題対応を行っております。
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3）リモート監査体制を構築しており、現場往査と併用し監査を実施しております。当事業年度

は、労働施策総合推進法や独占禁止法などの法令遵守状況、規程類・業務ルールの整備及び遵

守状況などの業務監査に加え、「ＩＴガバナンス整備運用状況」「グループホットライン運営

状況」などをテーマとした監査を行いました。

Ⅴ．監査委員会体制

1）監査委員会は、社外取締役を監査委員長とし、社内取締役である非業務執行取締役を含む４名

で構成しております。

2）監査委員会は、取締役会で決定した全体方針・計画に則して、執行役及び取締役の職務執行を

監査するほか、取締役会に付議する重要案件その他監査委員会が必要と認める個別案件につい

て監査するとともに、内部統制の構築・運用状況について監査を実施し、監査報告を作成して

おります。

3）監査委員会は、会計監査人から監査開始前に監査の方針及び計画の説明を受けるとともに、監

査の実施結果について説明・報告を受ける一方、監査項目について要望を表明するなど、定期

的な意見交換を実施しております。内部監査室からは定期的に監査報告を受け、内部監査によ

り判明した課題の改善状況について確認を行っております。また、グループ会社監査役とは定

例の会議を通じて、監査上の課題認識などの共有と意見交換を緊密に行っております。

4）監査委員会は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常勤監査委員がグ

ループ経営会議など重要な会議・委員会に出席するとともに、稟議書など業務執行に係る重要

な文書を閲覧しております。

5）当事業年度は、監査委員会を24回開催し、同委員会とは別に「監査委員ミーティング」におい

て、当社全執行役の職務執行監査を行いました。これらを通じ、グループシナジーの最大化

他、グループ方針に基づく計画進捗、及び健全で持続的な企業体制の維持・向上の状況等に関

するモニタリングを行いました。

Ⅵ．情報保存管理体制

①秘密情報管理

当社は、執行役及び取締役の職務の執行に係る文書、ならびに執行役及び取締役が主催する会議

体の議事録と関連資料（ともに電磁的記録を含む）について、法令や社内規定に基づき、各所管部

門が情報の保存・管理を適切に行っております。

②情報セキュリティ管理

当社は、情報セキュリティポリシー、ＩＴガバナンス方針を制定してグループ内で共有し、それ

に基づき各所管部門が情報セキュリティ管理を行っております。また情報システムの管理状況など

は、定期的及び必要に応じて、取締役会、監査委員会、グループ経営会議で報告を行っておりま

す。

ＩＴに係る潜在リスクを最小化し企業価値向上を果たすことを目的に、「ＩＴガバナンス方針・

規程・細則」に基づくＩＴガバナンス定例会・システム開発協議会などを通じてＩＴ戦略の策定か

ら実行までの一連の活動を統制するとともに、標的型攻撃メール訓練やインシデント対応訓練を継

続的に実施するなど情報セキュリティポリシー遵守に向けた取組みを推進しております。また、当

事業年度はグループ内の事故発生後の対処を迅速に行う組織（ＪＦＲ－ＣＳＩＲＴ）の取り組みに

ついて社内規程化を行いました。
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⑶ 株式会社の支配に関する基本方針

Ⅰ．基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容

や当社グループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利

益を継続的かつ持続的に確保し、これを向上していくことを可能とする者であることが必要である

ものと考えております。

　当社は、当社が上場会社であることから、当社の株主の在り方については、一般的には金融商品

取引所における自由な市場取引を通じて決まるものであり、特定の株主又は特定の株主グループに

よって当社株式の一定規模以上の取得行為（以下「大量取得行為」といいます。）が行われる場合

であっても、当該大量取得行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するもので

あれば、一概にこれを否定するものではなく、これに応じるか否かについては、最終的には株主の

皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。

　しかしながら、大量取得行為の中には、その目的等からして当社グループの企業価値に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社

取締役会や株主の皆様が大量取得者の提案内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提

案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、当社グループの企業価値を毀損する重大な

おそれをもたらすものも想定されます。

　このような当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者

（以下「大量取得者」といいます。）は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては

不適切であり、当社は、このような大量取得行為に対しては、大量取得者による情報提供並びに当

社取締役会による検討及び評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値ひ

いては株主共同の利益の毀損を防止するため、当社取締役会及び株主の皆様が大量取得者の提案内

容を検討するための十分な時間を確保することこそが、株主の皆様から当社経営の負託を受けた当

社取締役会の責務であると考えております。

Ⅱ．基本方針の実現に資する取り組み

　当社グループは、大丸・松坂屋の創業以来、その企業理念、伝統精神である「先義後利（義を先

にして利を後にする者は栄える）」、「諸悪莫作 衆善奉行（諸悪をなすなかれ、多くの善行を行

え）」、「人の利するところにおいて、われも利する」に基づき、永年にわたって呉服商、百貨店

業を営んでまいりました。

　当社は、当社グループの企業価値の源泉は、これらの理念、精神に基づくことにより築き上げら

れてきた、お客様及び社会との信頼関係にあるものと考えております。

　そこで、当社は、これらの理念、精神に共通する「お客様第一主義」、「社会への貢献」を体現

するため、当社グループの基本理念として「時代の変化に即応した高質な商品・サービスを提供

し、お客様の期待を超えるご満足の実現を目指す」、「公正で信頼される企業として、広く社会へ

の貢献を通じてグループの発展を目指す」ことを掲げ、この基本理念に基づき、当社グループの企

業価値ひいては株主共同の利益の確保及び向上に資するため、当社グループのビジョンである“く

らしの「あたらしい幸せ」を発明する。”の実現を目指し、さまざまな施策に取り組んでおりま

す。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み

　当社は、現在のところ、大量取得者が出現した場合の具体的な取り組み、いわゆる買収防衛策に

ついて特にこれを定めてはおりません。

　しかしながら、大量取得者が出現した場合には、当社グループの企業価値の毀損を防止するた

め、大量取得者の属性、大量取得行為の目的、大量取得者が提案する財務及び事業の方針、株主の

皆様及び当社グループのお客様・お取引先様・従業員・当社グループを取り巻く地域社会その他の

ステークホルダーに対する対応方針など、大量取得者に関するこれらの情報を把握した上で、当該

大量取得行為が当社グループの企業価値に及ぼす影響を慎重に検討する必要があるものと考えてお

ります。
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　したがって、このような場合には、当社は、当社経営陣及び社内取締役から独立した立場にある

社外取締役及び有識者を構成員とする独立委員会を設置し、その勧告意見を踏まえた上で、当該大

量取得者が前記の基本方針に照らして不適切な者であると判断されるときは、必要かつ相当な対応

を講じることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保する所存です。

Ⅳ．具体的な取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社グループで策定するさまざまな施策は、当社グループの基本理念に基づいて策定されてお

り、当社グループの企業価値の源泉であるお客様及び社会との信頼関係のさらなる構築を目指すも

のであります。したがって、これらの施策は、基本方針の内容に沿うものであり、当社グループの

企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

　また、基本方針に照らして不適切な者であると判断される大量取得者に対して必要かつ相当な対

応を講じることについては、当社経営陣及び社内取締役からの独立性が確保されている独立委員会

の勧告意見を踏まえて判断することにより、その判断の公正性・中立性・合理性が担保されてお

り、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損なうものではないとともに、当社の会社役員の

地位の維持をその目的とするものではないと考えております。
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連結子会社 ２２社

持分法適用関連会社 ９社

連　結　注　記　表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１. 連結計算書類の作成基準

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、「国際会計基準（以下、

IFRS）」に準拠して作成しております。

なお、連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

２. 連結の範囲に関する事項

主要な連結子会社は、「事業報告　１.企業集団の現況に関する事項　 (８)重要な親会社及び子会社の状況」

に記載のとおりであります。

当社連結子会社である株式会社大丸松坂屋百貨店は2024年７月31日付で、持分法適用関連会社であった株式会

社心斎橋共同センタービルディングの株式の35.2%を取得いたしました。その結果、当社は同社を連結の範囲に

含めております。

３. 持分法の適用に関する事項

主要な持分法適用関連会社は、銀座六丁目開発特定目的会社等であります。

当社連結子会社である株式会社パルコは2024年３月27日付で、株式会社アパレルウェブの株式の一部を譲渡い

たしました。その結果、当社は同社を持分法適用の範囲から除外いたしました。また、当社は2024年３月１日付

で、Pride1号投資事業有限責任組合を共同出資により設立し、持分法適用の範囲に含めております。また、当社

連結子会社であるJ.フロント都市開発株式会社は2025年１月28日付で、心斎橋みらい特定目的会社を共同出資に

より設立しました。その結果、当社は同社を持分法適用の範囲に含めております。

持分法適用関連会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、追加的に当社の決算期で計算書類

を作成する等の調整を行っております。

４. 連結子会社の事業年度等に関する事項

子会社の所在する現地の法制度上不可能である等の理由により、子会社の計算書類の決算期が当社の決算期で

ある２月末と異なる子会社については、追加的に当社の決算期で計算書類を作成する等の調整を行っておりま

す。

５. 会計方針に関する事項

(1) 外貨換算

① 外貨建取引

当社グループの各企業は、その企業が営業活動を行う主たる経済環境の通貨として、それぞれ独自の機能

通貨を定めており、各企業の取引はその機能通貨により測定しております。

各企業が個別計算書類を作成する際、その企業の機能通貨以外の通貨での取引の換算については、取引日

の為替レートを使用しております。

期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで換算しております。

換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、非貨幣性項目に係る利

益又は損失がその他の包括利益に計上される場合は、為替差額もその他の包括利益に計上しております。

② 在外子会社等の計算書類

在外子会社等の資産及び負債については期末日の為替レートを用いて日本円に換算しております。在外子

会社等の収益及び費用については、当該期間の為替レートが著しく変動していない限り、その期間の平均為

替レートを用いて日本円に換算しております。為替レートに著しい変動がある場合には、取引日の為替レー
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トを用いて換算します。

在外子会社等の計算書類の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外

子会社等の換算差額は、在外子会社等が処分された期間に損益として認識されます。

(2) 重要な資産の評価基準、評価方法及び減価償却資産の減価償却の方法

① 金融商品

（ⅰ）非デリバティブ金融資産

当社グループは、営業債権及びその他の債権を、これらの発生日に当初認識しております。その他の

全ての金融資産は、当社グループが当該金融商品の契約当事者となった取引日に当初認識しておりま

す。

非デリバティブ金融資産の分類及び測定モデルの概要は以下のとおりであります。

(a) 償却原価で測定する金融資産

負債性金融商品に対する投資のうち、契約上のキャッシュ・フローが、特定日に支払われる元本及

び利息から構成され、かつ当社グループが、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有する

ことを目的とする事業モデルに基づいて保有している場合には、当該負債性金融商品を実効金利法を

用いて償却原価で測定しております。

(b) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（以下、FVTOCIの金融資産）

負債性金融商品に対する投資のうち、契約上のキャッシュ・フローが、特定日に支払われる元本及

び利息から構成され、かつ当社グループが、契約上のキャッシュ・フローの回収及び当該金融資産の

売却の双方を目的とする事業モデルに基づいて保有している場合には、当該負債性金融商品を公正価

値で測定しております。

売買目的保有ではない資本性金融商品に対する投資について、当社グループは、当初認識時に公正

価値で測定し、その変動を、その他の包括利益で認識するという選択（撤回不能）を行う場合があり

ます。この場合、公正価値の変動は、その他の包括利益（純損益に組替調整されません）で認識して

おります。その他の包括利益として認識した金額は、当該金融資産の認識を中止した場合に、その累

積額を利益剰余金に振替えております。なお、配当金については、明らかに投資原価の一部回収であ

る場合を除き純損益で認識しております。

(c) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（以下、FVTPLの金融資産）

上記以外の金融資産は、公正価値で測定し、その変動を純損益で認識しております。

当社グループは、いずれの負債性金融商品も、会計上のミスマッチを取り除くあるいは大幅に削減

させるために純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定しておりません。

(d) 金融資産の減損

当社グループは、償却原価又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定される負債性金融商品の

減損の認識にあたって、期末日ごとに対象となる金融資産又は金融資産グループに当初認識時点から

の信用リスクの著しい増加があるかどうかに基づいております。具体的には、当初認識時点から信用

リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を貸倒引当金として認識しておりま

す。一方、当初認識時点から信用リスクの著しい増加があった場合には、残存期間にわたる予想信用

損失を貸倒引当金として認識しております。信用リスクが著しく増加しているか否かは、デフォルト

リスクの変化に基づいて判断しております。

当社グループの通常の取引より生じる営業債権については、回収までの期間が短いため、簡便的に

過去の信用損失に基づいて、当初から残存期間にわたる予想信用損失を認識しております。
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(e) 金融資産の認識の中止

当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、

又は、当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的に全て移転する取引において、金融資産

から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中

止しております。移転した金融資産に関して当社グループが創出した、又は当社グループが引き続き

保有する持分については、別個の資産・負債として認識しております。

（ⅱ）非デリバティブ金融負債

当社グループは、金融負債を当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に認識してお

ります。

非デリバティブ金融負債には、借入金、社債、営業債務、その他の短期債務、全国百貨店共通商品券

及び預り金等が含まれ、公正価値で当初認識し、実効金利法に基づき償却原価で事後測定しておりま

す。

当社グループは、金融負債が消滅した場合、つまり、契約上の義務が免責、取消又は失効となった場

合に、金融負債の認識を中止しております。

（ⅲ）現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構

成されております。

② 非金融資産の評価基準及び評価方法

（ⅰ）棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価

額は、通常の事業過程における見積売価から見積販売費用等を控除した額であります。取得原価は、主

として個別法に基づいて算定されており、購入原価、現在の場所及び状態に至るまでに要した全ての費

用を含んでおります。

（ⅱ）売却目的で保有する資産

非流動資産の帳簿価額が、継続的使用よりも、主として売却取引により回収される場合に、当該資産

（又は処分グループ）は、「売却目的で保有する資産」として分類しております。

売却目的で保有する資産は、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額で測定しま

す。

「売却目的で保有する資産」に分類後の有形固定資産、無形資産及び投資不動産については、減価償

却及び償却は行っておりません。
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・建物及び構築物 ２－60年

・機械運搬具 ２－17年

・器具装置及び備品 ２－20年

・ソフトウエア ５-10年

③ 有形固定資産

有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した価額で計上しております。

取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復費用、及び資産計上すべ

き借入費用が含まれております。

土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上され

ております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

④ のれん

当社グループはのれんを、取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対価

の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額（通常、公正価値）を控

除した額として測定しております。

のれんの償却は行わず、毎年度又は減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを実施してお

ります。

のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。

また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で計上されま

す。

⑤ 無形資産

無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した

価額で表示しております。

のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用

年数にわたって定額法で償却され、主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。また、耐用

年数を確定できない重要な無形資産はありません。

⑥ 使用権資産

当社グループは、使用権資産をリースの開始日に認識し、取得原価で当初測定を行っております。当該取

得原価は、リース負債の当初測定の金額、リース開始日より前に支払ったリース料から、受け取ったリー

ス・インセンティブを控除したもの、および発生した当初直接コストから構成されております。

使用権資産は、当初測定後、リース期間にわたり定額法を用いて減価償却しております。リース期間につ

いては、リースの解約不能期間に、延長することが合理的に確実である期間、および、解約しないことが合

理的に確実な期間を加えた期間を加味し決定しています。また、使用権資産が減損した場合は、減損損失を

使用権資産の帳簿価額から減額しております。

⑦ リース負債

リース負債は、リースの開始日以降、リース期間にわたって将来支払われるリース料の現在価値で当初測

定しております。現在価値計算においては、リースの計算利子率が容易に算定できる場合、当該利子率を割

引率として使用し、そうでない場合は、借手の追加借入利子率を使用しております。

リース負債の測定に使用するリース料には、主に固定リース料、リース期間がリース延長オプションの行

使を反映している場合、延長期間のリース料、およびリース期間がリース解約オプションの行使を反映して

いる場合その解約に伴う手数料が含まれます。

当初測定後、リース負債は実効金利法を用いて償却原価で測定しております。そのうえで、指数またはレ

ートの変更により将来のリース料に変更が生じた場合、または延長オプションや解約オプションの行使可能

性の評価に変更が生じた場合、リース負債を再測定しております。

リース負債を再測定した場合、使用権資産の帳簿価額もリース負債の再測定の金額で修正します。ただ

し、リース負債の再測定による負債の減少額が使用権資産の帳簿価額より大きい場合、使用権資産をゼロま
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で減額したあとの金額は純損益で認識します。

⑧ 投資不動産

投資不動産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控

除した価額で表示しております。（減価償却の方法、及び耐用年数については、「③　有形固定資産」をご

参照下さい。）

⑨ 非金融資産の減損

棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の有

無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。

のれん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を毎

年同じ時期に見積っております。

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きい

方の金額としております。資金生成単位については、継続的に使用することにより他の資産又は資産グルー

プのキャッシュ・イン・フローから、概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生み出す最小の資産グルー

プとしております。

のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を

反映して減損がテストされるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジー

が得られると期待される資金生成単位に配分しております。

減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に純損益として認識してお

ります。過去に認識した減損損失は、減損の戻入の兆候があり、回収可能価額の決定に使用した見積りが変

化した場合に、回収可能価額まで減損損失を戻し入れております。ただし、のれんに関連する減損損失は戻

入を行っておりません。減損損失は、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び

償却額を控除した後の帳簿価額を上限として戻し入れております。

(3) 重要な引当金の計上基準

引当金は過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当該債務を

決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、その債務の金額が信頼性をもって見積ることができ

る場合に認識しております。引当金は、貨幣の時間的価値による影響が重要な場合、見積将来キャッシュ・フ

ローを貨幣の時間的価値及び当該負債に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いて

おります。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。

資産除去債務

賃借終了時に原状回復義務のある貸借店舗・事務所等の原状回復費用等の見込額について、資産除去債務

を計上しております。

事業整理損失引当金

事業整理、店舗の閉鎖又は建替えにより、将来発生すると見込まれる店舗の解体費用等の法的又は推定的

債務を計上しております。
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(4) 収益の計上基準

下記の５ステップアプローチに基づき、顧客への約束した財又はサービスの移転と交換に当社グループが権

利を得ると見込んでいる対価の金額を収益として認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループは、持株会社体制の下、百貨店事業を中心としてＳＣ事業、デベロッパー事業、決済・金融事

業などの事業を展開しております。各事業の収益の計上基準については下記のとおりです。

① セグメント別の収益の計上基準

（ｉ）百貨店事業

百貨店事業は、衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売を行っております。このような物品販売につ

いては、多くの場合、物品を顧客に引き渡した時点で、履行義務が充足されると判断しており、当該物品

の引渡時点において収益を認識しております。物品代金は主に履行義務の充足時点である物品引渡時に受

領しております。

（ⅱ）ＳＣ事業

ＳＣ事業は、ショッピングセンターの開発、経営、管理、運営、並びに身回品・雑貨等の販売を行って

おります。

サービスの提供については、継続的に提供しており履行義務は一定の期間にわたり充足されると判断し

ていることから、サービスの提供に応じて収益を認識しております。

身回品・雑貨等の販売については、多くの場合、物品を顧客に引き渡した時点で、履行義務が充足され

ると判断しており、当該物品の引渡時点において収益を認識しております。物品代金は履行義務の充足時

点である物品引渡時に受領しております。

ショッピングセンターの賃貸等による収益は、IFRS第16号に従い、そのリース期間にわたって賃貸収益

を認識しております。

（ⅲ）デベロッパー事業

デベロッパー事業は、不動産の開発、販売、管理、運営、内装工事等を行っております。

不動産の賃貸等による収益は、IFRS第16号に従い、そのリース期間にわたって賃貸収益を認識しており

ます。

不動産の販売による収益は、当該引渡時点において収益を計上しております。

内装工事の設計及び施工については、工事契約の成果が信頼性をもって見積もることができる場合は、

履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。工事契約の成果が信頼性をもって見積もれない場合

は、発生した工事契約原価のうち回収される可能性が高い範囲でのみ収益を認識しております。

（ⅳ）決済・金融事業

決済・金融事業は、クレジットカードの発行と運営等を行っております。

決済・金融事業においては、会員からの年会費、百貨店及び外部加盟店からの手数料を収益として認識

しております。なお、割賦販売利息に関しては、リボルビング残高、分割支払回数に対して、それぞれ一

定の利率を乗じた利息収益をIFRS第９号に従い、その利息の属する期間に認識をしております。

（ｖ）その他

その他のうち、卸売業における電子部品、自動車部品、産業資材、酒類等の製品・商品の販売について

は、多くの場合、物品の引渡時点において顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足される

と判断していることから、主として当該物品の引渡時点で収益を認識しております。
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② 収益の総額と純額表示

当社グループが当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示して

おります。当社グループが第三者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価

の総額から第三者のために回収した金額を差し引いた純額で収益を表示しております。

(5) 法人所得税

法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されており、その他の包括利益で認識される項目等を除き、

純損益として認識しております。

繰延税金は、決算日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、繰越欠損金及

び繰越税額控除に対して認識しております。

繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定または実質的に制定されている法律に基づいて一時差異が解消

される際に適用されると予測される税率によって測定されます。

繰延税金資産は将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除のうち、利用できる課税所得が生じる可能

性が高い範囲内で認識した上で、毎連結会計年度末日に回収可能性を見直しております。繰延税金負債は原則

として全ての将来加算一時差異について認識しております。

当社及び一部の子会社は、グループ通算制度を適用しております。

(6) 従業員給付

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度（企業年金基金制度、退職一時金制度等）を設

けているほか、一部の連結子会社については確定拠出制度を導入しております。

当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位

積増方式を用いて算定しております。

割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日

時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。

確定給付制度に係る負債又は資産の純額は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値（制度

資産の上限の調整を含む）を控除して算定しております。

確定給付に係る負債又は資産の純額の再測定はその他の包括利益として認識し、直ちにその他の資本の構成

要素から利益剰余金に振替えております。再測定は、確定給付制度債務に係る数理計算上の差異、制度資産に

係る収益（制度資産に係る利息収益の金額を除く）等で構成されております。

確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識しております。

－ 19 －



2025/04/18 19:00:22 / 24173722_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知

連結注記表

(7) 株式報酬

当社は、グループビジョンの実現に向けた中期経営計画の着実な遂行をはかるため、信託を活用した役員向

け株式対価報酬制度（役員報酬ＢＩＰ信託）を採用しております。役員報酬ＢＩＰ信託とは、中期経営計画等

の目標達成度に応じて、当社株式を役員に交付（一定の場合には、信託内で換価した上で、換価処分金相当額

の金銭を給付）する制度であります。受領したサービスの対価は、付与日における当社株式の公正価値で測定

しており、付与日から権利確定期間にわたり費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）

１. 有形固定資産、使用権資産、のれん、投資不動産及び無形資産

当社グループは、有形固定資産、使用権資産、のれん、投資不動産及び無形資産が減損している可能性を示す

兆候がある場合には、減損テストを実施しております。

減損テストは、資産の帳簿価額と回収可能価額を比較することにより実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回

る場合には、減損損失を計上しております。

回収可能価額は主として使用価値によっており、使用価値の算定の見積り要素を、資産の使用から生み出され

る将来キャッシュ・フロー、最終的な処分から生み出される将来キャッシュ・フロー及び割引率を見積もってお

ります。

将来キャッシュ・フローの予測期間は、関連する資産の残存耐用年数等を考慮して見積もっております。

割引前将来キャッシュ・フローについては、事業計画を基礎として見積もっており、主要な仮定は、国内個人

消費動向の予測及びインバウンド需要の見通し、並びに事業計画以降の期間の売上成長率であります。

売上収益の基礎となる国内個人消費動向の予測については複数の外部専門機関の予測動向を基に、事業計画に

おける施策の効果を織込み、該当する主要な事業セグメント毎に翌年度以降の売上収益を設定しております。ま

た、インバウンド需要の見通しにおいても、外部機関の国際輸送予測、観光需要予測を基にシナリオ設定し、そ

の範囲での需要を想定しています。

社会情勢・経済情勢の変化による消費影響の変化等についても予測は困難ではありますが、一定の仮定を置き

国内個人消費動向の予測に織込んでおります。

事業計画以降の期間の売上成長率は関連する市場の長期成長率等を勘案して決定しております。このような見

積りは、経営者による最善の見積りによって行っておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって

実際の結果と異なる可能性があります。
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百 貨 店 事 業 Ｓ Ｃ 事 業

減 損 損 失 1,878百万円 765百万円

有 形 固 定 資 産 245,364百万円 196,550百万円

使 用 権 資 産 93,748百万円 51,690百万円

の れ ん 6,275百万円 523百万円

投 資 不 動 産 108,313百万円 3,200百万円

無 形 資 産 3,296百万円 1,085百万円

退職給付に係る負債 15,369百万円

リース負債 173,520百万円

なお、連結計算書類上の減損損失と百貨店事業セグメント及びＳＣ事業セグメントにおける非流動資産金額は

以下のとおりです。

２. 退職後給付

当社グループは、従業員及び退職者に対して確定給付型及び確定拠出型の退職後給付制度を有しております。

確定給付制度債務の現在価値、勤務費用等は、様々な数理計算上の仮定に基づいて算定しております。数理計

算上の仮定には、割引率、将来の給与支給、制度からの将来の脱退者、加入者の平均余命など、様々な要素の見

積りをしております。このような見積りは、経営者による最善の見積りにより行っておりますが、将来の不確実

な経済条件の変動の結果や関連法令の改正・公布によって実際の結果と異なる可能性があります。

なお、連結計算書類上の退職給付に係る負債は以下のとおりであります。

３. リース期間の決定及び見直し

当社グループは、リース期間について、リースの解約不能期間に、延長することが合理的に確実である期間、

及び解約しないことが合理的に確実な期間を加えた期間を加味し決定しています。具体的には、リース期間を延

長又は短縮することによる賃借料の変動、解約違約金の有無、重要な賃借物件の造作設備等の投資回収期間を考

慮の上、合理的に確実な期間を見積もっております。

百貨店事業における借手の不動産リースについて、母店及び母店に紐付く物件は、各店舗ごとに、次回の大規

模改装計画発生時又は次期中期経営計画決定時にリース期間の見直しを行う可能性があります。リース期間の見

直しが必要となった場合、翌期以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がありま

す。

なお、連結計算書類上のリース負債は以下のとおりであります。
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(1) 営業債権及びその他の債権 159百万円

(2) その他の金融資産 5,058百万円

(1) 有形固定資産 346,362百万円

(2) 使用権資産 165,917百万円

(3) 投資不動産 42,039百万円

その他の金融資産 243百万円

その他 153百万円

計 397百万円

営業債務及びその他の債務 276百万円

計 276百万円

固定資産売却益（注１） 144百万円

段階取得に係る差益（注２） 8,525百万円

その他 3,161百万円

計 11,831百万円

固定資産処分損 2,699百万円

減損損失（注） 2,689百万円

その他 1,732百万円

計 7,122百万円

（追加情報）

決算日後の法人税等の税率変更に係る事項

　2025年３月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が公布され、2026年４月１

日以降開始する連結会計年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。

これに伴い、2027年３月１日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、

繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が30.6%から31.5%に変更されます。

この変更により、当連結会計年度末における一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金資産の金額（繰

延税金負債の金額を控除した金額）が2,021百万円減少し、法人所得税費用（借方）が1,778百万円増加、その他

の資本の構成要素が242百万円減少いたします。

（連結財政状態計算書に関する注記）

１. 資産から直接控除した貸倒引当金

２. 減価償却の累計額合計

３. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

(2) 担保に係る債務

（連結損益計算書に関する注記）

１. その他の営業収益

（注１）主にSC事業における保有不動産を売却したことによる売却益であります。

（注２）持分法適用関連会社であった株式会社心斎橋共同センタービルディングの株式を取得したことによる差益で

あります。

２. その他の営業費用

（注）　　当連結会計年度の減損損失2,689百万円の主な内訳は、百貨店事業の1,878百万円、SC事業の765百万円で

あります。
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普通株式 270,565,764株

決 議 株 式 の 種 類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2024年４月15日
取 締 役 会

普通株式 5,285 20.00 2024年２月29日 2024年５月７日

2024年10月８日
取 締 役 会

普通株式 5,681 22.00 2024年８月31日 2024年11月12日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配 当 額

(円)
基 準 日 効力発生日

2025年４月24日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 7,747 30.00 2025年２月28日 2025年５月８日

百貨店事業につきましては、主に株式会社大丸松坂屋百貨店の松坂屋静岡店の収益性が低下したため、建

物及び構築物、土地の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,730百万円を減損損失として認識

いたしました。なお、当該資金生成単位の回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定しており

ます。

SC事業につきましては、主に株式会社パルコのHAB@熊本店の収益性が低下したため、投資不動産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額683百万円を減損損失として認識いたしました。なお、当該資金

生成単位の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来の収益性などを勘案した将来キャッシュ・フ

ローを測定時のＷＡＣＣを基礎とした税引前割引率である4.8％で割り引いて算出しております。

（連結持分変動計算書に関する注記）

１. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（注１）2024年４月15日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託の保有する当社株式に対する配

当金42百万円が含まれております。

（注２）2024年10月８日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託の保有する当社株式に対する配

当金45百万円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（注）2025年４月24日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託の保有する当社株式に対する配当

金61百万円が含まれております。
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（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

財務上のリスク管理方針

当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リス

ク・金利リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。

また、当社グループは、デリバティブ取引を為替変動リスク又は金利変動リスクを回避するために利用し

ており、投機的な取引は行わない方針であります。

（1）信用リスク管理

信用リスクは、取引先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生

させるリスクであります。

当該リスクに関しては、当社グループ各社において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸

念の早期把握や軽減に努めております。

当社グループの債権は、広範囲の産業や地域に広がる多数の取引先に対するものであります。

なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信

用リスクを有しておりません。

金融資産の信用リスクに係る最大エクスポージャーは、連結計算書類に表示されている減損後の帳簿価

額となります。これらの信用リスクに係るエクスポージャーに関し、担保として保有する物件及びその他

の信用補完するものはありません。

当社グループは、当初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかを検討し、貸倒引当金を

設定しております。具体的には、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月

の予想信用損失を貸倒引当金として測定しております。

一方、当初認識時点から信用リスクの著しい増加があった場合には、全期間にわたる予想信用損失を貸

倒引当金として測定しております。信用リスクが著しく増加しているか否かは、デフォルトリスクの変化

に基づいて判断しております。上記にかかわらず、重要な金融要素を含んでいない営業債権及びリース債

権等については、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

これらの予想信用損失の測定にあたっては、過年度の貸倒実績や債権の延滞状況、債権者の財務状況

等、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測について、期末日において利用可能な合理的で裏

付け可能な情報を用いております。信用リスクが著しく増加していない金融資産及び重要な金融要素を含

んでいない営業債権等の予想信用損失は、信用リスク特性がほぼ同質的であることから全体を一つのグル

ープとして設定し、過去の信用損失の実績に基づき集合的に評価しております。

信用リスクが著しく増加した金融資産及び信用減損金融資産の予想信用損失は、過去の信用損失の実績

及び将来の回収可能見込額等を加味し、個別で評価しております。

債務者が、支払期限到来後90日以内に支払いを行わない場合、債務不履行としております。

当社グループは、金融資産の全部又は一部が回収不能と評価され、信用調査の結果償却することが適切

であると判断した場合、信用減損している金融資産の帳簿価額を直接償却しております。

(2)流動性リスク管理

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の支払義務を履行するにあたり、支払期日に

その支払いを実行できなくなるリスクであります。

当社グループは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理するとともに、主要取引銀

行とのコミットメントライン契約及び当座借越契約により充分な手許流動性を確保するなどして、流動性

リスクを管理しております。

(3)為替リスク管理

当社グループは、外貨建の取引を行っており、外国通貨の対日本円での為替変動リスクに晒されており

ますが、税引前利益に与える影響は軽微であります。

(4)金利リスク管理

当社グループは、事業活動の中で様々な金利変動リスクに晒されており、特に、金利の変動は借入コス

トに大きく影響いたします。

当社グループは、このような金利変動リスクを軽減するために、金利スワップ取引を行うことなどによ

り当該リスクをヘッジしております。
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（単位：百万円）

帳簿価額（※） 公正価値（※） 差 額

資産

(1) 現金及び現金同等物 54,975 54,975 －

(2) 営業債権及びその他の債権 156,663 156,663 －

(3) その他の金融資産 90,225 89,818 △407

負債

(4) 営業債務及びその他の債務 （162,810） （162,810） －

(5) その他の金融負債 （61,590） （61,590） －

(6) 借入金 （130,150） （128,655） △1,494

(7) 社債 （59,908） （58,662） △1,246

(8) デリバティブ （41） （41） －

２. 金融商品の公正価値等に関する事項

2025年２月28日における帳簿価額及び公正価値は次のとおりであります。

（※）負債に計上されているものは、（　）で示しております。

（注）公正価値の算定方法

(1) 現金及び現金同等物、(2) 営業債権及びその他の債権、(3) その他の金融資産（流動）、(4) 営業債務及

びその他の債務、(5) その他の金融負債（流動）

短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) その他の金融資産（非流動）、(5) その他の金融負債（非流動）

上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しております。非上場株式の公正価値

については、割引将来キャッシュ・フロー、収益及び純資産に基づく評価モデル及び類似企業比較法等に

より算定しております。

償却原価で測定されるその他の金融資産又はその他の金融負債は、主に差入敷金及び保証金又は預り敷

金及び保証金となり、これらの公正価値については将来キャッシュ・フローを現在の市場利子率で割り引

いた現在価値等により算定しております。

(6) 借入金、(7) 社債

社債は、日本証券業協会等の売買参考統計値を用いて公正価値を見積もっております。借入金は、主と

して将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定しております。

(8) デリバティブ（負債）

デリバティブは、損益を通じて公正価値で測定する金融資産として、金融機関から提示された価格に基

づいて算定しております。

３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

(1)公正価値で測定される金融商品

公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正価値

測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計

百万円 百万円 百万円 百万円

資産：

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

デリバティブ金融資産 − − − −

その他の金融資産 − 118 950 1,068

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産

その他の金融資産 2,259 63 26,447 28,770

合計 2,259 182 27,397 29,839

負債：

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

デリバティブ金融負債 − 41 − 41

合計 − 41 − 41

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：

償却原価で測定する金融資産

その他の金融資産（非流動） − 3,631 47,656 51,288

合計 − 3,631 47,656 51,288

負債：

償却原価で測定する金融負債

借入金 − 128,655 − 128,655

社債 − 58,662 − 58,662

その他の金融負債（非流動） − − 33,368 33,368

合計 − 187,317 33,368 220,686

公正価値により測定する金融商品の公正価値は以下のとおりであります。

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告日において認識しております。なお、当連結会計年度にお

いて、公正価値ヒエラルキーのレベル１、レベル２及びレベル３の間の振替はありません。

（2）公正価値で測定されていないが、公正価値が開示されている資産及び負債の公正価値ヒエラルキー

償却原価で測定される金融商品の公正価値は、以下のとおりであります。

なお、公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、次表

に含めておりません。

（単位：百万円）
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連結注記表

（単位：百万円）

連 結 財 政 状 態 計 算 書 計 上 額 当 連 結 会 計 年 度 末 の 公 正 価 値

177,176 298,490

（投資不動産に関する注記）

１. 投資不動産の状況に関する事項

当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の建物等を有しております。

２. 投資不動産の公正価値に関する事項

（注１）連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま

す。

（注２）当連結会計年度末の公正価値は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」

に基づく金額等であり、その他の物件については指標等を用いて自社で調整を行った金額であります。
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連結注記表

セグメント 売上収益

大丸　　大阪・心斎橋店 41,301

大阪・梅田店 19,375

東京店 22,154

京都店 20,927

神戸店 28,993

札幌店 23,337

松坂屋　名古屋店 38,250

上野店 8,958

その他店舗等 60,344

セグメント間売上収益の消去 △401

百貨店事業 263,242

パルコ 63,484

その他 934

セグメント間売上収益の消去 △1,167

ＳＣ事業 63,251

J.フロント都市開発 13,414

パルコスペースシステムズ 25,844

J.フロント建装 50,645

その他 754

セグメント間売上収益の消去 △21,513

デベロッパー事業 69,144

決済・金融事業 13,135

セグメント間売上収益の消去 △7,765

決済・金融事業 5,370

その他 50,716

セグメント間売上収益の消去 △9,857

その他 40,859

調整額 9

合計 441,877

顧客との契約から生じた収益 377,851

その他の源泉から生じた収益 64,026

売上収益 441,877

（収益認識に関する注記）

１．収益の分解情報

当社グループは、「百貨店事業」、「ＳＣ事業」、 「デベロッパー事業」、「決済・金融事業」という４つの

セグメントを報告しております。当該報告セグメントは、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価する

ために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。分解した収益と各セグメントとの関連は次のとお

りであります。

(単位：百万円)

（注１）「百貨店事業」「ＳＣ事業」「デベロッパー事業」の区分は、IFRS第16号に基づくリース収益を含

んでおり、「決済・金融事業」の区分は、IFRS第９号に基づく利息収益を含んでおります。なお、

リース収益及び利息収益は「その他の源泉から生じた収益」に含めております。「その他」の区分

は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売業、駐車場業及びリース業等を含んで

おります。

（注２）各事業区分における「その他」にはセグメント内売上収益の消去を含んでおります。
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連結注記表

当連結会計年度

期首残高

当連結会計年度

期末残高

顧客との契約から生じた債権 98,071 102,726

契約資産 6,821 10,433

契約負債 38,784 39,320

当連結会計年度

期首残高

当連結会計年度

期末残高

１年以内 37,499 36,590

１年超２年以内 18,301 11,248

２年超 7,470 6,885

合計 63,271 54,724

２．収益を理解するための基礎となる情報

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）５．会計方針に関する事項（4）収益の

計上基準をご参照ください。

３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

(1）契約残高

当社グループの契約残高は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

（注）１　顧客との契約から生じた債権

顧客との契約から生じた債権は主に当社グループが発行しているクレジットカードの利用に伴う債権

等で構成されており、当該金額には代理人取引として第三者のために回収した金額も含めております。

これらの債権の回収期間は主に１～２ヶ月以内です。

２　契約資産

契約資産は、主に請負工事契約に関連して認識された、一連の履行に沿って当社グループが顧客から

支払いを受領する場合に生じる顧客に対する権利に係るものであります。当社グループは、完了した作

業に対する契約資産を前もって認識することになり、顧客の検収を受け、請求した時点で営業債権に振

り替えられます。

契約資産は、連結財政状態計算書において営業債権及びその他の債権に含めております。

３　契約負債

契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した対価に関連するものであり、当社グループが契約

に基づき履行した時点で収益に振り替えられます。

契約負債は、連結財政状態計算書においてその他の流動負債に含めております。

前連結会計年度末における契約負債のうち、当連結会計年度において収益に認識した金額は20,159百

万円であります。

当連結会計年度の契約資産の増加は、主に工事受注の増加によるものであります。

過去の期間に充足または部分的に充足した履行義務について、売上収益に認識した金額は、前連結会

計年度及び当連結会計年度において発生しておりません。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格について、当社グループは工事の完成に向けた進捗、商品券・ポイントの実際

の利用、及び年会費のサービスの履行に応じて収益を認識します。残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収

益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
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連結注記表

（単位：百万円）

金額

支払対価の公正価値 6,422

取得日直前に保有していた持分の公正価値 9,850

合計 16,272

取得資産及び引受負債の公正価値

有形固定資産 16,522

うち、土地 16,008

その他資産 348

繰延税金負債 5,275

その他負債 389

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 11,206

非支配持分（注１） 1,210

のれん（注２） 6,275

合計 16,272

（企業結合に関する注記）

株式会社心斎橋共同センタービルディングの株式取得

１．企業結合の概要

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

　被取得企業の名称　　株式会社心斎橋共同センタービルディング

　事業の内容　　　　　不動産の所有及び賃貸

（２）企業結合を行った主な理由

　株式会社心斎橋共同センタービルディング（以下、ＳＣＢ）が保有する建物は、1970年から大丸心斎橋店南

館として営業しており、当社の心斎橋エリアにおける戦略的拠点として、直近では特選ブランドや、インバウ

ンド向けを中心とする化粧品売場、免税カウンターなどを運営しています。心斎橋エリアにおいて当社は上記

の大丸心斎橋店南館に加え、大丸心斎橋店本館、心斎橋パルコなどを運営しています。大丸、パルコ各々の独

自性・強みの発揮とともに、百貨店とパルコの相乗効果をさらに高める取り組みとして商品連携や共同販促、

周辺他社施設とのエリア連携、人財交流などを積極的に展開しています。心斎橋エリアは、地域のお客様をは

じめインバウンドを含めた来街者の増加、また大阪市が推進している御堂筋の側道歩行者空間化などにより、

より一層の発展と魅力向上が見込まれます。こうした中、今般、本株式取得によりＳＣＢを当社子会社である

大丸松坂屋の完全子会社とすることにより、大丸心斎橋店南館を含めた今後のエリア戦略について当社による

自由度の高い事業計画策定が可能となります。今後、大丸心斎橋店南館を含めた将来像の検討を進め、心斎橋

エリアにおけるリテールの拡張や街の賑わい創出・魅力向上に資する計画推進を通じて、当社グループの同エ

リアでのプレゼンスをさらに強化していきます。

（３）企業結合日

　2024年７月31日

（４）企業結合の法的形式

　当社の連結子会社である株式会社大丸松坂屋百貨店による現金を対価とする株式取得

　被取得企業による自己株式取得

（５）取得した議決権比率

追加取得前の議決権比率　　　　　　　　　　　　　　50.0%

ＳＣＢの自己株式取得により増加した議決権比率　　　 4.0%

企業結合日に追加取得した議決権比率　　　　　　　　35.2%

追加取得後の議決権比率　　　　　　　　　　　　　　89.2%

２．取得関連費用

取得関連費用として10百万円を、連結損益計算書上の「販売費及び一般管理費」に計上しております。

３．段階取得に係る差益

　取得日直前に保有していた持分法適用関連会社であった被取得企業の持分を取得日における公正価値で再測定

した結果、8,525百万円の段階取得に係る差益を連結損益計算書上の「その他の営業収益」に計上しておりま

す。

４．取得日における取得資産及び引受負債の公正価値
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連結注記表

（単位：百万円）

項目 金額

取得により支出した現金及び現金同等物 6,422

取得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 201

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 6,220

１. １株当たり親会社所有者帰属持分 1,597円24銭

２. 基本的１株当たり当期利益 160円35銭

（注１）非支配持分は、取得日における被取得企業の識別可能な純資産の公正価値に対する非支配持分割合で

測定しております。

（注２）のれんは、主に期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより発生したものです。当該のれ

んについて税務上、損金算入を見込まれるものはありません。

５．取得に伴うキャッシュ・フロー

６．当社グループに与える影響

　当該企業結合に係る取得日以降の損益情報及び当該企業結合が期首に行われたと仮定した場合の損益情報は、

連結損益計算書に与える影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１株当たり情報の算定において、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を自己株式として処理していること

から、期末株式数及び期中平均株式数から当該株式数を控除しております。

（重要な後発事象）

　当社は、2025年４月14日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款第39条の規定に基づき、自

己株式取得に係る事項を決議しました。

１．取得の理由

　当社は、「2024～2026年度 中期経営計画」において、中長期的な資本収益性の向上を図るため、「収益性を伴う

成長の実現」と「自己資本額の適正化、株主還元の強化」に取り組むこととしております。本件は、この方針に基

づき実施するものです。

２．取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類

普通株式

（２）取得し得る株式の総数

11,500,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.45％）

（３）株式の取得価額の総額

150億円（上限）

（４）取得期間

2025年４月15日～2025年８月29日

（５）取得方法

①東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ-3）による買付け

②東京証券取引所における市場買付け
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貸借対照表

計 算 書 類

貸借対照表（2025年２月28日現在）

J.フロント リテイリング株式会社 (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

（資産） （負債）

流動資産 166,859 流動負債 127,695

現金及び預金 46,053 短期借入金 50,330

関係会社短期貸付金 120,254 未払金 878

未収入金 1,166 未払法人税等 89

その他 218 未払費用 811

貸倒引当金 △832 関係会社預り金 74,098

預り金 761

賞与引当金 328

役員賞与引当金 230

役員報酬BIP信託引当金 155

その他 12

固定資産 434,526 固定負債 138,400

有形固定資産 287 社債 60,000

建物及び構築物 223 長期借入金 76,820

その他 63 資産除去債務 101

長期預り金役員株式信託 1,101

役員報酬BIP信託引当金 377

無形固定資産 2,272 負債合計 266,095
ソフトウェア 2,272 （純資産）

株主資本 335,258

資本金 31,974

資本剰余金 248,874

投資その他の資産 431,967 資本準備金 9,474

投資有価証券 2,060 その他資本剰余金 239,400

関係会社株式 368,387 利益剰余金 77,628

関係会社長期貸付金 60,500 その他利益剰余金 77,628

繰延税金資産 635 繰越利益剰余金 77,628

その他 383 自己株式 △23,219

繰延資産 91 評価・換算差額等 123

社債発行費 91 その他有価証券評価差額金 123

純資産合計 335,382

資産合計 601,478 負債及び純資産合計 601,478

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書、株主資本等変動計算書

損益計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

J.フロント リテイリング株式会社 (単位：百万円)

科目 金額

営業収益

受取配当金 14,657

経営指導料 6,070 20,727

一般管理費 9,848

営業利益 10,878

営業外収益

受取利息 806

受取配当金 20

貸倒引当金戻入益 167

その他 50 1,044

営業外費用

支払利息 1,424

コミットメントフィー 192

投資事業組合運用損 114

その他 218 1,950

経常利益 9,973

特別損失

関係会社株式評価損 170 170

税引前当期純利益 9,803

法人税、住民税及び事業税 △991

法人税等調整額 △293 △1,284

当期純利益 11,087

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで）

J.フロント リテイリング株式会社 (単位：百万円)

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

資本準備金
その他

資本剰余金

その他
利益剰余金

繰越利益
剰余金

2024年３月１日残高 31,974 9,474 239,400 77,513 △13,316 345,046 128 345,175

　剰余金の配当 － － － △10,967 － △10,967 － △10,967

当期純利益 － － － 11,087 － 11,087 － 11,087

自己株式の取得 － － － － △11,458 △11,458 － △11,458

自己株式の処分 － － － － 1,555 1,555 － 1,555

現物配当による増減 － － － △6 － △6 － △6

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

－ － － － － － △4 △4

事業年度中の変動額合計 － － － 114 △9,902 △9,788 △4 △9,793

2025年２月28日残高 31,974 9,474 239,400 77,628 △23,219 335,258 123 335,382

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

　　　　　　　　　　　　　　　 （なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。）

その他有価証券

市場価格のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

市場価格のないもの 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

　デリバティブ 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　貯蔵品 先入先出法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

２. 固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３. 繰延資産の処理方法

　社債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

４. 引当金の計上基準

　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しておりま

す。

　賞与引当金 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

　役員賞与引当金 役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

　役員報酬ＢＩＰ信託引当金 役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に

基づき、役員等に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計

上しております。
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個別注記表

１. 関係会社に対する短期金銭債務 204百万円

２. 関係会社に対する短期金銭債権 1,154百万円

３. 有形固定資産の減価償却累計額 97百万円

営業収益 20,727百万円

一般管理費 973百万円

受取利息 806百万円

支払利息 693百万円

１. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 270,565,764株

２. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 14,369,908株

５．収益及び費用の計上基準

持株会社である当社における顧客との契約により生じる収益は、主に子会社からの経営指導料と受取配当金で

す。経営指導料は、子会社への経営・企画等の指導を行うことが履行義務であり、当該履行義務は経常的に充足

されるため、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金は、効力発生日をもって認

識しております。

６. ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法 金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を

採用しております。

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段 金利スワップ取引

　ヘッジ対象 借入金及び借入金の支払利息

　ヘッジ方針 リスク管理方針に基づき、金利変動リスクをヘッジすることを目的として

実施することとしております。

　ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象及びヘッジ手段について、毎事業年度末に個別取引ごとのヘッ

ジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産又は負債とヘッジ手段に

ついて元本・利率・期間等の重要な条件が同一である場合には、本検証を

省略することとしております。

（会計上の見積りに関する注記）

　翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある会計上の見積りはありません。

（貸借対照表に関する注記）

（損益計算書に関する注記）

１. 関係会社との取引

営業取引による取引高

営業取引以外の取引による取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）
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個別注記表

繰延税金資産

関係会社株式簿価修正 2,770百万円

繰越欠損金 765百万円

関係会社貸倒引当金 266百万円

関係会社株式評価損 301百万円

投資有価証券評価損 200百万円

役員報酬ＢＩＰ信託引当金 82百万円

減価償却超過額 269百万円

未払費用 107百万円

固定資産減損損失 112百万円

賞与引当金 100百万円

未払事業税 25百万円

資産除去債務 30百万円

投資簿価修正 16百万円

未払保険料 22百万円

その他 94百万円

繰延税金資産小計 5,166百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △765百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △3,694百万円

評価性引当額小計 △4,459百万円

繰延税金資産合計 706百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △54百万円

資産除去債務 △16百万円

繰延税金負債合計 △70百万円

繰延税金資産の純額 635百万円

（税効果会計に関する注記）

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　　　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する

取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関す

る税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

３.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項

　　　2025年３月31日に、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が公布され、2026年４月１

日以降開始する事業年度より防衛特別法人税が創設されることとなりました。これに伴い、2027年３月１日から

開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算

する法定実効税率が30.6％から31.5%に変更されますが、当事業年度末における一時差異等を基礎として再計算

した場合の影響額は軽微であります。

(収益認識に関する注記)

１．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の５．収益及び費用の

計上基準に記載のとおりであります。
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個別注記表

子会社等 （単位：百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権等の
所有（被所
有 ） 割 合

関連当事者
と の 関 係

取 引 の 内 容
取引金額
（注５）

科 目
期 末
残 高

子会社
株 式 会 社
大丸松坂屋百貨店

所有
直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

経営指導料の受取(注１) 4,304 ― ―

資 金 の 貸 付 7,000 関係会社
短期貸付金

関係会社
長期貸付金

30,170

7,000

貸 付 金 の 回 収 15,000

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

28,651

利息の受取(注３) 193 ― ―

子会社
株 式 会 社
パ ル コ

所有
直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

資 金 の 貸 付 ― 関係会社
短期貸付金

関係会社
長期貸付金

38,676

53,500

貸 付 金 の 回 収 ―

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

14,914

利息の受取(注３) 462 ― ―

子会社
株 式 会 社
博 多 大 丸

所有
 間接69.9％

経 営 指 導

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

10,697
関係会社
預り金

8,997

利息の支払(注３) 17 ― ―

子会社
Ｊ Ｆ Ｒ カ ー ド
株 式 会 社

所有
 直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

32,915
関係会社

短期貸付金
48,701

利息の受取(注３) 140 ― ―

子会社
株 式 会 社
大丸松坂屋友の会

所有
 間接100％

経 営 指 導

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

36,959
関係会社
預り金

36,500

利息の支払(注３) 624 ― ―

子会社
株 式 会 社
Ｊ .フロント建装

所有
 直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

8,253
関係会社
預り金

9,530

利息の支払(注３) 13 ― ―

子会社
Ｊ . フ ロ ン ト 都 市 開 発
株 式 会 社

所有
 直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

資金の貸付・預り
(ＣＭＳ)(注２）

8,828
関係会社
預り金

5,874

利息の支払(注３) 14 ― ―

子会社
株 式 会 社
エ ン ゼ ル パ ー ク

所有
直接 0.38％
間接49.88％

役員の兼任
経 営 指 導

資 金 の 預 り 4,000 関係会社
預り金

4,000
預 り 金 の 返 還 3,000

利息の支払(注３) 10 ― ―

子会社
株 式 会 社
ＪＦＲ情報センター

所有
 直接100％

役員の兼任
経 営 指 導

電算業務の依頼(注４) 927 ― ―

１. １株当たり純資産額 1,309円09銭

２. １株当たり当期純利益 42円98銭

（関連当事者との取引に関する注記）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）経営指導料については、契約条件により決定しております。

（注２）当社グループはキャッシュ・マネジメント・システム（CMS）を導入しており、資金の貸付及び資金の預り

は反復的に行われているため、取引金額の欄には期中の平均残高を記載しております。

（注３）資金の貸付及び資金の預りの利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（注４）当社は、主な電算業務に関して同社に依頼する際は、市場価格を勘案し合理的に決定しております。

（注５）取引金額には消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
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個別注記表

(重要な後発事象に関する注記)

自己株式の取得

　　　自己株式の取得については、連結注記表「重要な後発事象」に同一の内容を記載しているため、注記を省略し

ております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

ＥＹ 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  小　島　亘　司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  大　沼　健　二

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  刀　禰　哲　朗

独立監査人の監査報告書
２０２５年４月２２日

Ｊ.フロント リテイリング株式会社
　取　締　役　会　御　中

　
監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、Ｊ．フロント リテイリング株式会社の２０２４年

３月１日から２０２５年２月２８日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結
損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により定められた、指定国

際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、Ｊ．フロント リテイリング株式会
社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役
及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計

基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 39 －



2025/04/18 19:00:22 / 24173722_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知
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・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・  連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により定められた、指定国
際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注
記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・  連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて
いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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ＥＹ 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  小　島　亘　司

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  大　沼　健　二

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士  刀　禰　哲　朗

独立監査人の監査報告書
２０２５年４月２２日

Ｊ.フロント リテイリング株式会社
　取　締　役　会　御　中

　
監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、Ｊ．フロント リテイリング株式会社の２０

２４年３月１日から２０２５年２月２８日までの第１８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監
査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役
及び取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

会計監査人の監査報告書　謄本

－ 41 －
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・  経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・  計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じて
いる場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

当監査委員会は、２０２４年３月１日から２０２５年２月２８日までの第１８期事業年度における取締役及び
執行役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び執行役並びに使用人等からその構
築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の
方法で監査を実施いたしました。

①　監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、オンライン形
式も含め重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役並びに執行役員等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて本社及び事業所に赴き、子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについて
は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③　内部監査部門より期初の計画に基づき実施した監査の結果について定期的に報告を受け、情報共有を図
りました。

④　会計監査人より監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け、意見交換を行い
ました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規
則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
ＥＹ新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連
結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②　取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は
相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当
該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員
の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）　連結計算書類の監査結果

会計監査人 ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

Ｊ.フロント リテイリング株式会社　監査委員会

監査委員長 箱　田　順　哉　㊞

監査委員（常勤） 浜　田　和　子　㊞

監査委員 関　　　忠　行　㊞

監査委員 大　村　恵　実　㊞

２０２５年４月２３日

監査委員箱田順哉、関忠行及び大村恵実は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。

監査委員会の監査報告書　謄本

以　上

－ 43 －
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